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平成11年5月28日
早

グランドアーク半蔵門

簔簔
一

一
室
婁

讓
露

一
蕊
雲
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産
・
‐
里
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一
一
一
一

号
一
一
一

壼
雲
塞
簔
篝
簔

》
一
一

ョ芦

陸 凹む

一
室
幸

イ

世
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
言
三
三
三
薑
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三
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三
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三
三
三
三
三
三
三
三
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三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
言
三
三
三
三
三
一
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
一
三
一
三
三
三
三
三
一
三
三
三
罠
三
三
三
三
斤

Ⅱ

。
一

叩
叩

一
書
記
官
の
給
与
上
の
諸
問
題
に
つ
い
て
２
Ｏ
Ａ
シ
ス
テ
ム
の
導
入
状
況
及
び
活
用
状
況
州

■
日
■
ｑ

ａ

■

。

》

■
８
９
ム

ー
平
成
二
年
度
の
級
別
定
数
、
特
に
書
記
官
３
Ｏ
Ａ
研
修
の
現
状
と
今
後
の
課
題
‐

■
■
■
凸

Ⅱ

、
４

Ⅱ

ゞ
・
の
格
付
け
関
係
八
書
記
官
事
務
に
関
す
る
最
近
の
動
向
等
に
つ
い
州

ⅡⅢ

二
職
員
制
度
問
題
の
検
討
状
況
等
に
つ
い
て
て

ｌ

Ⅱ

１
民
事
モ
デ
ル
部
か
刑
事
研
究
部
、
家
裁
研
究
１
倒
産
法
制
の
見
直
し
に
関
す
る
最
近
の
動
向
州

Ｉ

Ⅱ

“
係
及
び
簡
裁
研
究
係
の
展
開
及
び
研
究
の
状
況
２
執
行
・
破
産
事
件
の
増
加
に
伴
う
書
記
官
事
州

ｌⅡⅡⅡ

２
録
音
反
訳
方
式
の
現
状
と
展
望
務
の
対
応
状
況
ゞ

３
速
記
官
か
ら
の
転
官
に
つ
い
て
３
／
成
年
後
見
制
度
及
び
少
年
法
改
正
を
め
ぐ
る
艸

川■
８
日
■Ⅱ
・

三
民
事
訴
訟
法
に
お
け
る
新
制
度
の
活
用
状
況
と
最
近
の
動
向
Ⅱ

Ⅱ
。Ⅱ
“
。

三
民
事
訴
訟
法
に
お
け
る
新
制
度
の
活
用
状
況
と
最
近
の
動
向

１
書
記
官
の
任
用
政
策
に
つ
い
て
２
民
事
事
件
《
行
政
事
件
及
び
家
事
事
件
に
関
岬

五
女
性
書
記
官
の
増
加
に
伴
う
課
題
に
つ
い
て
す
る
文
書
の
契
印
の
取
扱
い

１
産
前
産
後
休
暇
、
育
児
休
業
制
度
に
お
け
る
３
裁
判
用
能
率
器
具
等
の
配
布
状
況
及
び
配
布
州

代
替
要
員
の
確
保
に
つ
い
て

予
定

‐
六
書
記
官
の
研
修
等
に
関
す
る
諸
問
題
に
つ
い
て
４
執
務
資
料
等
の
刊
行
予
定
及
び
計
画

１
書
記
官
研
修
の
内
容

一
○
そ
の
他

２
在
外
研
究
の
現
状
と
今
後
の
方
針
等
１
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
、
〉
小
を
め
ぐ
る
Ⅷ

七
Ｏ
Ａ
機
器
の
活
田
塗
可
に
つ
い
て

１
０
Ａ
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
今
後
の
展
望

当
言
三
二
一
三
三
一
三
三
三
三
三
三
三
三
一
三
三
三
一
三
三
三
三
三
三
三
三
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三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
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三
三
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フー ．－ マ青
野
総
務
部
長
本
日
は
、
お
忙
し
い
中
を
全
国
裁
判

所
書
記
官
協
議
会
の
た
め
に
時
間
を
割
い
て
い
た
だ
き
ま

し
て
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
た
だ
今
か
ら
、
総
務
局
・

人
事
局
の
各
課
長
、
参
事
官
を
囲
む
座
談
会
を
始
め
さ
せ

Ｌ
ｑ
Ｉ
Ｕ
Ｐ

、
Ⅱ
，
〃

許
ｋ
れ
ま
し
て
は
へ
御
多
忙
中
の
と
こ
ろ
、
全
国
書
協
と
・
可

展
望
に
つ
い
て
４
刑
事
、
家
事
及
び
少
年
事
件
の
各
書
記
官
事
Ⅷ

１
新
民
事
訴
訟
法
と
書
記
官
事
務
の
関
係
‐
・
務
の
状
況
等

２
少
額
訴
訟
手
続
及
び
支
払
督
促
手
続
に
お
け
九
書
記
官
事
務
の
改
善
等
に
つ
い
て

る
書
記
官
事
務
の
現
状
等
に
つ
い
て
１
裁
判
関
係
文
書
の
Ａ
判
横
書
き
化
の
検
討
状
Ⅷ

四
害
記
官
の
任
用
上
の
諸
問
題
に
つ
い
て
況

て
い
た
だ
き
ま
す
。

初
め
に
、
当
協
議
会
の
櫻
井
会
長
が
ご
あ
い
さ
つ
を
申

し
上
げ
ま
す
。
、

櫻
井
会
長
総
務
局
及
び
人
事
局
の
課
長
、
参
事
官
に

Ｉ

Ｊ
■
五
日
■
Ｕ
■
日
９
巴
Ｕ
９
１
Ｃ
Ｏ
ｊ
ａ
Ｕ
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冠
■
■
Ｆ
７

Ｉ
Ｉ
Ｉ

ｑ
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巳
日
■
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１
二
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■
１
１
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■
凧
Ｕ
■
一
ｒ
０
Ｊ
１
Ｄ
８
ｌ
■
■
Ｕ
５
２
Ｉ
ｐ
ｐ
■
ぜ
り
Ｉ
包
り
０
。
■
■
■
８
■
■
；
６
５
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） 』
０
■
Ｉ
ｑ
ｑ
》
一
ニ
グ
レ
凸
■
Ⅱ
Ⅱ
■
ご
○
″
ワ
Ｄ
ｐ
Ｑ
．
■
９
今
日
１
０
Ｑ

人
事
局
の
各
課
長
、
参
事
官
を
囲
む
座
談
会
を
始
め
さ
せ
櫻
井
会
長
総
務
局
及
び
火
事
局
の
課
長
、
参
事
官
に

お
か
れ
ま
し
て
は
、
御
多
忙
中
の
と
こ
ろ
、
全
国
書
協
と
ま
す
。

の
座
談
会
に
御
出
席
い
た
だ
き
ま
し
て
、
誠
に
あ
り
が
と
こ
の
座
談
会
も
、
私
ど
も
会
員
が
書
記
官
事
務
に
関
す

う
ご
ざ
い
ま
す
。
る
最
近
の
状
況
、
書
記
官
制
度
を
は
じ
め
と
す
る
職
員
制

ま
た
、
当
局
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
平
素
か
ら
書
記
官
度
の
動
向
、
任
用
、
給
与
上
の
諸
問
題
な
ど
に
つ
い
て
、

制
度
、
書
記
官
の
在
り
方
、
あ
る
い
は
処
遇
な
ど
に
つ
い
当
局
の
方
針
や
施
策
、
そ
の
考
え
方
な
ど
の
正
し
い
情
報

て
、
種
々
御
配
慮
、
御
尽
力
を
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
こ
を
得
て
、
今
後
の
協
議
会
の
活
動
の
参
考
に
し
た
い
と
い

と
に
対
し
て
、
厚
く
お
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。
う
こ
と
で
毎
年
お
願
い
し
て
い
る
も
の
で
、
会
員
が
将
来

私
ど
も
の
協
議
会
は
ハ
全
国
の
会
員
が
書
記
官
事
務
の
の
書
記
官
制
度
を
展
望
し
、
あ
る
い
は
書
記
官
事
務
の
在

在
り
方
を
研
究
し
、
実
務
能
力
の
向
上
索
法
律
専
門
職
と
り
方
を
見
直
す
機
会
と
す
る
な
ど
、
書
記
官
に
と
っ
て
大

し
て
の
品
位
、
識
見
を
高
揚
し
、
併
せ
て
書
記
官
制
度
の
変
有
意
義
な
も
の
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
そ
の
内

充
実
、
発
展
を
図
っ
て
い
く
こ
と
を
目
的
と
し
て
発
足
し
容
は
会
報
を
通
じ
て
、
広
く
会
員
に
提
供
し
、
今
後
の
書

た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
ま
た
、
適
正
で
迅
速
な
裁
記
官
事
務
の
充
実
、
発
展
の
た
め
に
役
立
て
て
い
き
た
い

判
の
実
現
に
も
寄
与
す
る
も
の
と
考
え
て
い
る
わ
け
で
あ
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

り
ま
す
。
協
議
会
の
具
体
的
な
活
動
状
況
や
成
果
に
つ
い
《
座
談
会
の
テ
ー
マ
は
、
多
岐
に
わ
た
っ
て
お
り
ま
す
が
、

て
は
、
全
国
書
協
会
報
そ
の
他
で
御
存
じ
の
こ
と
と
思
い
い
ず
れ
も
会
員
を
は
じ
め
と
す
る
書
記
官
に
と
っ
て
関
心
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部
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協
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務
理
峨
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副
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総
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１
平
成
二
年
度
の
級
別
定
数
、
特
に
書
記
官
の
格

付
け
関
係

原
企
画
調
査
部
長
本
年
度
も
、
級
別
定
数
、
特
に
、

書
記
官
の
格
付
け
関
係
に
つ
い
て
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

山
名
給
与
課
長
書
記
職
を
中
心
と
し
た
級
別
定
数
の

改
定
状
況
と
そ
の
運
用
方
針
に
つ
い
て
、
概
要
を
説
明
す

る
こ
と
に
し
ま
す
。

帥
級
別
定
数
の
改
定
状
況

の
高
い
も
の
ば
か
り
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
ど
う
ぞ
よ
る

『

し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

青
野
総
務
部
長
そ
れ
で
は
、
こ
れ
か
ら
の
進
行
は
、

当
協
議
会
の
原
企
画
調
査
部
長
が
担
当
し
ま
す
の
で
‘
よ

ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

原
企
画
調
査
部
長
企
画
調
査
部
長
の
原
で
ご
ざ
い
ま

す
。
こ
れ
か
ら
の
進
行
は
、
私
が
担
当
し
て
、
進
め
た
い

と
思
い
ま
す
の
で
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
寸
。
早
速
で

す
が
‘
お
手
元
に
配
布
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
テ
ー
マ

の
順
に
進
行
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

ク
ら
一
へ
〕 一

書
記
官
の
給
与
上
の
諸
問
題
に
つ
い
て

’

1

‐
‐
Ｉ
・
１
１
１
１
１
０
，
１
’
１
．
．
愚
．
Ⅲ
．
！
．
●
霞
．
●
’
，
“
、
．
．
●
●
．
●
●
”
０
画
’
●
１
画
．
・
・
１
．
，
．
．
画
極
ｉ
●
●
国
．
１
．
．
．
塁
画
・
ロ
ョ
ロ
・
宮
口
０
画
ロ
．
●
唇
’
８
．
１
１
１
‐
！
。
●
１
．
・
●
８
●
‘
．
‘
・
‘
●
．
，
●
，
’
１
ｊ
‐
．
’
●
．
！
●
Ｉ
●
１
１
‘
．
，
１
．
０
●
侭

、
＃
、
ノ

グ
Ｊ
〃
Ｉ
Ｑ

夕
埴

《
、
．
§
．
・
壱
一
・
｜
《
｜
、
拝
Ⅱ
己
逗
旨
骨
岸
牛
曲
十
蚕
り
捺
也
二
Ｊ
や
一
刃
橦
唯
爽
こ
陸
ョ
Ｂ
三
コ
る
こ
と
弟
一
磯
誤
ノ
、
手
工
喧
江
し
と
士
洞
垂
下
、
軌
型
．
岫
哩
津
既
虐
断
鯉
灯
堆
守
の

(山名給与課長）

級
別
定
数
の
改
定
に
つ
い
て
、
財
政
当
局
は
、
財
政
構

造
改
革
法
は
凍
結
と
な
っ
た
が
、
総
人
件
費
極
力
抑
制
と

い
う
方
針
は
重
要
か
つ
緊
急
の
課
題
に
な
っ
て
い
る
の
で
、

人
件
費
を
押
し
上
げ
る
こ
と
に
な
る
級
別
定
数
の
改
定
は

原
則
と
し
て
ゼ
ロ
査
定
で
あ
る
と
い
う
主
張
を
折
衝
の
都

度
繰
り
返
し
て
き
ま
し
た
。
と
り
わ
け
、
裁
判
所
に
つ
い

て
は
、
前
年
度
予
算
で
行
政
庁
の
級
別
定
数
の
切
上
げ
を

厳
し
く
抑
制
し
た
中
で
も
、
適
正
迅
速
な
裁
判
の
実
現
に

向
け
て
の
一
連
の
制
度
改
革
が
円
滑
に
進
む
こ
と
に
も
一

定
程
度
配
慮
し
て
、
先
渡
し
的
な
意
味
合
い
も
含
め
て
異

、

例
と
も
言
え
る
定
数
切
上
げ
を
認
め
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、

平
成
二
年
度
予
算
に
お
い
て
は
、
裁
判
所
も
、
国
家
の

一
機
関
と
し
て
行
政
省
庁
並
み
に
総
人
件
費
極
力
抑
制
の

基
本
方
針
に
協
力
す
べ
き
で
あ
る
と
極
め
て
厳
し
い
調
子

で
迫
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
厳
し
い
情
勢
で
は
あ
り
ま
し
た
が
、
適
正

迅
速
な
裁
判
の
実
現
に
向
け
て
の
一
連
の
制
度
改
革
は
そ

の
緒
に
つ
い
た
ば
か
り
で
あ
り
、
こ
れ
を
実
効
的
に
推
進

し
、
定
着
さ
せ
る
た
め
に
は
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
職
員
に

対
し
て
職
務
に
応
じ
た
適
正
な
処
遇
を
行
う
必
要
が
あ
る

こ
と
を
強
く
主
張
す
る
こ
と
に
加
え
、
昨
年
以
上
に
重
点

を
絞
っ
て
折
衝
に
当
た
る
な
ど
の
努
力
を
し
た
結
果
、
裁

判
部
門
の
充
実
強
化
と
い
う
観
点
か
ら
極
め
て
大
き
な
成

果
を
上
げ
る
．
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
特
に
、
六
年
連
続
で

の
主
任
書
記
官
Ｄ
増
設
や
、
昨
年
実
現
し
た
地
裁
主
任
書

記
官
の
九
級
切
上
げ
が
続
け
て
認
め
ら
れ
た
こ
と
は
意
義

の
あ
る
こ
と
と
考
え
て
い
ま
す
。

ァ
二
級
以
上
関
係

平
成
二
年
度
は
、
地
裁
首
席
書
記
官
一
垂
別
年
度
こ

の
二
級
切
上
げ
が
認
め
ら
れ
ま
し
た
（
二
級
首
席
書

記
官
Ｉ
地
裁
一
’
○
○
ポ
ス
ト
中
一
八
、
家
裁
六
三
ポ
ス
ト

中
九
）
。

な
お
、
こ
の
ほ
か
に
地
裁
事
務
局
長
に
つ
い
て
も
一
の

二
級
格
付
け
が
認
め
ら
れ
ま
し
た
（
三
級
事
務
局
長
ｌ

地
裁
五
○
ポ
ス
ト
中
二
九
、
家
裁
五
○
ポ
ス
ト
中
一
八
）
。

．
イ
ー
．
○
級
関
係

地
・
家
裁
首
席
書
記
官
の
一
○
級
定
数
の
拡
大
に
つ
い

て
も
引
き
続
き
努
力
し
た
結
果
、
平
成
二
年
度
は
一

（
前
年
度
三
）
の
切
上
げ
が
実
現
し
ま
し
た
。
こ
の
結
果
、

地
・
家
裁
首
席
書
記
官
合
計
一
六
三
（
二
級
Ⅱ
二
七
、

一
○
級
Ⅱ
八
二
、
九
級
Ⅱ
五
四
）
の
う
ち
一
○
級
以
上
は
、

一
○
九
（
六
六
・
九
％
）
と
な
り
ま
し
た
。

さ
ら
に
、
大
規
模
庁
の
地
裁
次
席
書
記
官
に
つ
い
て
一

○
級
切
上
げ
一
（
前
年
度
二
が
認
め
ら
れ
ま
し
た
。
行

政
省
庁
に
お
い
て
、
一
○
級
は
、
地
；
家
裁
に
相
当
す
る

府
県
単
位
機
関
で
は
「
特
に
困
難
な
事
務
を
所
掌
す
る
機

関
の
長
」
に
つ
い
て
の
み
認
め
ら
れ
る
高
い
格
付
け
で
あ

り
、
裁
判
部
門
の
ナ
ン
バ
ト
２
の
ポ
ス
ト
で
あ
る
地
裁
次

席
書
記
官
ら
つ
い
て
一
○
級
の
切
上
げ
が
認
め
ら
れ
た
と

い
う
こ
と
は
、
書
記
官
の
職
務
が
高
く
評
価
さ
れ
た
結
果

で
あ
り
、
大
き
な
成
果
で
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
こ
れ

で
一
○
級
の
地
や
家
裁
次
席
書
記
官
は
合
計
六
と
な
り
ま

‐
州
一
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ー■一一ー－－甲一一一一一与一

ゴーー . ＝ --- F＝ 一一｡＝ 勺 が一一一一一一一一



－－ －壷.一一一一一L

座談会5

な
お
、
こ
の
ほ
か
に
地
・
家
裁
事
務
局
次
長
に
つ
い
て

も
一
の
切
上
げ
が
認
め
ら
れ
ま
し
た
。

ウ
九
級
関
係

‐
九
級
切
上
げ
は
、
財
政
当
局
が
査
定
方
針
の
見
直
し
を

最
も
強
く
迫
っ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
が
、
最
重
点

項
目
の
一
つ
と
し
て
折
衝
し
た
結
果
、
地
．
家
裁
次
席
書

記
官
に
つ
い
て
三
（
前
年
度
四
）
、
地
蔵
主
任
書
記
官

（
総
括
的
立
場
の
者
）
三
全
別
年
度
三
の
切
上
げ
を
実

現
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

前
年
度
に
九
級
切
上
げ
に
成
功
し
た
地
裁
主
任
書
記
官

に
つ
い
て
も
、
厳
し
い
折
衝
の
結
果
、
前
年
度
実
績
を
上

回
る
切
上
げ
を
実
現
す
る
こ
と
が
で
き
、
こ
れ
は
書
記
職

全
体
の
官
職
評
価
の
引
上
げ
と
い
う
面
か
ら
も
大
き
な
前

進
で
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

以
上
の
結
果
、
地
・
家
裁
次
席
書
記
官
に
つ
い
て
は
、

一
○
○
ポ
ス
ト
中
七
三
（
七
三
％
）
が
九
級
以
上
に
格
付

け
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

エ
八
級
以
下
関
係

財
政
当
局
は
、
総
人
件
費
極
力
抑
制
と
い
う
基
本
方
針

の
下
、
先
年
ま
で
の
大
量
退
職
に
伴
う
職
員
の
年
齢
構
成

の
大
幅
な
若
返
り
を
理
由
と
じ
て
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
八

級
以
下
の
各
級
に
つ
い
て
も
強
い
姿
勢
で
定
数
回
収
を
求

め
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
当
局
と
し
て
は
、
少

量
退
職
期
に
入
っ
て
い
る
こ
と
、
大
量
退
職
期
を
通
じ
て

空
き
定
数
が
発
生
し
た
と
き
も
厳
格
な
定
数
管
理
を
行
っ

し
た
。

ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
１
１
１
１
１
１

I

ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｒ
ｌ
０
■
■
Ｂ
ｒ
Ⅲ
旧
心
地
Ｉ
Ｂ
Ｕ
判
り
日
ｒ
ｈ
１
１
Ｊ
Ｉ
ｂ
Ｅ
Ｉ
０
０
ｉ
Ｉ
ｉ
ｉ
４
Ｉ

０
１
８
１
０
３
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
．
●
１
，
ｈ
Ｉ
ｂ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
■
ｌ
Ｐ
ｈ
８
ｒ
ｌ

、

て
き
た
こ
と
、
新
民
事
訴
訟
法
の
施
行
を
契
機
に
書
記
官

等
の
職
責
が
著
し
く
増
大
し
て
い
る
こ
と
な
ど
で
き
る
限

り
の
主
張
を
し
て
防
戦
に
努
め
た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

し
か
し
、
財
政
当
局
の
姿
勢
は
か
つ
て
な
い
ほ
ど
固
く
、

緊
迫
し
た
折
衝
が
内
示
直
前
ま
で
行
わ
れ
た
結
果
、
「
平

成
二
年
度
予
算
で
は
時
間
切
れ
に
よ
り
回
収
な
し
と
す

る
が
、
平
成
一
二
年
度
予
算
で
は
最
重
点
項
目
と
し
て
継

続
検
討
す
る
」
と
い
う
形
で
決
着
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。
し
た
が
っ
て
、
平
成
一
二
年
度
予
算
で
は
、
財
政
当

局
が
こ
れ
ま
で
に
な
く
厳
し
い
姿
勢
で
臨
ん
で
く
る
こ
と

は
必
至
で
あ
り
、
定
数
回
収
を
巡
る
情
勢
は
全
く
予
断
を

許
さ
な
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。

そ
の
他
の
官
職
、
級
に
つ
い
て
は
、
八
級
こ
そ
三
（
前

年
度
六
）
と
前
年
度
を
下
回
っ
た
も
の
の
、
七
級
に
つ
い

て
は
三
三
（
前
年
度
二
七
）
、
六
級
に
つ
い
て
は
二
八

（
前
年
度
二
八
）
と
前
年
度
並
み
又
は
そ
れ
を
上
回
る
切

上
げ
を
実
現
し
ま
し
た
。

オ
官
職
増
設
関
係

。
ｒ

官
職
増
設
に
つ
い
て
は
、
総
人
件
費
極
力
抑
制
と
い
う

方
針
に
抵
触
す
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
財
政
当
局
，
姿

勢
は
こ
れ
ま
で
に
な
く
厳
し
い
も
の
が
あ
り
ま
し
た
。
と

り
わ
け
、
次
席
書
記
官
の
よ
う
な
上
位
ポ
ス
ト
の
増
設
に

対
す
る
財
政
当
局
の
姿
勢
は
、
極
め
て
厳
し
い
も
の
が
あ

り
ま
し
た
が
へ
事
件
が
増
加
し
、
ま
た
、
複
雑
困
難
化
す

る
中
で
、
よ
り
一
層
適
正
迅
速
な
裁
判
を
実
現
し
て
い
く

た
め
に
は
、
裁
判
部
の
執
務
組
織
の
整
備
が
不
可
欠
で
あ

『
一
一
一
閉
山
ｐ
Ｐ
ｍ
Ⅱ
１
０
０
〃
。
■
℃
一
△
ず
。
ロ
ー
引
尻
叩
８
日
記
１
《
。
■
日
日
且
■
ｃ
ｃ
。
●
●
■
■

1

〆

る
こ
と
を
強
く

特
殊
事
件
担
当
の
次
席
書
記
官
を
一
（
九
級
格
付
け
）
、

横
浜
家
裁
に
家
事
・
少
年
担
当
の
次
席
書
記
官
各
一
（
八

級
格
付
け
）
を
増
設
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
、

異
例
と
も
言
え
る
大
き
な
成
果
を
上
げ
る
こ
と
が
で
き
ま

、
ｆ

し
た
。

ｒ

ま
た
、
主
任
書
記
官
増
設
に
つ
い
て
は
、
前
年
度
実
績

を
上
回
る
三
二
の
増
設
を
実
現
す
る
と
い
う
極
め
て
大
き

な
成
果
を
上
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

力
定
員
振
替
関
係

速
記
官
か
ら
書
記
官
へ
の
定
員
振
替
に
当
た
っ
て
は
、

財
政
当
局
は
、
書
記
官
の
調
整
数
や
主
任
書
記
官
の
俸
給

の
特
別
調
整
額
と
の
関
係
で
、
対
当
級
で
振
り
替
え
る
こ

と
は
総
人
件
費
極
力
抑
制
の
方
針
に
抵
触
す
る
と
い
う
理

由
か
ら
、
一
定
割
合
で
切
下
げ
を
行
っ
た
上
で
級
別
定
数

の
セ
ッ
ト
を
行
う
べ
き
で
あ
る
と
強
く
求
め
て
き
ま
し
た
。

こ
れ
に
対
し
て
は
、
適
正
迅
速
な
裁
判
の
実
現
に
向
け
て

の
一
連
の
制
度
改
革
を
円
滑
に
推
進
す
る
た
め
に
は
、
定

員
振
替
に
伴
う
級
別
定
数
の
切
下
げ
に
は
一
切
応
じ
ら
れ

な
い
と
い
う
強
い
姿
勢
で
折
衝
を
行
っ
た
結
果
、
前
年
度

と
同
様
、
す
べ
て
対
当
級
で
の
振
替
が
認
め
ら
れ
ま
し
た
。

②
昇
格
の
運
用

ア
九
級
以
上
に
つ
い
て

九
級
以
上
の
昇
格
の
運
用
に
つ
い
て
は
、
定
数
状
況
を

に
ら
み
な
が
ら
、
庁
の
規
模
等
に
従
っ
て
標
準
ポ
ス
ト
を

設
定
し
、
こ
れ
に
就
い
た
者
に
つ
い
て
は
、
他
と
の
均
衡

戸

主
張
し
た
結
果
、
神
戸
地
裁
に
執
行
等
の

■

■

Ｉ

＆

■

■

・

Ｐ

■

■

ｇ

６

ａ

ｑ

ｇ

P

1

６
１
〃
口
８
６
凸
申
９
■
０
や
●
・
■
Ｊ
Ｏ
Ｌ
ｒ
凸

』

臼一 】L一



－－
L

，

書協会報147号 ｝ 6座談会

を
考
慮
し
な
が
ら
も
、
で
き
る
だ
け
早
い
時
期
に
昇
格
を

実
施
し
て
い
ま
す
。

ィ
八
級
以
下
に
つ
い
て

総
人
件
費
を
極
力
抑
制
す
る
と
い
う
財
政
当
局
の
方
針

を
考
慮
す
る
と
、
来
年
度
以
降
の
級
別
定
数
改
定
を
巡
る

情
勢
は
、
よ
り
一
層
極
め
て
厳
し
い
も
の
と
な
る
こ
と
は

必
至
で
あ
り
、
昇
格
運
用
に
当
た
っ
て
例
年
行
っ
て
い
る

今
後
の
定
数
状
況
、
職
員
構
成
等
の
予
測
、
分
析
も
厳
し

い
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
が
、

一
連
の
制
度
改
革
が
目
指
す
適
正
迅
速
な
裁
判
を
実
効
酌

に
実
現
し
て
い
く
た
め
に
は
、
書
記
官
の
コ
ー
ト
マ
ネ
ー

ジ
ャ
ー
と
し
て
の
役
割
の
拡
大
強
化
に
期
待
す
る
と
こ
ろ

が
大
き
い
こ
と
、
そ
し
て
、
増
大
す
る
職
責
に
応
じ
た
処

遇
を
推
進
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
考
慮
し
て
、
平
成
一

一
年
度
も
前
年
度
に
引
き
続
き
処
遇
改
善
を
行
っ
た
と
こ

ろ
で
あ
り
ま
す
。

原
企
画
調
査
部
長
書
記
官
の
こ
う
八
級
発
令
の
見
通

し
に
つ
い
て
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

山
名
給
与
課
長

㈹
書
記
官
全
体
の
処
遇
に
つ
い
て

書
記
官
の
給
与
上
の
処
遇
に
つ
い
て
は
、
従
来
か
ら
書

記
官
の
法
律
専
門
職
と
し
て
の
高
度
の
専
門
性
、
職
務
の

複
雑
困
難
性
を
最
大
限
主
張
し
て
、
そ
の
改
善
に
努
め
て

き
た
と
こ
ろ
で
す
が
、
新
民
事
訴
訟
法
の
施
行
を
契
機
と

す
る
適
正
迅
速
な
裁
判
の
実
現
に
向
け
て
の
一
連
の
制
度

改
革
を
推
進
す
る
た
め
に
は
▼
そ
の
中
心
的
な
担
い
手
で

！
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国
■
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Ｑ
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且
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今
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ｑ
●
Ｆ
ａ
Ｉ
Ｌ
Ｉ
ｂ
Ｂ
Ｂ
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■
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■
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ｑ
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Ｉ

あ
り
、
職
責
が
著
し
く
増
大
し
て
い
る
書
記
官
に
つ
い
で
、

よ
り
一
層
の
処
遇
改
善
を
よ
り
進
め
る
必
要
が
あ
る
と
考

え
て
い
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
書
記
官
八
級
の
実
現
に
当
た
っ
て
は
、
書

記
職
自
体
の
官
職
評
価
の
引
上
げ
が
必
要
で
あ
る
上
、
主

任
書
記
官
と
の
バ
ラ
ン
ス
が
問
題
に
な
る
と
こ
ろ
で
し
た

が
、
平
成
一
○
年
度
に
地
裁
主
任
書
記
官
Ｚ
九
級
格
付
け

が
認
め
ら
れ
た
こ
と
は
、
書
記
職
全
体
の
官
職
評
価
の
引

上
げ
の
足
掛
か
り
が
で
き
、
書
記
官
八
級
実
現
に
向
け
て

一
定
程
度
の
環
境
整
備
が
で
き
た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

仰
こ
う
書
記
官
八
級
実
現
の
見
通
し

平
成
二
年
度
の
予
算
折
衝
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な

情
勢
を
踏
ま
え
て
、
初
め
て
書
記
官
こ
う
八
級
に
つ
い
て

要
求
を
行
い
ま
し
た
が
、
財
政
当
局
の
姿
勢
は
予
想
し
て

い
た
よ
り
も
は
る
か
に
固
く
、
財
政
当
局
か
ら
、
八
級
は

府
県
単
位
機
関
の
困
難
な
業
務
を
所
掌
す
る
課
長
の
職
務
八

が
よ
う
や
く
格
付
け
ら
れ
る
職
務
の
級
で
あ
る
と
こ
ろ
、

新
民
事
訴
訟
法
の
施
行
に
伴
っ
て
書
記
官
Ｚ
職
務
の
複
雑

困
難
性
が
増
し
て
い
る
と
は
い
え
、
具
体
的
に
こ
う
書
記

官
の
職
務
の
ど
の
よ
う
な
点
に
つ
い
て
課
長
級
の
職
務
と

言
え
る
よ
う
な
職
責
の
大
幅
な
上
積
み
が
あ
っ
た
の
か
、

ま
た
、
裁
判
所
は
一
方
で
主
任
書
記
官
の
増
設
要
求
を
行
桓

て
い
る
が
Ｉ
仮
に
こ
う
書
記
官
が
課
長
級
の
職
責
を
担
え

る
の
で
あ
れ
ば
、
主
任
書
記
官
増
設
の
必
要
性
は
な
い
の

で
は
な
い
か
と
い
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
厳
し
く
追
及
さ
れ
ｈ

そ
の
理
解
を
得
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

０
０
・
Ｂ
ｆ
ｂ
ｊ

■
■
日
Ｂ
Ｊ
Ｐ

０
，
１
Ⅱ
．
こ
き
Ｌ
・
と
７
さ
つ
ゐ
〃
ｉ
〃
紗
。
．
ｒ
Ｆ
串
一
・
、
１
，
、
仏
ｖ
謝
Ⅱ
Ｕ
了
．
質
二
・
夢
二
等
ヨ
「
属
ピ
ョ
感
尾
巳
デ
ー
、
ノ
ィ
ニ
、
ミ
ユ

１
民
事
モ
デ
ル
部
、
刑
事
研
究
部
、
家
裁
研
究
係
及

び
簡
裁
研
究
係
の
展
開
及
び
研
究
の
状
況

原
企
画
調
査
部
長
平
成
一
○
年
度
の
民
事
モ
デ
ル
部

の
取
組
状
況
、
刑
事
研
究
部
、
家
裁
研
究
係
及
び
簡
裁
研

究
係
の
研
究
の
状
況
や
そ
の
成
果
の
概
要
に
つ
い
て
お
聞

か
せ
く
だ
さ
い
。
特
に
、
参
事
官
室
提
言
で
は
、
裁
判
官

と
の
密
接
な
連
携
の
も
と
、
書
記
官
の
コ
ー
ト
マ
ネ
ー

ジ
ャ
ー
と
し
て
の
役
割
を
拡
大
強
化
す
る
と
さ
れ
て
い
ま

す
の
で
、
裁
判
官
と
の
協
働
及
び
書
記
官
の
コ
ー
ト
マ
ネ
ー

ジ
ャ
ー
と
し
て
の
役
割
の
運
用
の
現
状
と
検
討
状
況
に
つ

い
て
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

永
野
第
一
課
長
平
成
八
年
三
月
に
出
さ
れ
た
職
員
制

度
に
関
す
る
人
事
局
参
事
官
室
提
言
を
受
け
て
設
置
さ
れ

た
モ
デ
ル
部
及
び
研
究
部
、
係
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
取
組
の

進
展
状
況
に
違
い
は
あ
る
も
の
の
、
い
ず
れ
も
将
来
に
お

け
る
職
員
構
成
の
変
化
等
を
も
視
野
に
置
き
つ
つ
、
こ
れ

か
ら
の
書
記
官
事
務
の
在
り
方
や
裁
判
部
の
在
り
方
等
に

つ
い
て
具
体
的
な
検
討
を
行
う
と
と
も
に
、
そ
こ
で
の
各

種
取
組
を
部
内
に
広
く
紹
介
す
る
こ
と
に
よ
り
、
事
務
改

現
在
、
折
衝
の
経
緯
等
を
分
析
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す

が
、
平
成
一
二
年
度
予
算
に
お
い
て
も
、
主
任
書
記
官
の

増
設
に
与
え
る
影
響
等
も
慎
重
に
見
極
め
な
が
ら
、
書
記

官
こ
う
八
級
の
実
現
に
向
け
て
粘
り
強
く
要
求
し
て
い
く

考
え
で
あ
り
ま
す
。
‐

Ｐ
ｂ
ｌ
Ｉ
ｌ
Ⅱ
０
０
１
口
ロ
ｑ
ｕ
Ｕ
ｄ
ｑ
４
－
Ｂ
屯
Ｐ
６
ｅ
制
・
■
■
巳
■
、
口
守
■
ｐ
■
宮
口
■
ロ
ー
■
ｒ
■
■
■
■
■
■
、
■
馴
臼
■
■
面
Ｄ
官
■
■
〃
口
Ⅱ
■
■
■
■
■
■
・
Ｄ
ｂ
Ｉ
Ｌ
。
｜
■
■
■
■
■
■
巳
且
■
■
■
■
■
。
ｊ
口
Ｐ
ｃ
ｃ
４
・
■
■
■
■
■
■
■
・
■
■
４
ａ
０
１
１
１
Ｒ
３
■
巳
■
Ｊ
日
日
ロ
ロ
Ｂ
ａ
■
口

二
職
員
制
度
問
題
の
検
討
状
況
等
に
つ
い
て
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す
る
適
正
迅
速
な
裁
判
の
実
現
に
向
け
て
の
一
連
の
制
度

改
革
を
推
進
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
中
心
的
な
担
い
手
で

丘
Ｂ
８
Ｄ
ｉ
Ｅ
ｒ
■
症
■
５
■
更
■
巳
■
■
届
Ｆ
１
●
君
６
皀
凪
紅
必
〃
９
０
Ｆ
刀
身
廿
寅
名
ｇ
ｈ
Ａ
５
９
日
日
■
■
官
一
■
■
ｇ
夢
、
＃
二
ｎ
Ｂ
６
ｇ
９
０
６
ｐ
ｆ
官
４
８
１
川
Ｉ
Ｄ
｛
８
号
■
砧
８
匹
１
９
４
凡
月
■
Ｂ
ｉ
ｆ
ｑ
Ｒ
早
巳
さ
０
塁
Ｔ
Ｂ
８
ｂ
Ｂ
９
４
呪
■
■
Ｂ
Ｕ
８
Ｔ
－
ｕ
９
８
″
通
■
■
日
ｚ
Ｄ
Ｆ
Ｂ
Ｅ
二
日
可
石
さ

善
に
役
立
て
る
、
言
わ
ば
パ
イ
ロ
ッ
ト
プ
ラ
ン
と
し
て
の
訴
状
審
査
の
段
階
で
は
、
書
記
官
に
よ
る
調
査
事
務
が

位
置
付
け
で
進
め
て
き
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
し
た
が
っ
従
前
に
も
増
し
て
意
識
的
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
お

て
、
モ
デ
ル
部
等
以
外
の
裁
判
部
に
お
い
て
も
、
モ
デ
ル
リ
、
調
査
結
果
に
基
づ
く
補
正
や
書
証
提
出
の
促
し
等
が

部
等
の
取
組
の
う
ち
参
考
と
な
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
で
積
極
的
に
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
第
一
回
期
日
の
指
定
に
砦

き
る
も
の
か
ら
試
み
て
い
た
だ
き
た
い
と
考
え
て
お
り
、
い
て
は
、
早
期
の
期
日
指
定
が
心
掛
け
ら
れ
る
と
と
も
に

こ
の
よ
う
な
趣
旨
か
ら
、
こ
れ
ま
で
も
モ
デ
ル
部
等
の
取
参
考
事
項
の
聴
取
結
果
が
活
用
さ
れ
て
お
り
、
事
件
類
刑

組
状
況
を
広
く
情
報
提
供
を
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
す
が
、
に
応
じ
た
期
日
指
定
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

今
後
も
そ
の
よ
う
に
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
争
点
整
理
段
階
で
は
、
手
続
を
終
結
す
る
期
日
や
そ
の

モ
デ
ル
部
等
の
状
況
に
つ
い
て
は
…
こ
れ
ま
で
も
種
々
他
重
要
な
手
続
が
行
わ
れ
る
場
合
を
中
心
に
書
記
官
が
毒

の
機
会
に
紹
介
じ
て
き
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
が
、
裁
判
官
論
準
備
手
続
期
日
等
に
立
ち
会
っ
て
お
り
、
必
要
的
記
謡

と
の
協
働
態
勢
及
び
書
記
官
の
コ
ー
ト
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
と
事
項
の
ほ
か
、
争
点
等
に
関
す
る
合
意
や
証
拠
調
期
日
応

し
て
の
役
割
の
運
用
の
現
状
等
を
中
心
と
し
て
概
況
を
述
お
け
る
入
証
の
尋
問
の
順
序
、
尋
問
の
時
間
等
の
訴
訟
准

く
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
行
に
関
す
る
確
認
事
項
等
が
調
書
化
さ
れ
て
い
ま
す
。

①
民
事
モ
デ
ル
部
さ
ら
に
、
書
記
官
に
よ
る
争
点
整
理
案
等
の
整
理
書
志

裁
判
官
と
書
記
官
と
の
間
の
協
働
態
勢
の
形
成
を
背
景
作
成
の
試
み
が
、
ほ
と
ん
ど
の
モ
デ
ル
部
で
行
わ
れ
て
巻

と
し
て
、
争
点
整
理
過
程
へ
の
関
与
を
始
め
と
し
て
、
訴
り
、
作
成
の
時
期
１
作
成
相
当
な
事
件
類
型
、
事
件
類
荊

訟
運
営
等
に
対
し
て
、
書
記
官
が
従
前
に
も
増
し
て
深
み
や
段
階
に
相
応
し
い
整
理
書
面
の
種
類
、
作
成
の
効
果
塗

と
広
が
り
の
あ
る
関
与
を
行
う
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、
そ
に
つ
い
て
現
在
検
討
が
深
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

の
た
め
の
様
々
な
工
夫
が
生
み
出
さ
れ
て
い
ま
す
。
，
人
証
調
べ
の
段
階
で
は
，
争
点
中
心
の
訴
訟
運
営
や
垂

従
前
に
も
増
し
て
意
識
的
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
お

9
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ニ
ヶ
ー
シ
ョ
ン
を
意
識
的
に
高
め
る
と
と
も
に
、
部
全
体

り
、
調
査
結
果
に
基
づ
く
補
正
や
書
証
提
出
の
促
し
等
が
と
し
て
の
目
標
設
定
を
行
い
、
各
職
員
が
目
標
意
識
を
持
つ

積
極
的
に
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
第
一
回
期
日
の
指
定
に
お
て
事
務
処
理
に
当
た
る
よ
う
に
し
て
い
る
こ
と
が
大
き
な

い
て
は
、
早
期
の
期
日
指
定
が
心
掛
け
ら
れ
る
と
と
も
に
、
要
因
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
こ
と
と
の
関
連
に
お
い

参
考
事
項
の
聴
取
結
果
が
活
用
さ
れ
て
お
り
、
事
件
類
型
て
、
書
記
官
室
全
体
の
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
や
個
々
の
書
記

に
応
じ
た
期
日
指
定
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
官
事
務
の
指
導
等
に
お
け
る
主
任
書
記
官
の
役
割
や
そ
の

争
点
整
理
段
階
で
は
、
手
続
を
終
結
す
る
期
日
や
そ
の
た
め
の
事
務
処
理
態
勢
上
の
工
夫
も
注
目
さ
れ
る
と
こ
ろ

他
重
要
な
手
続
が
行
わ
れ
る
場
合
を
中
心
に
書
記
官
が
弁
で
す
。

論
準
備
手
続
期
日
等
に
立
ち
会
っ
て
お
り
、
必
要
的
記
載
②
刑
事
研
究
部

事
項
の
ほ
か
、
争
点
等
に
関
す
る
合
意
や
証
拠
調
期
日
に
こ
れ
ま
で
、
形
骸
化
の
指
摘
の
あ
っ
た
書
記
官
の
事
前

お
け
る
入
証
の
尋
問
の
順
序
、
尋
問
の
時
間
等
の
訴
訟
進
準
備
事
務
等
に
つ
い
て
、
裁
判
官
と
の
協
働
態
勢
の
形
成

行
に
関
す
る
確
認
事
項
等
が
調
書
化
さ
れ
て
い
ま
す
。
を
背
景
に
、
書
記
官
が
で
き
る
限
り
早
期
に
事
件
を
振
り

さ
ら
に
、
書
記
官
に
よ
る
争
点
整
理
案
等
の
整
理
書
面
分
け
命
事
件
の
個
性
に
応
じ
た
効
果
的
な
事
前
準
備
事
務

作
成
の
試
み
が
、
ほ
と
ん
ど
の
モ
デ
ル
部
で
行
わ
れ
て
お
を
進
め
て
い
く
た
め
、
訴
訟
関
係
人
か
ら
の
情
報
収
集
の

り
、
作
成
の
時
期
１
作
成
相
当
な
事
件
類
型
、
事
件
類
型
在
り
方
が
積
極
的
に
研
究
さ
れ
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
、
自

や
段
階
に
相
応
し
い
整
理
書
面
の
種
類
、
作
成
の
効
果
等
白
事
件
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
審
理
の
見
込
み
時
間
を

に
つ
い
て
現
在
検
討
が
深
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
き
め
細
か
く
把
握
す
る
こ
と
で
、
弾
力
的
で
効
率
的
な
期

人
証
調
べ
の
段
階
で
は
、
争
点
中
心
の
訴
訟
運
営
や
書
日
指
定
を
行
う
な
ど
の
取
組
の
工
夫
が
深
ま
っ
て
き
て
い

記
官
の
コ
ー
ト
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
事
務
の
実
践
に
よ
り
、
ま
す
。
ま
た
、
更
に
進
ん
で
、
否
認
事
件
の
う
ち
、
特
に

供
述
録
取
事
務
の
面
に
お
い
て
も
、
証
拠
調
べ
の
時
間
の
多
数
回
の
開
廷
を
要
し
な
い
、
い
わ
ゆ
る
中
規
模
否
認
事

短
縮
や
要
領
調
書
の
作
成
の
容
易
化
等
の
好
影
響
が
生
じ
件
に
つ
い
て
、
書
記
官
が
積
極
的
に
争
点
を
把
握
し
、
当

て
お
り
、
書
記
官
の
事
務
量
に
占
め
る
供
述
録
取
事
務
の
事
者
の
意
見
を
調
整
し
て
、
審
理
計
画
の
立
案
を
試
み
た

割
合
も
減
少
傾
向
に
あ
り
ま
す
。
り
、
第
一
回
公
判
期
日
か
ら
検
察
官
側
の
証
人
尋
問
を
実

こ
の
よ
う
な
書
記
官
事
務
全
般
に
お
け
る
活
性
化
の
背
施
で
き
る
よ
う
準
備
す
る
な
ど
し
て
、
こ
れ
ま
で
以
上
に

景
に
は
、
訴
訟
運
営
の
変
化
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
部
内
ミ
ー
書
記
官
が
積
極
的
か
つ
能
動
的
に
事
前
準
備
事
務
等
に
取

、
９
ノ

ｑ
ｌ
ｊ

て
Ｒ
Ｐ
な
ｖ
‐
刀
、
と
０
Ｖ
》
↑
ナ
ハ
こ
１
と
‐
’
て
‐
ｖ
》
》
塾
偲
鯵
Ｉ
‘
、
『
〃
・
ノ
・
・
，

そ
の
理
解
を
得
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

！
６
０
８
８
Ｄ
９
Ｕ
４
０
Ｄ
６
Ｈ
９
４
Ｉ
Ｆ
８
も
■
Ｈ
ｆ
ｂ
、
９
２
８
．
９
９
１
９
Ｆ
，
９
０
１
Ｉ

種
取
組
を
部
内
に
広
く
紹
介
す
る
こ
と
に
よ
り
、
事
務
改

テ
ィ
ン
グ
等
に
よ
り
、
裁
判
二
目
室
と
書
毫
殴
自
室
と
の
コ
ミ
ュ

争ゴー-.ﾏー～



~一マ”
､

書協会報147号 座談会 8

り
組
み
、
そ
の
結
果
を
訴
訟
運
営
に
反
映
さ
せ
る
な
ど
の

研
究
も
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
！

ま
た
、
判
決
書
の
事
前
点
検
を
始
め
と
す
る
判
決
書
作

成
事
務
へ
の
関
与
や
要
旨
調
書
の
活
用
等
の
供
述
調
書
作

成
事
務
の
在
り
方
、
調
査
事
務
の
在
り
方
に
つ
い
て
種
々

の
試
み
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。

③
家
庭
裁
判
所
研
究
係

家
裁
研
究
係
の
う
ち
、
家
事
研
究
係
に
お
い
て
は
、
特

に
、
期
日
立
会
い
、
評
議
参
加
に
関
す
る
基
準
や
多
彩
な

事
前
準
備
の
方
法
論
が
検
討
さ
れ
て
き
て
い
る
ほ
か
、
い

か
に
書
記
官
が
調
停
事
件
に
関
与
し
て
い
く
か
と
い
う
点

に
加
え
て
情
報
の
キ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
の
役
割

を
意
識
し
た
関
係
職
種
の
連
携
の
在
り
方
に
つ
い
て
、
研

究
が
深
ま
っ
て
き
て
い
ま
す
。
ま
た
、
少
年
研
究
係
に
お

い
て
は
、
法
的
調
査
事
務
及
び
進
行
管
理
事
務
の
各
在
り

方
な
ど
を
中
心
に
、
適
正
か
つ
迅
速
な
審
判
の
実
現
に
役

‐
立
つ
様
々
な
ア
イ
デ
ア
が
生
み
出
さ
れ
て
い
ま
す
。
担
当

事
件
全
体
を
視
野
に
入
れ
た
進
行
管
理
を
行
い
つ
つ
、
日

常
的
な
事
務
処
理
を
い
か
に
効
率
的
に
行
う
か
と
い
う
点

に
加
え
、
争
点
整
理
や
証
拠
関
係
の
整
理
方
法
等
法
的
調

査
及
び
審
判
の
円
滑
な
進
行
の
必
要
性
が
特
に
高
い
と
思

わ
れ
る
否
認
事
件
や
多
数
共
犯
事
件
に
関
し
て
も
、
研
究

が
深
ま
っ
て
き
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
、
管
内
各
支
部
や
関
係
職
種
へ
研
究
成
果
を
積

極
的
に
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
し
て
い
る
庁
や
、
研
究
係
に
指

定
さ
れ
て
い
な
い
他
の
庁
に
お
い
て
も
、
研
究
成
果
を
事

、
・

琴
／
篇
”
ｐ
こ
言
曽
こ
ぐ
、
う
し
。
Ｆ
燭
ｔ
ｂ
ｓ
ず
こ
欄
、
そ
り
鼠
ご
ヨ
ー
ヂ
、
っ
仇
Ｆ
こ
ど
ひ
よ
為
ノ
こ
浩
飛
尚
寸
塁
さ
、
．
ま
た
、
訴
訊
誠
瞳
喜
巨
の
存
陦
り

件
処
理
要
領
に
取
り
入
れ
る
な
ど
の
動
き
が
見
ら
れ
、
全

国
的
に
も
、
研
究
成
果
が
徐
々
に
広
が
り
つ
つ
あ
る
と
こ

ろ
で
す
。

④
簡
易
裁
判
所
研
究
係

平
成
》
一
○
年
度
に
は
、
比
較
的
定
型
的
な
事
件
が
大
量

に
係
属
し
、
ま
た
、
当
事
者
に
弁
護
士
の
代
理
人
が
付
か

な
い
場
合
も
多
い
と
い
っ
た
簡
裁
事
件
の
特
徴
を
踏
ま
え

て
、
事
件
処
理
の
方
針
等
に
つ
い
て
裁
判
官
と
め
協
働
態

勢
を
築
き
な
が
ら
、
書
記
官
事
務
の
在
り
方
、
更
に
は
受

付
事
務
の
充
実
や
各
係
間
の
連
携
に
重
点
を
置
い
た
事
務

処
理
態
勢
の
在
り
方
等
を
中
心
に
研
究
が
行
わ
れ
…
各
庁

に
お
い
て
〈
そ
の
規
模
、
事
件
数
等
を
踏
ま
え
て
様
々
な

試
み
が
な
さ
れ
ま
し
た
。

民
事
係
で
は
、
事
件
を
早
期
に
手
続
の
レ
ー
ル
に
乗
せ

て
効
率
的
に
処
理
す
る
と
の
観
点
か
ら
、
利
用
者
へ
の
適

切
な
手
続
教
示
を
行
う
た
め
の
受
付
相
談
等
実
施
要
領
案

の
作
成
、
受
付
で
有
用
な
情
報
を
収
集
し
て
事
件
担
当
者

に
引
き
継
ぐ
た
め
の
相
談
カ
ー
ド
の
活
用
、
大
量
に
係
属

す
る
業
者
の
訴
訟
事
件
を
効
率
処
理
す
る
た
め
の
事
前
準

備
の
工
夫
、
債
務
弁
済
協
定
調
停
事
件
に
お
け
る
裁
判
官

や
調
停
委
員
と
の
連
携
に
つ
い
て
の
取
組
が
見
ら
れ
ま
し

た
。
刑
事
係
で
は
、
訴
訟
事
件
で
の
事
前
準
備
事
務
や
判
決

書
作
成
等
へ
の
関
与
へ
の
取
組
、
令
状
事
件
で
の
迅
速
か

つ
適
正
な
審
査
の
た
め
の
審
査
表
の
活
用
や
審
査
態
勢
の

見
直
し
な
ど
へ
の
取
組
が
見
ら
れ
ま
し
た
。

』
■
汀
？
●
■
Ｕ
ｑ
Ｂ
■
″
。
，
ｂ
■

号

、
ノ

ぞ
れ
共
通
の
テ
ー
マ
に
加
え
ま
し
た
。

ま
た
、
全
庁
的
な
事
務
処
理
態
勢
の
検
討
の
面
で
は
、

事
務
の
平
準
化
を
図
る
と
い
う
観
点
か
ら
、
民
事
、
刑
事

と
い
う
枠
を
超
え
て
、
各
係
の
事
務
を
有
機
的
に
連
動
さ

せ
て
よ
り
効
率
的
な
事
務
分
担
を
模
索
す
る
と
い
っ
た
取

組
が
見
ら
れ
ま
し
た
。

原
企
画
調
査
部
長
平
成
二
年
度
の
民
事
モ
デ
ル
部
、

刑
事
研
究
部
、
家
裁
研
究
係
及
び
簡
裁
研
究
係
の
展
開
や

課
題
に
つ
い
て
お
聞
か
せ
く
だ
さ
吃

永
野
第
一
課
長

①
民
事
モ
デ
ル
部

先
ほ
ど
も
述
べ
た
と
お
り
、
民
事
モ
デ
ル
部
は
、
こ
れ

か
ら
の
書
記
官
事
務
の
在
り
方
や
裁
判
部
の
在
り
方
等
に

つ
い
て
具
体
的
な
検
討
を
行
う
た
め
の
素
材
を
提
供
す
る

役
割
を
担
う
と
と
も
に
、
当
該
部
で
取
り
組
ん
で
い
る
各

種
の
事
務
改
善
等
を
他
の
庁
や
部
に
浸
透
さ
せ
て
い
く
役

割
が
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
よ
う
な
、
言
わ
ば
パ

イ
ロ
ッ
ト
プ
ラ
ン
的
な
性
格
を
持
つ
民
事
モ
デ
ル
部
は
、

全
国
で
四
七
箇
部
あ
る
こ
と
か
ら
、
数
的
に
は
設
置
の
目

的
を
十
分
満
た
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
平
成
一

一
年
度
に
お
い
て
は
八
新
た
に
設
置
さ
れ
な
い
こ
と
と
さ

れ
ま
し
た
ｐ
た
だ
、
今
後
も
職
員
制
度
改
革
を
進
め
？
書

記
官
の
コ
ー
ト
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
事
務
の
拡
大
、
定
着
を

図
っ
て
い
く
こ
と
は
必
要
で
す
の
で
へ
平
成
二
年
度
に

お
い
て
は
、
全
国
一
三
箇
部
に
お
い
て
、
書
記
官
の
増
配

置
が
行
わ
れ
、
モ
デ
ル
部
と
類
似
の
体
制
が
執
ら
れ
て
い

る
と
こ
ろ
で
す
。
こ
れ
ら
の
部
に
つ
い
て
は
、
新
た
に
モ

Ｐ
■
８
０
８
０
Ｆ

－

Ｌ
Ｉ
Ｉ
ｌ
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
１
。
■
■
ひ
■
■
■
■
Ⅱ
８
０
砥
■
■
■
■
■
２
日
■
■

ﾏ

ト
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極
的
に
フ
イ
ー
ド
バ
ッ
ヶ
く
し
て
い
る
庁
や
、
研
究
係
に
椎
一
息
哩
止
も
暮
整
グ
ナ
ハ
梗
Ｏ
ご
苓
孑
二
一
３
６
、
Ｉ
ｆ
Ｊ
、
ニ
ィ
ラ
↑
…
ゞ
・
亀
、
！
１
１
：

定
さ
れ
て
い
な
い
他
の
庁
に
お
い
て
も
、
研
究
成
果
を
事
見
直
し
な
ど
へ
の
取
姐
が
見
ら
れ
ま
し
た
。
る
と
こ
ろ
で
す
。
こ
れ
ら
の
部
に
っ

デ
ル
部
に
指
定
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
そ
の
趣
旨
か
ら

し
て
、
民
事
モ
デ
ル
部
で
取
り
組
ま
れ
て
き
た
事
務
の
工

夫
、
改
善
等
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
実
務
へ
の
定
着
を
図
っ

て
い
く
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
観
点
か

ら
、
各
庁
で
独
自
に
名
称
を
付
し
た
り
、
研
究
項
目
を
定

め
た
り
、
研
究
会
で
報
告
し
て
も
ら
う
こ
と
の
企
画
な
ど

が
検
討
さ
れ
て
い
ま
す
。
モ
デ
ル
実
験
部
の
設
置
か
ら
三

年
、
新
民
訴
法
の
施
行
か
ら
一
年
余
り
が
経
過
し
、
種
々

の
取
組
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
今
後
は
、
新
民
訴
法
の

趣
旨
に
沿
っ
た
訴
訟
運
営
の
実
現
の
た
め
の
効
果
と
い
う

観
点
か
ら
、
目
的
と
手
段
の
区
別
、
主
た
る
目
的
と
付
随

的
効
果
の
区
別
、
費
用
対
効
果
の
観
点
、
事
案
の
状
況
に

応
じ
た
柔
軟
な
対
応
と
い
っ
た
視
点
に
立
っ
た
検
討
が
重

要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

②
刑
事
研
究
部

刑
事
研
究
部
に
つ
い
て
は
、
平
成
一
○
年
度
同
様
、
書

記
官
事
務
の
在
り
方
を
中
心
と
し
て
、
少
し
長
い
目
で
研

究
し
て
い
く
と
い
う
当
初
の
設
置
の
趣
旨
に
沿
っ
て
、
更

に
研
究
を
継
続
し
て
い
く
こ
と
と
し
た
と
こ
ろ
で
す
が
、

平
成
二
年
度
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
比
較
的
大
き
な

庁
を
中
心
に
展
開
し
て
き
た
刑
事
研
究
部
の
成
果
が
、
中

小
規
模
庁
で
も
同
じ
く
妥
当
す
る
か
ど
う
か
等
に
つ
い
て

も
検
証
す
る
必
要
が
あ
る
と
の
観
点
か
ら
新
潟
地
裁
と
高

知
地
裁
に
、
そ
れ
ぞ
れ
一
箇
部
の
研
究
部
が
新
た
に
設
置

さ
れ
ま
し
た
。
平
成
二
年
度
は
、
個
々
の
書
記
官
事
務

に
お
け
る
研
究
の
成
果
が
、
裁
判
官
と
書
記
官
の
協
働
態

凸
■
■
８
ｂ
■
１
Ｆ
■
■
ｑ
Ｑ
ｑ
〃

１
１
．
１
１

、

方
に
ど
の
よ
う
に
反
映
し
て
い
く
の
か
と
い
う
視
点
で
更
な
お
釦
本
年
度
に
お
い
て
は
、
書
記
官
事
務
の
在
り
方

に
研
究
を
深
め
て
も
ら
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
の
研
究
を
進
め
る
に
当
だ
っ
て
は
、
書
記
官
と
家
裁
調
査

③
家
庭
裁
判
所
研
究
係
官
と
が
相
互
に
意
見
交
換
を
行
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
連
携

家
庭
裁
判
所
に
つ
い
て
も
、
刑
事
研
究
部
と
同
様
に
伽
の
在
り
方
に
つ
い
て
も
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、

書
記
官
事
務
の
在
り
方
を
中
心
と
し
て
少
し
長
い
目
で
研
家
裁
調
査
官
を
研
究
係
の
正
式
メ
ン
バ
ー
と
し
ま
し
た
。

究
し
て
い
く
と
い
う
趣
旨
に
沿
っ
て
、
更
に
研
究
を
継
続
｜
家
裁
調
査
官
に
も
、
積
極
的
に
研
究
に
関
与
し
て
も
ら
う

し
て
い
く
こ
と
と
し
ま
し
た
。
家
裁
に
お
い
て
は
、
そ
の
こ
と
に
よ
り
へ
実
り
あ
る
研
究
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

庁
の
規
模
、
地
域
や
事
件
の
係
属
状
況
等
に
よ
り
、
あ
る
・
④
簡
易
裁
判
所
研
究
係
”

べ
き
事
務
処
理
態
勢
や
個
々
の
事
務
処
理
上
の
工
夫
も
異
簡
易
裁
判
所
に
お
い
て
は
、
そ
の
庁
の
規
模
や
事
件
の

な
る
と
い
っ
た
側
面
が
大
き
い
こ
と
か
ら
、
将
来
の
家
裁
係
属
状
況
等
に
よ
り
、
あ
る
べ
き
事
務
処
理
態
勢
や
個
々

に
お
け
る
書
記
官
事
務
の
在
り
方
等
を
検
討
す
る
た
め
へ
の
事
務
処
理
の
工
夫
も
異
な
る
と
い
っ
た
側
面
が
大
き
い

平
成
二
年
度
に
お
い
て
は
、
更
に
六
庁
一
二
係
の
研
究
こ
と
か
ら
、
平
成
二
年
度
は
、
こ
れ
ま
で
よ
り
規
模
の

係
が
新
た
に
設
置
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
遺
産
分
割
事
件
大
き
い
庁
も
含
め
て
、
各
高
裁
管
内
に
複
数
庁
の
研
究
係

に
お
け
る
書
記
官
事
務
の
在
り
方
と
少
年
事
件
に
お
け
る
を
設
置
し
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
研
究
係
に
お
い
て
は
、
基

否
認
事
件
の
適
正
迅
速
な
処
理
の
方
策
に
つ
い
て
は
、
研
本
的
に
は
こ
れ
ま
で
の
研
究
課
題
を
引
き
続
き
研
究
し
て

究
素
材
を
よ
り
多
く
収
集
し
、
専
門
的
で
深
化
し
た
研
究
も
ら
う
と
と
も
に
、
事
務
処
理
を
よ
り
効
率
化
す
る
た
め

を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
研
究
係
に
対
す
る
バ
ッ
ク
ァ
ッ
ゴ
に
、
民
事
訴
訟
事
件
に
つ
い
て
、
パ
ソ
コ
ン
を
利
用
し
た

を
行
っ
て
も
ら
う
必
要
か
ら
、
東
京
家
裁
と
大
阪
家
裁
の
事
務
処
理
の
在
り
方
に
つ
い
て
も
研
究
じ
て
も
ら
う
こ
と

遺
産
分
割
部
、
大
阪
家
裁
の
少
年
部
を
そ
れ
ぞ
れ
特
定
研
を
考
え
て
い
ま
す
。

究
部
に
指
定
し
ま
し
た
。
研
究
係
の
研
究
テ
ー
マ
に
つ
い
ま
た
、
新
民
事
訴
訟
法
の
下
で
の
簡
裁
に
お
け
る
書
記

て
は
、
平
成
一
○
年
度
同
様
の
趣
旨
で
、
基
本
的
に
各
研
官
事
務
の
在
り
方
を
研
究
す
る
た
め
に
、
民
事
訴
訟
事
件

究
係
共
通
で
す
が
、
平
成
二
年
度
は
更
に
、
家
事
研
究
や
少
額
訴
訟
事
件
の
事
件
数
が
多
く
研
究
素
材
が
豊
富
な

係
に
お
い
て
は
、
甲
類
審
判
事
件
に
お
け
る
書
記
官
事
務
東
京
等
の
大
規
模
簡
裁
に
簡
裁
新
民
訴
（
立
会
）
研
究
係

の
在
り
方
を
、
少
年
研
究
係
に
お
い
て
は
、
各
庁
の
実
情
を
設
置
し
、
専
門
的
な
研
究
を
行
っ
て
も
ら
う
こ
と
を
考

に
応
じ
た
Ｏ
Ａ
化
に
よ
る
事
務
処
理
の
効
率
化
等
を
そ
れ
え
て
い
ま
す
。

ｊ

Ｊ

。
！

．
．
｝

Ｊ
〃
１
０
０
，
４

勢
と
ど
の
よ
う
に
結
び
付
き
、
ま
た
、
訴
訟
運
営
の
在
り
ぞ
れ
共
通
の
テ
ー
マ
に
加
え
ま
し
た

I

0

い
て
は
、
新
た
に
モ

」
一

’
一一

*
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２
録
音
反
訳
方
式
の
現
状
と
展
望

原
企
画
調
査
部
長
録
音
反
訳
方
式
の
現
状
と
展
望
に

つ
い
て
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

畑
第
二
。
第
三
課
長

【
導
入
状
況
に
つ
〃
て
】

平
成
九
年
四
月
か
ら
導
入
さ
れ
た
録
音
反
訳
方
式
は
、

平
成
一
○
年
四
月
か
ら
本
格
的
な
展
開
が
始
ま
り
、
本
年

度
が
本
格
的
展
開
の
一
〃
一
年
目
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

平
成
一
○
年
度
に
お
い
て
は
、
今
後
増
大
す
る
と
予
想

さ
れ
る
逐
語
録
需
要
に
的
確
か
つ
機
動
的
に
応
え
る
と
い

う
録
音
反
訳
方
式
の
導
入
趣
旨
に
基
づ
き
、
速
記
官
の
減

少
に
対
す
る
対
応
策
と
し
て
の
導
入
を
基
本
と
し
つ
つ
、

速
記
官
の
減
員
の
な
い
部
や
速
記
官
不
配
置
支
部
等
に
お

い
て
も
、
逐
語
録
需
要
に
機
動
的
、
容
量
的
に
寸
分
に
対

応
で
き
る
よ
う
な
逐
語
録
作
成
態
勢
を
整
え
る
と
い
う
観

点
か
ら
、
次
の
よ
う
な
方
針
で
録
音
反
訳
方
式
を
導
入
い

た
し
ま
し
た
。

ま
ず
、
速
記
官
の
減
員
に
伴
う
も
の
と
し
て
は
、
①
速

記
官
の
減
員
を
伴
う
民
事
モ
デ
ル
部
《
第
二
類
型
及
び
第

三
類
型
）
及
び
刑
事
研
究
部
（
第
二
類
型
）
並
び
に
②
モ

Ｌ

デ
ル
部
に
指
定
さ
れ
な
い
速
記
官
減
員
庁
（
部
）
へ
の
導

入
が
あ
り
ま
す
。

次
に
、
速
記
官
の
減
員
の
な
い
部
へ
の
導
入
と
し
て
は
、

①
四
月
か
ら
、
第
一
類
型
の
民
事
モ
デ
ル
部
及
び
刑
事
研

究
部
に
お
い
て
、
証
拠
調
べ
の
集
中
痔
等
に
お
す
る
逐
語

か
ら
第
一
類
型
の
民
事
モ
デ
ル
部
及
び
刑
事
研

お
い
て
、
証
拠
調
べ
の
集
中
時
等
に
お
け
る
逐
語

録
需
要
に
応
え
る
た
め
＄
速
記
要
請
の
オ
ー
バ
ー
フ
ロ
ー

り

I

ｉ

Ｂ
Ｉ
Ｌ
Ｆ
■
８
－
■
■
■
ｐ
１
Ｅ
ａ
■
■
■
■
Ｉ
Ｉ
Ｐ
Ｌ
■
■
、
巳
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
‐
ｊ
０
１
１
０
０
Ｉ
Ｉ
Ｌ
ｒ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
■
■
■
・
■
■
早
凸
９
口
ｉ
ｌ
Ⅱ
‐
ｌ
Ｉ
１
ｑ

ｌ
・

『

一

一

〆
§

分
に
つ
い
て
録
音
反
訳
方
式
を
利
用
で
き
る
こ
と
と
し
、

さ
ら
に
、
②
一
○
月
以
降
、
東
京
地
裁
の
民
事
部
並
び
に

横
浜
及
び
大
阪
の
各
地
裁
の
民
事
部
及
び
刑
事
部
で
速
記

官
が
配
置
さ
れ
て
い
る
部
に
つ
い
て
も
へ
速
記
要
請
の
オ
ー

バ
ー
フ
ロ
ー
分
に
つ
い
て
録
音
反
訳
方
式
を
利
用
で
き
る

こ
と
と
し
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
部
の
う
ち
、
単
独
係
が
増

係
と
な
っ
て
い
る
た
め
恒
常
的
に
速
記
の
オ
ー
バ
ー
フ
ロ
ー

が
生
じ
て
い
る
部
に
お
い
て
は
、
単
独
事
件
を
含
む
す
べ

て
の
事
件
に
つ
い
て
、
そ
の
余
の
速
記
官
が
配
置
さ
れ
て

い
る
部
に
お
い
て
は
合
議
事
件
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
録

音
反
訳
方
式
を
利
用
で
き
る
こ
と
と
し
て
い
ま
ず
。

ま
た
、
速
記
官
不
配
置
支
部
に
つ
い
て
は
、
①
逐
語

録
需
要
の
比
較
的
多
い
支
部
等
（
那
覇
地
裁
刑
事
部
を
含

む
。
）
に
順
次
導
入
を
拡
大
し
て
き
た
ほ
か
が
②
一
二
月

以
降
、
本
庁
か
ら
遠
隔
地
等
に
あ
る
支
部
に
も
録
音
反
訳

方
式
を
導
入
し
ま
し
た
。
遠
隔
地
等
の
支
部
は
、
速
記
官

の
て
ん
補
の
負
担
が
極
め
て
大
き
い
た
め
、
本
庁
に
お
け

る
速
記
要
請
の
状
況
等
に
よ
っ
て
は
、
必
ず
し
も
逐
語
録

需
要
に
応
じ
ら
れ
な
い
場
合
も
考
え
ら
れ
ま
す
の
で
、
録

音
反
訳
方
式
の
導
入
に
よ
り
機
動
的
に
対
応
で
き
る
に
よ

０
、
。
、
ｌ
〃
合
一
号
今
年
『
１
Ｊ
ウ
Ｄ
ｕ
ザ
」
“
、
Ⅱ
Ⅱ
マ
合
。
。
一
口
■
１
Ｇ
勺
。
言
》
●
●
〆
弱
一
▲
一
一
や
Ｄ
－
Ｔ
１
。
、
題
１
し
．
《
“
ト
、
」
千
０
ノ

(畑第二､第三課長）

、
籍
７
に
し
た
も
の
で
す
。

こ
の
ほ
か
、
大
規
模
事
件
等
の
証
拠
調
べ
に
よ
る
逐
語

録
需
要
の
急
増
や
速
記
官
の
育
児
休
業
等
に
伴
い
、
逐
語

録
需
要
に
対
応
が
困
難
な
状
況
に
あ
る
場
合
に
は
、
緊
急

措
置
と
し
て
個
別
に
導
入
を
検
討
し
て
い
る
こ
と
は
、
従

前
ど
お
り
で
す
。

平
成
二
年
度
は
、
速
記
官
が
減
員
と
な
っ
た
庁
蔀
）

（
民
事
モ
デ
ル
部
類
似
の
人
的
態
勢
を
執
る
部
を
含
む
。
）

及
び
新
た
に
設
置
さ
れ
た
第
一
類
型
の
刑
事
研
究
部
へ
導

入
す
る
と
と
も
に
、
速
記
官
不
配
置
支
部
へ
の
導
入
も
拡

大
し
ま
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
導
入
方
針
は
、
基
本
的
に
平

成
一
○
年
度
と
同
様
で
す
が
、
速
記
官
が
減
員
と
な
っ
た

庁
（
部
）
へ
導
入
す
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
各
庁
の
速
記

官
の
配
置
状
況
な
ど
も
考
慮
し
、
も
っ
ぱ
ら
録
音
反
訳
方

式
の
み
を
利
用
す
る
と
い
う
形
で
の
導
入
だ
け
で
は
な
く
、

速
記
方
式
と
録
音
反
訳
方
式
を
併
用
す
る
形
で
の
導
入
も

行
っ
て
い
ま
す
。

以
上
の
基
本
方
針
に
よ
り
導
入
さ
れ
た
結
果
、
平
成
一

一
年
四
月
現
在
の
録
音
反
訳
方
式
利
用
庁
は
、
高
裁
本
庁

一
庁
、
高
裁
支
部
一
庁
、
地
裁
本
庁
三
六
庁
へ
地
裁
支
部

一
○
六
庁
に
な
り
ま
し
た
（
別
添
「
平
成
二
年
度
録
音

反
訳
方
式
利
用
庁
」
参
照
）
。

こ
の
う
ち
、
緊
急
措
置
と
し
て
導
入
さ
れ
て
い
る
の
は
、

東
京
地
裁
刑
事
部
（
た
だ
階
刑
事
一
部
は
第
一
類
型
の

研
究
部
）
及
び
金
沢
地
裁
刑
事
部
で
す
。

戸
弓
ま
、
‐
ｒ
手
Ｊ
汁
＆
艶
一
戸
』
、
十
ノ
ア
ョ
１
コ
、
／
ビ
陸
冒
乙
〆
』
陣
ロ
、
ソ
羊
至
９
０

号
日
訂
Ｇ
Ｅ
６
ｑ
ｇ
ｄ
０
，
●
●
■
■
■
■
厨
０
凹
守
■
■
“
。
Ⅱ
■
■
■
■
■
■
■
且
Ｔ
Ｉ
Ｉ
卜
■
す
■
■
■
一
■
‐
０
１
■
■
咄
■
■
８
２
口
■
■
８
■
Ｇ
Ｂ
ｑ
■
‐
Ｉ
■
丘

９
②
Ｊ
■
正
■
■
■
心
己
Ｇ
５
■
巳
・
』
■
■
■
■
■
■
■
■
■
ｌ
‐

ノ

『
１
１
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【
適
正
な
利
用
に
つ
い
て
】
↑
も
、
こ
の
基
本
的
役
割
を
前
提
と
し
た
上
で
行
わ
れ
な
け

録
音
反
訳
方
式
は
、
真
に
必
要
な
逐
語
録
需
要
に
安
定
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
書
記
官
が
裁
判
官
と
の
協
働
を
深
め
、

的
か
つ
機
動
的
に
対
応
す
る
こ
と
に
よ
り
裁
判
部
の
充
嘆
事
件
内
容
や
争
点
を
十
分
理
解
す
る
こ
と
に
よ
り
、
適
切

強
化
を
図
る
た
め
導
入
さ
れ
た
も
の
で
す
か
ら
、
こ
の
ょ
な
要
領
調
書
が
迅
速
に
作
成
で
き
る
こ
と
に
な
る
も
の
と

う
な
導
入
趣
旨
に
沿
っ
た
適
正
な
利
用
の
在
り
方
に
つ
い
考
え
て
い
ま
す
が
、
こ
う
し
た
観
点
も
踏
ま
え
て
、
要
領

て
、
書
記
官
事
務
の
観
点
か
ら
も
十
分
検
討
し
て
い
か
な
調
書
、
要
旨
調
書
、
あ
る
い
は
録
音
テ
ー
プ
等
に
よ
る
記

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
録
化
と
の
適
切
な
使
い
分
け
を
行
い
、
事
案
の
内
容
、
供

も
と
よ
り
、
録
音
反
訳
方
式
を
利
用
す
る
か
ど
う
か
は
、
述
の
内
容
等
に
照
ら
し
て
絢
真
に
逐
語
録
が
必
要
な
も
の

各
裁
判
体
の
判
断
に
よ
る
も
の
で
す
が
、
録
音
反
訳
方
式
に
つ
い
て
録
音
反
訳
方
式
を
利
用
す
る
と
い
う
趣
旨
を
理

に
は
、
速
記
の
場
合
の
立
会
時
間
の
よ
う
な
制
限
が
な
く
、
解
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

他
方
、
事
件
関
係
者
か
ら
は
事
案
の
内
容
胸
か
か
わ
ら
ず
【
反
訳
業
者
に
つ
い
二
・

逐
語
録
を
求
め
ら
れ
る
と
い
う
傾
向
が
強
い
と
い
っ
た
事
反
訳
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
年
度
も
、
裁
判
所
Ｏ
Ｂ

情
か
ら
、
と
も
す
れ
ば
そ
の
利
用
が
安
易
に
流
れ
る
お
そ
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
財
団
法
人
司
法
協
会
を
基
本
と
し

れ
が
あ
り
ま
す
。
っ
っ
、
一
部
を
民
間
の
業
者
〈
委
託
す
る
こ
と
と
し
て
い

ま
た
、
昨
年
の
こ
の
座
談
会
で
も
申
し
上
げ
た
と
こ
ろ
ま
す
。
民
間
の
反
訳
業
者
へ
の
委
託
に
当
た
っ
て
は
、
そ

で
す
が
、
書
記
官
の
側
に
も
、
コ
ー
ト
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
の
業
務
内
容
等
を
十
分
に
調
査
し
、
良
質
な
反
訳
書
が
確

事
務
を
含
む
審
理
充
実
事
務
に
取
り
組
む
余
裕
を
生
み
出
保
で
き
、
秘
密
保
持
等
に
つ
い
て
も
信
頼
の
置
け
る
業
者

す
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
録
音
反
訳
方
式
を
広
く
利
用
す
を
選
定
し
て
い
ま
す
。
業
務
委
託
し
て
い
る
民
間
業
者
は
、

る
こ
と
に
よ
り
、
書
記
官
の
供
述
録
取
事
務
の
負
担
の
軽
当
初
か
ら
委
託
し
て
い
る
二
社
と
平
成
一
○
年
度
か
ら
委

減
を
図
ろ
う
と
い
う
考
常
が
一
部
に
な
い
わ
け
で
は
あ
り
託
し
て
い
る
二
社
の
計
四
社
で
す
。

ま
せ
ん
が
、
書
記
官
事
務
の
在
り
方
と
い
う
観
点
か
ら
み
先
ほ
ど
申
し
上
げ
た
と
お
り
、
録
音
反
訳
方
式
の
導
入

て
相
当
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
庁
が
増
鳥
利
用
時
間
も
増
加
し
て
き
て
い
ま
す
が
、
今

録
音
反
訳
方
式
の
安
易
な
利
用
は
、
い
た
ず
ら
に
調
書
後
、
司
法
協
会
に
よ
る
受
託
可
能
量
も
考
慮
し
な
が
ら
、

を
長
大
化
Ｉ
せ
る
だ
け
で
な
く
、
要
領
調
書
の
作
成
を
中
民
間
の
反
訳
業
者
へ
の
委
託
の
拡
大
も
検
討
し
て
い
く
こ

心
と
す
る
書
記
官
本
来
の
公
証
官
と
し
て
の
基
本
的
役
割
と
に
な
り
ま
す
。
今
後
の
録
音
反
訳
方
式
の
展
開
に
つ
い

１を損なうものと言えます。審理充実事務への取組ても、この方針に基づき“反訳態勢の確保につい

〃
Ｂ
ｐ
ｐ
４
ｒ
ｑ
ｑ
ｅ
０
■
■
１
１
８
日
９
■
Ｄ
ｅ
０
■
９
８
９
口
〃
Ⅱ
守
■
■
■
Ｑ
ｇ
ｄ
■
ｑ
“
■
■
？

Ｊ
●
■
■
甲
阜
匂
。
■
■
９
５
＄
ｂ
■
■
Ｕ
①
■
Ｊ
■
正
ｐ
』
Ｅ
虎
廿
Ｊ
■
１
０
口
β
■
■
Ⅱ
■
”
句
■
』
Ａ
Ｐ
■
■
■
”
■
６
■
Ｐ
■
再
Ｊ
胸
い
刷
さ
●
■
■
ｒ
■
■
田
■
■
毎
口
？
仙
吾
■
甲
Ｂ
Ｂ
■
Ｆ
Ｌ
Ⅲ
Ｊ
１
日
Ｉ
わ
り
■
亭
ｒ
‐
Ｆ
９
回
６
６
Ｐ
？
且
９
．
‐
も
。
．
。

、
』

、

０

１

Ｊ

ｊ

’

・

雪

〃

毎

て
は
、

【
円
滑
な
運
用
に
つ
い
て
〕

録
音
反
訳
方
式
を
円
滑
に
運
用
し
て
い
く
た
め
に
は
、

録
音
反
訳
事
務
の
責
任
者
で
あ
る
首
席
書
記
官
が
中
心
と

な
っ
て
、
録
音
反
訳
方
式
の
運
用
状
況
を
十
分
把
握
し
、

各
庁
が
作
成
し
た
実
施
要
領
に
従
い
、
立
会
メ
モ
作
成
や

校
正
処
理
基
準
等
、
利
用
部
署
間
の
事
務
の
取
扱
い
の
統

一
を
図
り
っ
っ
、
事
務
処
理
態
勢
等
に
つ
い
て
十
分
な
検

討
を
行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。
実
施
要
領
並
び
に
反
訳
及

び
校
正
の
た
め
の
基
準
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
総
務

局
第
三
課
長
事
務
連
絡
に
お
い
て
示
し
た
モ
デ
ル
実
施
要

／
・

領
（
「
録
音
反
訳
方
式
を
利
用
す
る
場
合
の
校
正
処
理
要

領
」
及
び
「
反
訳
処
理
作
業
の
指
針
」
を
含
む
。
）
を
参

考
と
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
こ
の
モ
デ
ル

実
施
要
領
及
び
関
連
通
達
の
ほ
か
、
従
前
か
ら
録
音
反
訳

方
式
を
利
用
し
て
い
る
部
に
お
い
て
作
成
さ
れ
た
マ
ニ
ュ

ア
ル
等
を
取
り
ま
と
め
た
。
「
録
音
反
訳
参
考
資
料
」
を
平

成
一
○
年
一
○
月
に
各
庁
に
配
布
し
ま
し
た
の
で
、
大
い

に
活
用
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

な
お
、
本
格
展
開
の
初
年
度
で
あ
っ
た
平
成
一
○
年
度

当
初
は
、
一
部
の
庁
で
、
特
に
、
書
記
官
や
反
訳
者
等
の

不
慣
れ
な
ど
に
起
因
す
る
、
書
記
官
が
校
正
処
理
基
準
を

十
分
踏
ま
え
ず
に
過
度
な
校
正
を
行
っ
た
り
、
余
り
に
も

詳
細
な
立
会
メ
モ
を
作
成
し
て
調
書
完
成
に
不
必
要
に
長

時
間
を
要
し
た
り
す
る
、
い
わ
ゆ
る
「
初
期
症
状
」
が
若

干
見
受
け
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
す
。
新
規
導
入
庁
に
対
し
て

十
分
対
応
し
て

い
け
る
も
の
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

I

｜

人
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■
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Ｆ
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Ｉ
Ｉ
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ｑ
Ｆ
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■
ｒ
Ｓ
Ｐ
Ｇ
ｇ
■
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Ｚ
日
工
■
■
０
■
凸
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は
、
各
高
裁
を
通
じ
て
、
録
音
反
訳
方
式
を
利
用
す
る
場

合
の
事
務
処
理
の
流
れ
や
注
意
し
て
い
た
だ
き
た
い
事
項

等
に
つ
い
て
説
明
会
を
実
施
し
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す

が
、
既
導
入
庁
に
お
い
て
も
、
こ
れ
ま
で
に
蓄
積
さ
れ
た

ノ
ゥ
ハ
ゥ
等
を
新
た
に
録
音
反
訳
方
式
を
利
用
す
る
書
記

官
に
伝
え
る
な
ど
、
庁
全
体
で
運
用
の
フ
オ
ロ
ー
ア
ッ
プ

を
行
う
と
と
も
に
、
必
要
に
応
じ
て
実
施
要
領
を
見
直
し

て
、
円
滑
な
運
用
の
確
保
に
努
め
て
い
た
だ
き
た
い
と
考

え
て
お
り
ま
す
。

反
訳
受
託
者
に
対
す
る
指
導
に
つ
い
て
は
、
首
席
書
記

官
が
、
反
訳
害
の
作
成
に
当
た
り
裁
判
所
の
示
し
た
反
訳

基
準
に
従
っ
た
処
理
等
が
な
さ
れ
る
よ
う
指
導
を
行
う
こ

と
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
多
く
の
録
音
反
訳
方
式
実
施
庁

に
お
い
て
は
、
反
訳
担
当
者
に
対
す
る
校
正
事
項
の
フ
ィ
ト

ド
バ
ッ
ク
の
方
策
を
講
じ
た
り
、
反
訳
受
託
者
と
の
間
の

事
務
打
合
せ
等
を
通
じ
へ
「
反
訳
処
理
作
業
の
指
針
」
の

周
知
徹
底
、
反
訳
担
当
者
に
対
す
る
指
導
態
勢
の
充
実
等

に
つ
い
て
働
き
か
け
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
今
後
も
引
き

続
き
、
反
訳
受
託
者
と
の
連
絡
調
整
を
密
に
し
、
良
質
な

逐
語
録
が
作
成
さ
れ
る
態
勢
の
確
保
に
配
慮
し
て
い
た
だ

き
た
い
と
思
い
ま
す
。
‐

ま
た
、
反
訳
受
託
者
に
対
す
る
指
導
に
当
た
っ
て
は
、

反
訳
受
託
者
へ
の
反
訳
処
理
に
関
す
る
一
般
的
指
導
を
行

う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
速
記
管
理
官
等
が
、
反
訳
受
託
者

Ｊ

と
の
間
の
事
務
打
合
せ
等
に
出
席
し
、
意
見
を
述
べ
た
り
、

表
記
方
法
に
つ
い
て
の
講
義
を
行
う
と
い
っ
た
例
が
複
数

、
４
屯
赴
汀
Ｄ
８
ｐ
４
●
ｇ
且
■
■
五
■
Ｈ
１
■
Ｉ
ｒ
Ｌ
Ｕ
Ⅱ
８
０
８
日
■
■
■
■
■
■
■
■
ｂ
■
。
■
■
１
■
■
宮
口
■
８
ａ
■
■
ｑ
Ｊ
■
１
●
１
円
５
８
１
５
８
０
■
Ｆ
Ⅱ
Ｉ
Ｉ
Ｂ
Ｉ
Ｐ
Ｉ
，
Ｌ
Ｉ
Ｆ
ｌ
ト
ー
Ｌ
ｐ
Ⅱ
■
■
■
■
Ｂ
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Ｂ
■
■
■
■
■
■
■
■
■

の
庁
か
ら
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
取
組
は
、

速
記
管
理
官
等
の
持
つ
逐
語
録
作
成
に
関
す
る
ノ
ー
ウ
ハ
ウ

を
伝
え
る
手
段
と
し
て
非
常
に
有
効
で
あ
る
と
考
え
て
お

り
ま
す
。

〔
今
後
の
展
望
に
つ
い
て
一
／

録
音
反
訳
方
式
の
今
後
の
展
開
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で

具
体
的
に
申
し
上
げ
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
緩
や
か

に
録
音
反
訳
方
式
へ
の
移
行
を
図
る
と
い
う
基
本
方
針
及

び
先
程
申
し
上
げ
た
適
正
な
利
用
Ｉ
確
保
の
観
点
も
踏
ま

え
た
上
、
各
庁
の
逐
言
録
需
要
に
応
じ
、
引
き
続
き
こ
れ

ま
で
と
同
様
の
導
入
方
針
に
基
づ
い
て
展
開
し
て
い
く
こ

と
に
な
る
も
の
考
え
て
お
り
ま
す
。

３
速
記
官
か
ら
の
転
官
に
つ
い
て

原
企
画
調
査
部
長
心
速
記
官
か
ら
の
転
官
状
況
に
つ
い

て
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

田
中
任
用
課
長
御
承
知
の
と
お
り
、
平
成
一
○
年
度

か
ら
速
記
官
か
ら
書
記
官
に
転
官
を
希
望
す
る
職
員
の
た

め
、
書
記
官
任
用
研
修
を
実
施
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

■

４

，

〃

子

や

平
成
一
○
年
度
は
四
○
人
の
速
記
官
が
同
研
修
に
参
加
し
、

全
員
が
平
成
一
○
年
八
月
に
書
記
官
に
転
官
し
ま
し
た
。

平
成
二
年
度
は
四
三
人
の
速
記
官
が
同
研
修
に
参
加
し
、

現
在
研
修
中
で
す
。

的

ｗ

ｖ

ｂ

こ
れ
と
は
別
に
、
速
記
官
で
平
成
一
○
年
度
害
記
官
任

用
試
験
（
Ｃ
Ｐ
）
に
合
格
し
て
、
平
成
二
年
四
月
に
書

記
官
に
転
官
し
た
者
ば
九
人
で
す
。
ま
た
、
速
記
官
で
平

、
“

成
一
○
年
度
書
記
官
研
修
所
入
所
試
験
（
Ｃ
Ｅ
）
に
合
格

『

９
．
１
９
０
１
Ｆ
６
ｒ
Ｉ
０
８
Ｆ

「
１
１
Ｊ

し
て
、
裁
判
所
書
記
官
研
修
所
に
入
所
し
た
者
及
び
入
所

予
定
の
者
は
五
人
で
す
。

と
こ
ろ
で
、
速
記
官
か
ら
転
官
し
た
職
員
は
、
書
記
官

と
し
て
や
っ
て
い
け
る
か
ど
う
か
不
安
を
持
ち
な
が
ら
、

＃
少
し
で
も
早
く
一
人
前
の
書
記
官
と
し
て
認
め
ら
れ
た
い

と
精
一
杯
の
努
力
を
し
て
お
り
ま
す
。
書
記
官
の
皆
さ
ん

も
、
書
記
官
に
任
官
し
た
当
初
、
同
じ
よ
う
な
不
安
を
持

た
れ
た
御
経
験
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
の

よ
う
な
と
き
の
先
輩
書
記
官
の
一
言
は
、
非
常
に
嬉
し
く
、

か
つ
、
頼
も
し
く
感
じ
ら
れ
た
こ
と
と
思
わ
れ
ま
す
の
で
、

書
記
官
の
皆
さ
ん
に
は
、
こ
の
場
を
お
借
り
し
て
、
優
し

く
、
思
い
や
り
の
あ
る
御
指
導
の
ほ
ど
を
よ
ろ
し
く
お
願

い
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

１
新
民
事
訴
訟
法
施
行
後
二
年
目
を
迎
え
て
の
書
記

官
事
務
に
関
す
る
最
近
の
状
況
等

原
企
画
調
査
部
長
新
民
事
訴
訟
法
施
行
後
二
年
目
を

迎
え
、
書
記
官
事
務
に
関
す
る
最
近
の
状
況
等
に
つ
い
て

一
１

－
６
，
も
。
■
Ⅱ
１
１
Ｉ
ｑ
ｃ
Ｇ
■
■
■
８
８
Ｕ
Ｄ
Ｇ
申
Ｇ
Ｉ
Ｃ
凸
凸
白
日
Ｄ
ｑ
も
）

三
民
事
訴
訟
法
に
お
け
る
新
制
度
の
活
用
状
況
と

展
望
に
つ
い
て

(田中任用課長）
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Ｉ
０
ｈ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
‐
Ｉ
，
‐
Ｉ
ｉ
ｒ
Ｉ
ｌ
Ｉ
■
ｒ
ｒ
瞬
卜
ｋ
Ⅱ
肌
馴
、
仏
展
ｔ
ｒ
ｐ
Ｂ
い
じ
り
８
０
１
冊
口
も
Ｌ
Ｆ
Ｖ
ｊ
匹
雁
甘
那
骨
碓
ｒ
７
４
ｔ
Ｊ
か
呂
涯
も
１
８
５
＆
詞
３
７
勺

表
記
方
法
に
つ
い
て
の
講
義
を
行
う
と
い
っ
た
例
が
複
鐵
刷
一
Ｃ
４
層
冨
言
や
和
Ｉ
｝
Ｆ
〃
Ｉ
薑
！

お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

畑
第
二
・
第
三
課
長
新
民
事
訴
訟
法
の
規
定
す
る
書

記
官
事
務
は
、
新
法
施
行
前
か
ら
審
理
充
実
事
務
の
一
環

と
し
て
行
わ
れ
て
き
た
も
の
が
多
い
こ
と
か
ら
、
従
前
か

ら
先
進
的
に
取
り
組
ん
で
き
た
と
こ
ろ
と
そ
う
で
な
い
と

こ
ろ
と
で
は
、
新
法
施
行
当
初
か
な
り
取
組
に
違
い
が
あ
っ

た
よ
う
で
す
が
、
新
法
施
行
後
二
年
目
を
迎
え
、
新
法
の

考
え
方
に
沿
っ
た
取
組
が
全
国
的
に
も
定
着
し
っ
づ
あ
る

よ
う
で
す
。

こ
こ
、
で
は
、
平
成
六
年
度
か
ら
毎
年
各
高
裁
で
開
催
さ

れ
て
い
る
審
理
充
実
事
務
研
究
会
で
の
報
告
例
を
中
心
と

し
て
、
審
理
充
実
事
務
の
実
践
状
況
の
概
要
を
紹
介
し
た

い
と
思
い
ま
す
。

ア
訴
状
の
審
査
及
び
補
正
；
促
し

各
庁
か
ら
は
訴
状
審
査
や
補
正
の
促
し
に
つ
い
て
の
、

積
極
的
な
取
組
例
が
多
く
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。

特
に
欠
席
見
込
み
の
事
案
に
つ
い
て
は
、
訴
状
送
達
前

に
十
分
な
補
正
を
さ
せ
、
第
一
回
期
日
に
被
告
が
欠
席
す

れ
ば
欠
席
判
決
が
で
き
る
よ
う
に
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ

れ
以
外
の
事
件
に
つ
い
て
も
、
訴
訟
物
の
特
定
等
の
実
質

的
内
容
に
つ
い
て
の
審
査
や
訴
状
に
引
用
さ
れ
た
書
証
等

が
あ
る
場
合
に
は
、
添
付
書
証
の
写
し
と
の
照
合
、
ま
た
、

登
記
簿
謄
本
や
重
要
書
証
の
写
し
の
添
付
の
有
無
、
重
要

な
間
接
事
実
に
つ
い
て
の
記
載
の
有
無
等
基
本
的
に
は
法

及
び
規
則
で
定
め
ら
れ
た
事
項
に
つ
い
て
審
査
を
し
、

フ
ァ
ッ
ク
ス
等
を
利
用
す
る
な
ど
し
て
補
正
の
促
し
が
行

０
１
，
Ｉ
Ｉ
Ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
０
ｐ
巳
日
巳
Ｂ
ｐ
ト
ｂ
ｒ
■
写
り
■
■
Ⅱ
■
凸
且
甲
▲
■
■
■
凸
■
■
４
ｇ
Ｌ
Ｈ
雁
０
０
凸
Ｆ
ｊ
３
Ｕ
９
も
■
■
。
■
Ｕ
■
。
■
０
■
０
日
１
口
’
１
Ｊ
９
．
日
・
１
１
０
Ｕ
‐

･’ 、
｛ ノ わ

れ
て
い
ま
す
。
た
だ
、
間
接
事
実
や
重
要
害
証
の
写
し

が
問
題
に
な
る
の
は
、
主
要
事
実
が
争
わ
れ
る
事
件
で
す

の
で
、
事
案
に
よ
っ
て
は
期
日
に
釈
明
を
す
る
こ
と
と
し

て
八
早
期
の
第
一
回
期
日
指
定
を
優
先
す
る
運
用
も
行
わ

れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
ど
の
よ
う
な
事
案
に
つ
い

て
、
ど
の
程
度
の
訴
批
の
審
査
と
補
正
の
促
し
を
す
る
か

に
つ
い
て
は
、
効
率
性
の
点
も
考
慮
し
、
裁
判
官
と
書
記

官
と
の
あ
ら
か
じ
め
の
申
合
せ
に
よ
り
、
柔
軟
な
対
応
が

な
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
す
や

イ
争
点
等
の
整
理
過
程
等
へ
の
関
与

①
争
点
整
理
手
続
期
日
へ
の
書
記
官
の
立
会
い

書
記
官
が
、
争
点
整
理
手
続
期
日
に
全
件
立
ち
会
っ
て

い
，
る
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
が
、
比
較
的
多
く
の
と
こ
ろ
で

は
、
事
案
把
握
、
事
後
の
進
行
管
理
、
供
述
調
書
作
成
事

務
に
と
っ
て
有
益
な
情
報
が
得
ら
れ
る
こ
と
の
多
い
争
点

の
確
認
や
尋
問
の
計
画
が
立
て
ら
れ
る
期
日
を
中
心
に
立

ち
会
う
運
用
が
行
わ
れ
て
お
り
、
費
用
対
効
果
の
観
点
か

ら
、
事
件
の
内
容
、
進
行
状
況
や
書
記
官
が
立
ち
会
っ
た

方
が
後
の
進
行
管
理
や
供
述
録
取
事
務
に
役
立
つ
と
か
、

書
記
官
の
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
有
益
と
い
っ
た
要
素
を

考
慮
の
上
、
立
会
い
の
要
否
が
柔
軟
に
判
断
さ
れ
て
い
る

よ
う
で
す
。

②
争
点
整
理
手
続
期
日
に
お
け
る
手
続
の
記
録
化

準
備
書
面
の
陳
述
・
害
証
の
提
出
・
送
付
嘱
託
や
人
証

の
採
用
な
ど
、
記
載
が
必
要
と
さ
れ
る
事
項
の
ほ
か
、
争

点
等
に
関
す
る
合
意
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
証
拠
調
期
日

Ｉ

Ｕ
Ｏ
Ｒ
↑
Ｊ
ｎ
Ｂ
〃
Ｃ
Ｂ
Ｆ
ワ
ｐ
Ｅ
Ｆ
＆
”
Ｔ
ｆ
Ｇ
ｒ
■
”
甲
■
晶
曰
■
■
『
″
口
ケ
ユ
Ｐ
■
炉
心
■
Ｆ
Ｑ
Ｇ
■
■
日
Ｅ
Ｒ
９
旬
凸
■
▽
画
寺
１
９
甲
』

、
ノ

に
お
け
る
入
証
や
尋
問
の
順
序
、
尋
問
の
時
間
等
の
事
項

と
い
つ
：
た
訴
訟
進
行
に
関
す
る
確
認
・
合
意
事
項
を
記
載

す
る
試
み
が
多
く
の
と
こ
ろ
で
な
さ
れ
て
い
ま
す
。

争
点
の
確
認
等
の
記
載
に
つ
い
て
は
、
争
点
整
理
案
を

Ｌ

作
成
し
て
い
る
場
合
は
、
こ
れ
を
調
書
に
引
用
又
は
添
付

し
た
り
、
そ
う
で
な
い
場
合
は
、
確
認
さ
れ
た
結
果
を
で

き
る
だ
け
具
体
的
に
記
載
す
る
例
が
多
い
よ
う
で
す
。
事

件
に
よ
っ
て
は
、
そ
の
事
実
に
関
連
ず
る
間
接
事
実
や
立

証
方
法
も
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

③
整
理
書
面
の
作
成

〃

新
民
訴
法
の
下
に
お
い
て
、
争
点
整
理
手
続
の
運
用
の

定
着
が
、
早
期
の
争
点
の
明
確
化
へ
人
証
の
適
切
な
選
択
、

効
率
的
な
証
拠
調
べ
の
実
現
に
必
要
不
可
欠
で
あ
り
血
こ

の
よ
う
な
争
点
整
理
手
続
の
運
用
の
定
着
に
向
け
て
の
試

み
と
し
て
耐
時
系
列
表
、
陳
述
害
の
対
比
表
あ
る
い
は
争

点
整
理
案
等
の
整
理
書
面
を
書
記
官
が
作
成
す
る
取
組
が

徐
々
に
で
は
あ
り
ま
す
が
増
加
し
て
い
ま
す
。
作
成
に
当

た
っ
て
は
、
ａ
作
成
目
的
、
‐
ｂ
作
成
時
期
、
Ｃ
作
成
対
象
、

ｄ
作
成
書
面
の
種
類
等
に
つ
い
て
、
裁
判
官
と
書
記
官
が

十
分
協
議
し
、
認
識
を
共
通
に
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る

と
さ
れ
て
い
ま
す
。

ａ
の
作
成
目
的
に
つ
い
て
は
、
裁
判
官
と
書
記
官
の
事

件
に
関
す
る
認
識
の
共
有
に
と
ど
ま
ら
ず
、
裁
判
所
と
当

事
者
双
方
の
認
識
の
共
有
を
目
的
と
し
、
当
事
者
に
提
示

す
る
活
用
方
法
が
増
え
て
き
て
い
ま
す
。
ｂ
の
作
成
時
期

に
つ
い
て
は
《
作
成
整
理
書
面
ｒ
種
類
に
も
よ
り
ま
す
が
、

ノ

」

■
ｂ
Ｏ

■
．

Ⅱ
”
■
〃
？
ｌ
■
■
■
■
■
■
Ｅ
・
廿
凸
唾
、
凸
■
■
己
ら
■
Ｂ
凸
唖
口

少

イ

、

一－
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座
成
対
象
に
つ
い
て
は
、
書
記
官
の
繁
忙
度
や
作
成
の
難
易
、

作
成
書
面
の
事
案
解
明
や
争
点
整
理
手
続
の
円
滑
性
へ
の

貢
献
度
を
勘
案
し
て
、
や
や
複
雑
な
事
件
が
中
心
と
な
っ

て
い
ま
す
。
ｄ
の
作
成
書
面
の
種
類
に
つ
い
て
は
、
事
案

に
応
じ
て
柔
軟
に
使
い
分
け
て
い
る
と
こ
ろ
が
多
い
よ
う

で
す
。
ま
た
、
同
じ
種
類
の
整
理
書
面
で
も
事
案
に
応
じ

て
簡
潔
に
す
る
も
の
や
詳
細
に
す
る
も
の
等
使
い
分
け
が

さ
れ
て
い
ま
す
。

ゥ
供
述
録
取
事
務

①
供
述
録
取
方
法
の
選
択

多
く
の
と
こ
ろ
で
選
別
基
準
を
作
成
の
上
、
選
別
の
た

め
の
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
を
裁
判
官
と
害
記
官
等
に
よ
っ
て
行

う
な
ど
適
正
な
選
別
に
向
け
た
工
夫
が
試
み
ら
れ
て
い
ま

Ｉ

す
。

，
②
要
領
調
書

要
領
調
書
は
、
争
点
に
対
す
る
供
述
に
つ
い
て
過
不
足

な
く
、
簡
に
し
て
要
を
得
た
メ
リ
ハ
リ
の
あ
る
も
の
に
す

〆

る
必
要
が
あ
る
の
で
、
裁
判
官
と
事
件
に
つ
い
て
の
情
報

号
を
共
有
し
た
り
ん
争
点
整
理
に
も
主
体
的
に
関
与
す
る
こ

７辺
と
に
よ
っ
て
、
争
点
に
つ
い
て
の
深
い
理
解
と
把
握
が
で

報
き
る
よ
う
に
す
る
試
み
が
多
く
の
と
こ
ろ
で
行
わ
れ
て
い

く
云識
ま
す
。
そ
の
結
果
、
書
記
官
は
、
尋
問
に
臨
む
に
当
た
っ

て
の
準
備
や
尋
問
に
臨
ん
で
の
尋
問
や
供
述
の
理
解
が
容

談会14
■
１
０
０
リ
ー
■
■
１
０
■
ｑ
ｄ
５
ｄ
■
■
■
■
■
Ｏ
ｊ
Ｊ
５
日
日
■
‐
Ｉ

‐
へ
》

と
十
分
な
協
議
を
す
る
取
組
が
広
が
り
つ
つ
あ
り
ま
す
℃
へ
α
訴
状
等
の
送
達
の
可
能
性
、
被
告
の
出
頭
の
可
能
性
、
、
支
払
督
促
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
業
者
申
立
て
の
定
型

当
事
者
双
方
か
ら
一
応
の
主
張
が
出
そ
ろ
っ
た
段
階
で
作

成
す
る
の
が
一
般
的
で
、
訴
状
審
査
段
階
や
集
中
証
拠
調

べ
の
直
前
に
作
成
す
る
も
の
も
あ
る
よ
う
で
す
。
ｃ
の
作

ル

$

（
民
訴
規
則
六
八
条
）
担
当
書
記
官
が
、
整
理
書
面
の
作
成
等
を
通
じ
争
点
の

調
書
の
記
載
に
代
わ
る
録
音
テ
ー
プ
等
へ
の
記
録
を
活
‐
整
理
に
主
体
的
に
関
与
し
た
り
、
人
証
調
べ
の
前
後
に
裁

用
す
る
ケ
ー
ス
は
、
公
示
送
達
事
件
に
お
け
る
尋
問
が
多
判
官
と
尋
問
の
ポ
イ
ン
ト
に
つ
い
て
の
打
合
せ
を
し
た
り

い
よ
う
で
す
が
、
そ
の
よ
う
な
場
合
に
限
ら
ず
、
控
訴
の
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
、
担
当
書
記
官
が
、
判
決
の
実
質

可
能
性
が
低
い
事
件
を
中
心
と
じ
て
積
極
的
活
用
を
心
掛
的
記
載
事
項
の
充
実
を
期
す
た
め
に
必
要
な
十
分
の
情
報

げ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
で
を
有
し
て
い
る
の
で
、
そ
の
よ
う
な
情
報
を
フ
ル
に
活
用

は
、
録
音
テ
ー
プ
等
へ
の
記
録
の
利
用
に
よ
っ
て
書
記
官
し
て
、
判
決
の
形
式
的
記
載
事
項
だ
け
で
な
く
実
質
的
記

に
余
力
が
生
じ
、
そ
の
余
力
が
書
記
官
に
よ
る
進
行
管
理
，
載
事
項
を
も
占
穫
す
る
試
み
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
具
体

事
務
や
争
点
整
理
手
続
へ
の
関
与
に
振
り
向
け
ら
れ
、
そ
的
に
は
、
理
由
付
け
に
不
足
は
な
い
か
か
適
用
さ
れ
て
い

の
結
果
、
円
滑
な
進
行
管
理
が
図
ら
れ
る
と
い
う
好
循
環
る
法
令
や
判
例
に
誤
り
は
な
い
か
、
記
載
に
矛
盾
点
は
な

』

が
生
ま
れ
て
い
ま
す
。
‘
い
か
、
更
に
表
現
に
不
適
切
な
も
の
は
な
い
か
、
更
に
う

ェ
判
決
書
作
成
篝
へ
の
関
与
ま
え
表
現
が
尽
く
さ
れ
て
い
る
が
‐
字
分
説
得
的
か
）
等

①
欠
席
型
事
件
〈
公
示
送
達
事
件
や
請
求
原
因
に
争
‐
に
っ
い
で
の
点
検
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

い
の
な
い
事
件
を
含
む
。
）
オ
調
査
事
務

欠
席
型
事
件
に
つ
い
て
は
？
多
く
の
と
こ
ろ
で
そ
の
大
多
く
の
と
こ
ろ
で
、
訴
状
審
査
段
階
に
お
い
て
、
判
例

部
分
が
調
書
判
決
で
処
理
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
に
、
マ
ス
タ
ー
を
活
用
し
て
の
法
令
・
判
例
等
の
調
査
、
登
記

前
に
述
べ
た
と
お
り
担
当
書
記
官
に
よ
っ
て
、
第
一
回
期
関
係
等
に
つ
い
て
の
法
務
局
へ
の
照
会
が
、
争
点
整
理
段

日
で
終
結
が
で
き
る
よ
う
に
訴
状
審
査
が
さ
れ
て
い
ま
す
。
階
に
お
い
て
準
備
書
面
に
記
載
さ
れ
た
法
令
・
判
例
等
の

公
示
送
達
事
件
に
つ
い
て
も
、
立
証
段
階
ま
で
第

一
回
期
調
査
ｊ
他
部
の
関
連
事
件
や
関
連
す
る
破
産
事
件
、
執
行

日
で
尽
く
せ
る
よ
う
に
原
告
と
連
絡
を
取
っ
て
手
は
ず
を
事
件
ｉ
進
行
状
況
や
手
続
の
調
査
等
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

整
え
る
試
み
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
調
査
事
務
は
、
裁
判
体
の
ニ
ー
ズ
に
応
じ
て
、
訴
訟
の
全

調
書
判
決
の
作
成
方
浅
に
つ
い
て
は
、
効
率
化
、
迅
速
㈱
段
階
に
お
い
て
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
具

化
の
観
点
か
ら
、
原
告
代
理
人
に
訴
状
の
写
し
や
フ
ロ
ッ
体
的
な
調
査
事
項
、
時
期
、
方
法
に
つ
い
て
は
、
裁
判
官

易
に
な
る
の
で
、
的
確
な
要
領
調
書
の
効
率
的
作
成
が
可

能
と
な
っ
て
い
ま
す
。

③
調
書
の
記
載
に
代
わ
る
録
音
テ
ー
プ
等
へ
の
記
録

１
１
１

ピ
ー
を
提
出
し
て
も
ら
う
扱
い
を
し
て
い
る
庁
も
多
い
よ

う
で
す
。

②
対
席
型
事
件
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一

２
少
額
訴
訟
手
続
及
び
支
払
督
促
手
続
に
お
け
る
書

ロ
｜

記
官
事
務
の
現
状
等
に
つ
い
て

原
企
画
調
査
部
長
；
少
額
訴
訟
手
続
及
び
支
払
督
促
手

続
に
関
す
る
書
記
官
事
務
の
現
状
等
に
つ
い
て
お
聞
か
せ

く
だ
さ
い
。

畑
第
二
・
第
三
課
長
少
額
訴
訟
手
続
や
支
払
督
促
手

続
に
お
け
る
書
記
官
事
務
に
つ
い
て
も
、
各
庁
に
お
い
て
、

新
民
事
訴
訟
法
施
行
前
の
検
討
の
成
果
や
そ
れ
を
踏
ま
え

た
運
用
上
の
工
夫
に
よ
り
、
制
度
の
趣
旨
に
沿
っ
た
円
滑

な
事
務
処
理
が
、
着
実
に
定
着
し
つ
つ
あ
る
よ
う
で
す
。

二
こ
こ
で
は
、
昨
年
度
各
高
裁
で
開
催
さ
れ
た
審
理
充
実

事
務
研
究
会
で
の
報
告
例
を
中
心
と
し
て
、
各
庁
で
の
害

一
一
一

記
官
事
務
の
現
状
等
の
概
要
を
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

一
一

ア
少
額
訴
訟
手
続
に
つ
い
て

一
一

少
額
訴
訟
手
続
は
、
原
則
と
し
て
、
一
回
の
期
日
で
審

理
を
完
了
し
‐
即
日
判
決
を
言
い
渡
す
こ
と
に
な
っ
て
い

ま
す
の
で
、
手
続
教
示
と
訴
状
の
補
正
の
促
し
、
参
考
事

一
一

会
項
の
聴
取
§
期
日
外
釈
明
及
び
立
証
の
促
し
等
の
事
前
準

一知◆一・一

癖
術
が
重
要
と
な
り
、
書
記
官
事
務
も
こ
の
点
に
ポ
イ
ン
ト

５
を
置
い
て
の
取
組
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
具
体
的
に
は
、

↓
１

原
告
が
来
庁
し
て
訴
え
を
提
起
し
た
際
に
、
即
時
に
被
告

■

事
前
交
渉
の
有
無
等
の
参
考
事
項
を
聴
取
し
、
で
き
る
だ
的
事
件
で
あ
り
、
同
一
の
申
立
人
が
同
種
の
申
立
て
を
反

け
そ
の
時
点
で
期
日
を
指
定
す
る
と
い
っ
た
取
組
が
行
わ
復
し
て
行
う
こ
と
が
多
く
、
適
正
迅
速
な
処
理
の
た
め
に

れ
て
い
る
よ
う
で
す
。
ま
た
、
立
証
ｉ
促
し
に
つ
い
て
は
、
は
、
問
題
と
な
っ
た
場
合
の
事
例
を
業
者
ご
と
に
集
積
す

一
定
の
事
案
ご
と
に
必
要
と
思
わ
れ
る
典
型
的
な
害
証
の
る
等
し
て
、
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
作
成
す
る
こ
と
が
有
用
と
考

‐
一
覧
表
を
作
成
し
、
そ
れ
を
当
事
者
に
交
付
す
る
等
の
工
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
各
庁
で
、
従
前
の
裁
判
官
の
ノ

夫
が
試
み
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
す
℃
被
告
に
対
し
て
ど
の
ウ
ハ
ウ
等
も
盛
り
込
ん
だ
「
事
務
処
理
上
問
題
と
な
っ
た

程
度
の
働
き
掛
け
を
す
る
べ
き
か
に
つ
い
て
は
、
取
扱
い
事
例
集
」
の
作
成
等
の
取
組
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

が
分
か
れ
て
い
る
よ
う
で
、
訴
状
等
の
送
達
の
際
に
ｊ
少
な
お
、
支
払
督
促
の
事
務
処
理
態
勢
に
つ
い
て
は
、
適

額
訴
訟
手
続
に
つ
い
て
の
説
明
書
を
送
付
す
る
だ
け
に
と
正
で
過
誤
の
な
い
事
務
処
理
が
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
は

ど
ま
ら
ず
、
被
告
か
ら
裁
判
所
に
連
絡
を
取
っ
て
も
ら
う
当
然
で
す
が
、
従
前
か
ら
そ
の
実
質
的
審
査
事
務
は
書
記

た
め
の
事
務
連
絡
文
書
を
同
封
す
る
と
い
っ
た
工
夫
を
し
官
が
行
っ
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
し
か
も
、
支
払
督
促

て
い
る
庁
も
あ
る
よ
う
で
す
。
そ
し
て
被
告
か
ら
答
弁
は
簡
易
な
手
続
に
よ
り
迅
速
に
債
務
名
義
を
得
る
た
め
の

書
が
提
出
さ
れ
た
場
合
は
、
そ
の
直
後
等
に
必
要
に
応
じ
手
続
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
ゞ
書
記
官
権
限
化
し
た
こ
と
に

て
担
当
書
記
官
か
ら
架
電
し
、
ま
た
、
被
告
が
来
庁
し
た
過
度
に
反
応
し
、
い
た
ず
ら
に
チ
ェ
ッ
ク
態
勢
を
厚
く
し
、

場
合
や
架
電
を
し
て
き
た
場
合
に
は
、
そ
の
際
に
、
原
告
単
に
二
重
、
三
重
の
審
査
態
勢
に
す
る
こ
と
は
相
当
で
な

の
請
求
に
対
す
る
意
向
の
確
認
や
参
考
事
項
の
聴
取
、
事
い
と
思
わ
れ
ま
す
。
各
庁
で
は
、
受
付
係
と
督
促
係
が
重

前
準
備
の
促
し
を
行
う
と
と
も
に
、
併
せ
て
送
付
済
み
の
複
的
に
実
施
し
て
い
た
申
立
害
の
審
査
事
務
に
つ
い
て
、

説
明
書
を
踏
ま
え
て
手
続
教
示
を
行
う
と
い
っ
た
取
扱
い
各
係
に
お
け
る
審
査
範
囲
を
明
確
に
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
担

も
行
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。
当
範
囲
に
。
つ
き
重
点
的
に
審
査
、
点
検
す
る
よ
う
に
し
た

ま
た
、
以
上
の
よ
う
な
事
前
準
備
及
び
審
理
を
充
実
さ
り
、
従
前
の
支
払
命
令
の
審
査
か
ら
仮
執
行
宣
言
の
発
付

せ
る
た
め
に
は
、
裁
判
官
と
書
記
官
と
が
協
働
し
て
手
続
ま
で
を
各
人
で
担
当
す
る
と
、
い
っ
た
縦
割
方
式
の
事
務
処

の
進
行
を
図
る
こ
と
が
必
要
で
、
期
日
前
の
ミ
ー
テ
ィ
ン
理
を
、
支
払
督
促
の
審
査
及
び
発
付
担
当
者
と
仮
執
行
宣

グ
の
定
着
や
事
件
カ
ル
テ
等
の
書
面
の
利
用
等
様
々
な
方
言
の
審
査
及
び
発
付
担
当
者
と
の
横
割
方
式
に
変
更
す
る

策
が
採
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。
↑
と
い
っ
た
取
組
が
見
ら
れ
ま
す
。

ィ
支
払
督
促
手
続
に
つ
い
て
ま
た
、
担
当
者
が
事
務
処
理
上
疑
問
点
等
を
生
じ
た
場

、
ノ
・
へ
、
ノ

一ｉ、 化
の
観
点
か
ら
、
原
告
代
理
人
に
訴
状
の
写
し
や
フ
ロ
ッ
体
的
な
調
査
事
項
、
時
期
、
方
法
に
つ
い
て
は
、
裁
判
官

へ
の
訴
状
等
の
送
達
の
可
能
性
、

ｆ
■
四
二
■
■
召
守
寺
・
■
■
』
。
■
‐

即
一

！
！
》
Ｉ
”
１
，
コ
Ｅ
■
ロ
ロ
ロ
ー
ロ
．
．
△

＃
１
＃

被
告
の
出
頭
の
可
能
性
、
支
払
督
促
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
業
者
申
立
て
の
定
型

「

、

ノ
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１
書
記
官
の
任
用
政
策
に
つ
い
て

原
企
画
調
査
部
長
書
記
官
の
増
加
と
主
任
書
記
官
ポ

ス
ト
の
増
加
に
つ
い
て
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

山
名
給
与
課
長
↑

①
書
記
官
の
増
加
に
つ
い
て

参
事
官
室
提
言
で
は
う
適
正
迅
速
な
裁
判
を
よ
り
一
層

実
現
し
て
い
く
た
め
、
裁
判
部
に
お
け
る
書
記
官
の
構
成

比
率
を
大
幅
に
高
め
、
書
記
官
定
員
の
増
加
を
図
る
必
要

が
あ
る
と
し
て
い
ま
す
。

こ
の
参
事
官
室
提
言
を
受
け
て
、
平
成
二
年
度
予
算

に
お
い
て
は
、
裁
判
部
の
充
実
強
化
を
図
る
た
め
に
必
要

な
人
員
を
計
画
的
に
確
保
す
る
と
の
観
点
を
も
入
れ
て
増

員
要
求
を
行
っ
た
結
果
、
事
務
官
か
ら
書
記
官
へ
の
振
替
、

速
記
官
か
ら
書
記
官
へ
の
振
替
と
い
う
手
法
に
よ
っ
て
、

書
記
官
に
つ
い
て
は
、
四
六
人
の
増
員
を
含
め
、
二
四
六

人
の
増
加
が
認
め
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
Ｖ
裁
判
部
の
充

実
強
化
に
も
大
い
に
寄
与
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え

て
い
ま
す
。

今
後
の
書
記
官
の
増
加
の
見
通
し
に
つ
い
て
は
、
事
件

数
の
動
向
等
と
も
か
か
わ
る
こ
と
で
あ
る
の
で
、
現
時
点

合
に
は
八
主
任
書
記
官
や
裁
判
官
に
気
軽
に
助
言
を
得
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
態
勢
を
整
え
る
と

い
っ
た
取
組
も
行
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。

で
具
体
的
な
見
通
し
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ま
す
ま
す
増
大
す
る
と

Ｉ

成
果
で
あ
っ
た
と
考
え
て
い
ま
す
。

四
書
記
官
の
任
用
上
の
諸
問
題
に
つ
い
て

Ｉ

１
１
１
１
１

､

ん
が
、
書
記
官
総
数
を
増
加
さ
ぜ
る
こ
と
が
、
裁
判
部
の

充
実
、
ひ
い
て
は
適
正
迅
速
な
裁
判
に
対
す
る
国
民
の
負

託
に
応
え
る
こ
と
に
つ
な
が
る
こ
と
か
ら
、
今
後
と
も
努

力
を
行
っ
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

②
主
任
書
記
官
の
増
設
に
つ
い
て

ノ

官
職
増
設
に
つ
い
て
の
財
政
当
局
の
姿
勢
は
前
述
の
と

お
り
、
こ
れ
ま
で
に
な
く
厳
し
い
も
の
が
あ
り
、
主
任
書

記
官
増
設
要
求
の
折
衝
で
は
、
管
理
職
ポ
ス
ト
の
著
し
い

増
大
と
な
る
こ
と
、
本
庁
課
長
並
み
の
ポ
ス
ト
を
相
当
数

増
設
す
る
こ
と
は
、
総
人
件
費
極
力
抑
制
と
い
う
基
本
方

針
に
抵
触
す
る
た
め
、
非
常
に
難
航
じ
ま
し
た
が
、
「
新

民
事
訴
訟
法
施
行
を
契
機
と
し
た
裁
判
部
の
充
実
強
化
」

と
い
う
視
点
を
前
面
に
押
し
出
し
、
事
件
が
増
加
し
、
そ

の
内
容
も
よ
り
複
雑
困
難
化
す
る
中
で
、
よ
り
‐
一
層
適
正

迅
速
な
裁
判
を
実
現
し
て
い
く
た
め
に
は
、
書
記
官
の
役

割
が
一
層
重
要
と
な
る
こ
と
、
，
そ
の
管
理
・
調
整
の
必
要

性
も
増
大
し
て
い
る
乱
と
等
を
力
説
し
た
結
果
、
前
年
度

を
上
回
る
三
二
（
前
年
度
二
八
。
六
か
年
度
分
計
一
四
二

の
増
設
を
実
現
す
る
と
い
う
大
き
な
成
果
を
上
げ
る
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。

主
任
書
記
官
ポ
ス
ト
の
増
設
に
つ
い
て
は
、
少
量
退
職

期
に
お
け
る
書
記
官
の
昇
任
機
会
の
減
少
に
対
処
す
る
と

い
う
効
果
が
あ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
よ
り
一
層
国
民
に

分
か
り
や
す
い
裁
判
を
実
現
し
、
適
正
・
迅
速
な
裁
判
を

達
成
す
る
た
め
に
は
、
裁
判
部
の
充
実
強
化
の
必
要
性
が

、
～
ノ

ーの
“
Ｚ
久
い
た
任
用
配
置
を
行
う
な
ど

こ
ろ
で
あ
り
、

、
１
‐
ノ
ー

の
任
用
上
の
施
策
を
講
す
。
そ
こ
で
、
裁
判
所
の
退
職
者
の
年
金
満
額
支
給
開

～

今
後
も
引
き
続
き

ノ

主
任
書
記
官
の
増
設
に
向
け
て
の
努
力
を
続
け
て
い
き
た

い
と
考
え
て
い
ま
す
。

原
企
画
調
査
部
長
総
括
主
任
書
記
官
の
発
令
状
況
と

見
通
し
に
つ
い
て
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

山
名
給
与
課
長
従
前
か
ら
、
大
規
模
地
裁
の
犬
規
模

な
部
に
は
多
く
の
部
下
職
員
を
抱
え
て
極
め
て
重
い
職
責

を
担
っ
て
い
る
主
任
書
記
官
が
一
定
数
い
る
と
い
う
認
識

に
立
っ
て
、
そ
の
給
与
上
の
格
付
け
の
改
善
に
つ
い
て
問

題
意
識
を
持
っ
て
い
た
と
こ
ろ
で
す
が
、
平
成
一
○
年
度

予
算
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
に
基
づ
い
て
財

政
当
局
と
折
衝
を
重
ね
た
結
暴
主
任
書
記
官
の
九
級
切

上
げ
が
二
認
め
ら
れ
ま
し
た
。
こ
れ
を
踏
ま
え
て
、
同
年

八
月
に
は
、
「
大
法
廷
首
席
書
記
官
等
に
関
す
る
規
則
」

を
改
正
し
、
「
総
括
主
任
書
記
官
」
と
い
う
ポ
ス
ト
を
新

た
に
設
置
す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。
平
成
二
年
度
予
算

で
は
、
こ
の
よ
う
な
ポ
ス
ト
整
備
を
受
け
て
更
に
折
衝
に

力
を
入
れ
た
結
果
、
前
年
度
を
上
回
る
三
の
九
級
切
上
げ

が
認
め
ら
れ
ま
し
た
。

こ
の
間
の
動
き
は
、
主
任
書
記
官
の
中
に
は
極
め
て
重

い
職
責
を
担
っ
て
い
る
者
も
一
定
数
含
ま
れ
て
お
り
、
そ

れ
に
対
し
て
九
級
格
付
け
も
考
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
を

財
政
当
局
に
認
め
さ
せ
、
そ
の
よ
う
な
職
責
を
担
っ
て
い

る
主
任
書
記
官
に
つ
い
て
「
総
括
主
任
書
記
官
」
と
い
う

新
た
な
ポ
ス
ト
を
整
備
す
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
な
ど
、

書
記
官
の
処
遇
改
善
は
も
と
よ
り
、
書
記
官
全
体
の
官
職

、

評
価
の
引
上
げ
に
も
づ
な
が
る
も
の
で
あ
り
、
画
期
的
な

９
５
４
ｌ
５
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８
５
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17座談会

成
果
で
あ
っ
た
と
考
え
て
い
ま
す
。

総
括
主
任
書
記
官
は
、
平
成
一
○
年
度
に
東
京
地
裁
の

執
行
部
と
破
産
部
、
大
阪
地
裁
の
執
行
部
と
破
産
部
、
平

成
二
年
度
に
東
京
地
裁
の
保
全
部
と
商
事
部
に
各
一
が

設
置
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
も
そ
も
九
級
は
、
行
政
官
庁

で
は
「
困
難
な
業
務
を
所
掌
す
る
府
県
単
位
機
関
の
長
」

に
つ
い
て
よ
う
や
く
格
付
け
ら
れ
る
職
務
の
級
で
あ
る
の

で
、
そ
の
拡
大
に
つ
い
て
は
、
お
の
ず
か
ら
限
界
が
あ
る

こ
と
を
理
解
し
て
ほ
し
い
と
考
え
ま
す
。

原
企
画
調
査
部
長
少
量
退
職
期
に
お
け
る
書
記
官
の

異
動
、
配
置
に
つ
い
て
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

田
中
任
用
課
長
御
承
知
の
と
お
り
、
書
記
官
に
つ
い

て
は
、
現
在
、
少
量
退
職
期
を
迎
え
て
お
り
、
退
職
者
数

も
平
成
元
年
度
の
書
記
官
有
資
格
者
の
定
年
退
職
者
は
四

三
七
人
で
あ
っ
た
も
の
が
、
最
近
三
年
間
で
は
、
平
成
八

年
度
が
一
五
九
人
、
平
成
九
年
度
が
九
五
人
、
平
成
一
○

年
度
が
四
八
人
と
、
い
ず
れ
も
低
い
数
字
で
推
移
し
て
い

る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
今
後
も
し
ば
ら
く
は
こ
の
よ
う
な
状

況
が
続
く
も
の
と
予
想
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
す
。

こ
の
よ
う
な
少
量
退
職
期
に
お
い
て
は
八
大
量
退
職
期

〆に
比
べ
、
書
記
官
の
昇
進
Ｚ
機
会
が
減
少
し
、
長
期
間
特

定
ポ
ス
ト
に
滞
留
す
る
な
ど
様
々
な
任
用
上
の
諸
問
題
が

生
じ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
す
。
そ
こ
で
、
こ

れ
ま
で
に
も
、
こ
れ
ら
の
諸
般
の
事
情
を
考
慮
し
て
、
次

席
書
記
官
、
主
任
書
記
官
等
の
昇
任
ポ
ス
ト
の
増
設
を
図

る
と
と
も
に
、
成
績
主
義
、
能
力
主
義
に
よ
る
メ
リ
ハ
リ

〉

,一、
I ノ

の
効
い
た
任
用
配
置
を
行
う
な
ど
の
任
用
上
の
施
策
を
講

じ
て
き
た
と
こ
ろ
で
す
。
主
任
書
記
官
等
の
昇
任
ポ
ス
ト

の
増
設
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
数
年
相
当
数
の
ポ
ス
ト
増
設

が
実
現
で
き
、
裁
判
部
の
充
実
強
化
の
面
で
も
一
定
の
成

果
を
上
げ
て
き
た
と
考
え
て
い
ま
す
。
今
後
と
も
、
こ
れ

ら
の
施
策
を
押
し
進
め
、
昇
進
機
会
の
減
少
に
対
処
す
る

と
と
も
に
§
組
織
の
活
性
化
を
こ
れ
ま
で
以
上
に
図
っ
て

い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
‐

原
企
画
調
査
部
長
退
職
後
の
再
任
用
制
度
の
拡
大
と

書
記
官
の
処
遇
に
つ
い
て
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

田
中
任
用
課
長
新
し
い
再
任
用
制
度
に
関
し
て
国
家

公
務
員
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
が
現
国
会
に
提

出
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
新
再
任
用
制
度
は
、
平
成
一
三

年
度
か
ら
の
公
的
年
金
の
満
額
支
給
開
始
年
齢
の
引
上
げ

に
応
じ
て
、
雇
用
と
年
金
と
の
連
携
を
図
り
、
最
終
的
に

六
五
歳
ま
で
の
在
職
を
可
能
と
す
る
も
の
で
、
短
時
間
勤

務
の
制
度
が
設
け
ら
れ
る
な
ど
、
再
任
用
職
員
に
つ
い
て

の
給
与
、
勤
務
時
間
等
に
つ
い
て
新
た
に
整
備
さ
れ
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。

現
在
提
出
さ
れ
て
い
る
法
案
に
よ
れ
ば
《
平
成
一
三
年

度
か
ら
は
、
一
定
の
経
過
措
置
が
設
け
ら
れ
る
も
の
の
現

行
の
再
任
用
制
度
は
廃
止
さ
れ
、
新
た
な
再
任
用
制
度
が

こ
れ
に
代
わ
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。
新
再
任
用
制
度
施
行

後
、
定
年
退
職
者
は
書
記
官
の
み
な
ら
ず
、
裁
判
所
の
あ

ら
ゆ
る
職
種
に
つ
い
て
、
原
則
的
に
、
就
労
の
意
欲
と
能

力
の
あ
る
者
に
つ
い
て
は
こ
の
新
再
任
用
の
対
象
と
な
り

Ｄ
０
ｄ
０
■
８
８
０
凸
恢
ｑ
０
Ⅱ
３
０
口
目
■
９
。
９
６
８
■
ｆ
１
ｄ
Ｊ
Ｂ
ｑ
。
。
凸
■
８
８
９
Ｊ
■
凸
１
９
■
■
■
１
８
９
０
０
９
０

』
ま
す
。
そ
こ
で
、
裁
判
所
の
退
職
者
の
年
金
満
額
支
給
開

始
年
齢
に
至
る
ま
で
の
雇
用
の
確
保
に
つ
い
て
は
、
こ
の

新
再
任
用
制
度
に
よ
る
裁
判
所
内
で
の
再
雇
用
を
基
本
と

し
て
、
具
体
的
施
策
を
考
え
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

新
再
任
用
制
度
の
施
行
後
の
運
用
の
在
り
方
に
つ
い
て

は
、
再
任
用
者
の
任
用
配
置
、
短
時
間
勤
務
の
運
用
等
様
々

な
問
題
が
あ
り
、
人
事
院
や
総
務
庁
の
動
き
に
も
注
意
を

払
い
つ
つ
、
更
に
検
討
を
続
け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
当

面
は
、
こ
れ
ら
の
検
討
の
参
考
と
す
る
た
め
、
裁
判
所
に

お
い
て
実
際
に
新
再
任
用
制
度
の
対
象
と
な
る
高
齢
期
の

Ｊ

職
員
に
つ
い
て
、
就
労
に
関
す
る
意
識
等
の
調
査
を
、
新

再
任
用
制
度
の
内
容
が
確
定
後
速
や
か
に
実
施
す
る
こ
と

を
考
え
て
い
ま
す
。
現
状
で
は
、
再
任
用
後
の
書
記
官
の

処
遇
等
に
っ
い
て
明
ら
か
に
で
き
る
段
階
で
は
あ
り
ま
せ

ん
が
、
検
討
内
容
に
つ
い
て
は
可
能
な
も
の
か
ら
で
き
る

限
り
早
く
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

ま
た
、
書
記
官
の
皆
さ
ん
の
定
年
退
職
後
の
雇
用
に
つ

い
て
は
、
裁
判
所
内
に
お
け
る
再
雇
用
だ
け
で
な
く
、
公

証
人
役
場
の
事
務
員
、
地
方
公
共
団
体
の
相
談
員
、
労
働

基
準
監
督
署
の
相
談
員
等
へ
の
あ
っ
せ
ん
に
よ
り
再
就
職

す
る
場
合
も
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
法
律
専
門
職
と
し
て
の

能
力
、
経
験
を
活
か
し
だ
裁
判
所
外
へ
の
再
就
職
あ
っ
せ

ん
の
充
実
に
つ
い
て
も
、
引
き
続
き
一
層
の
努
力
を
続
け

て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

｜

｜
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１
産
前
産
後
休
暇
、
育
児
休
業
制
度
に
お
け
る
代
替

要
員
の
確
保
に
つ
．
い
て

原
企
画
調
査
部
長
昨
年
度
の
実
績
、
問
題
点
及
び
対

策
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

畑
中
参
事
官

育
児
休
業
を
を
取
得
し
た
書
記
官
は
、
育
児
休
業
制
度

が
始
ま
っ
た
平
成
四
乗
度
に
は
四
六
人
（
う
ち
男
性
職
員

一
人
、
以
下
（
）
内
は
男
性
職
員
数
で
内
数
）
で
じ
た

が
、
最
近
数
年
間
で
は
、
平
成
七
年
度
が
七
一
人
（
二

人
）
、
平
成
八
年
度
が
五
二
人
（
一
人
）
、
平
成
九
年
度
が

五
九
人
（
○
人
）
、
そ
し
て
昨
年
度
が
六
九
人
（
○
人
）

と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
う
ち
臨
時
的
任
用
を
行
っ
た

も
の
は
、
平
成
四
年
度
が
二
三
人
（
五
○
％
）
、
平
成
七

年
度
が
六
一
人
（
八
五
・
九
％
）
、
平
成
八
年
度
が
四
九

人
（
九
四
・
二
％
）
、
平
成
九
年
度
が
五
五
人
（
九
三
・

二
％
）
、
昨
年
度
が
六
四
人
（
九
二
・
八
％
）
と
な
っ
て

い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
育
児
休
業
取
得
に
対
す
る
代
替
措
置
と
し

て
の
臨
時
的
任
用
は
、
育
児
休
業
制
度
の
定
着
と
と
も
に
、

高
い
率
で
行
わ
れ
て
い
る
現
状
に
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
昨
年
度
書
記
官
の
育
休
代
替
措
置
と
し
て

任
用
し
た
臨
時
的
任
用
者
六
四
人
？
つ
ち
、
書
記
官
を
任

用
で
き
た
の
は
三
七
人
（
五
七
・
八
％
）
で
あ
り
、
今
後

~壹司
も
書
記
官
の
臨
時
的
任
用
候
補
者
の
確
保
に
努
め
て
い
く
＃
今
後
、
資
格
官
職
の
臨
時
的
任
用
候
補
者
を
得
る
の
が
難

色

平
成
二
年
度
の
書
記
官
基
礎
研
修
（
基
礎
研
）
は
、

■
■
１
廿
巳

女
性
書
記
官
の
増
加
に
伴
う
課
題
に
つ
い
て

｛及
乙
「
和
解
調
書
」
に
、
刑
事
関
係
で
は
、
共
通
コ
ー
ス

必
要
が
あ
り
ま
す
。

書
記
官
の
臨
時
的
任
用
候
補
者
の
確
保
の
方
策
に
つ
い

て
は
、
例
そ
ば
、
各
裁
判
所
に
お
い
て
、
所
属
す
る
職
員

の
う
ち
、
書
記
官
資
格
を
有
す
る
者
で
一
年
以
内
に
退
職

が
予
定
さ
れ
て
い
る
定
年
退
職
者
が
再
任
用
終
了
者
、
自

己
都
合
退
職
者
等
に
対
し
、
臨
時
的
任
用
者
に
関
す
る
希

望
の
調
査
を
行
っ
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
し
、
各
庁
に
お
い

て
「
退
職
者
カ
ー
ド
」
を
作
成
し
、
退
職
後
の
動
向
に
つ

い
て
も
、
臨
時
的
任
用
に
関
す
る
希
望
を
含
め
て
デ
ー
タ

を
常
に
最
新
の
も
の
に
更
新
す
る
な
ど
し
て
、
臨
時
的
任

用
候
補
者
の
確
保
に
役
立
て
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

ま
た
、
要
員
確
保
の
一
方
策
と
し
て
、
平
成
七
年
七
月

か
ら
従
前
の
取
扱
い
を
変
更
し
、
定
年
以
外
の
事
由
に
よ

り
退
職
し
た
者
の
臨
時
的
任
用
を
す
る
場
合
に
お
い
て
も
、

定
年
退
職
し
た
者
の
担
箕
ロ
と
同
様
に
、
退
職
時
の
俸
給
月

額
か
ら
大
幅
な
減
額
と
な
ら
な
い
よ
う
な
措
置
を
執
る
こ

と
と
し
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
措
置
を
講
じ
つ
つ
、
少
量
退
職
期
を
迎
え
、

ｊ
Ｉ
Ｉ

上I
D

I

(畑中参事官）

■
Ｄ
卜
‐
・
■
■
ｑ
■
ｑ
否
血
。
Ｇ
５
■
ｐ
■
Ｅ
Ｊ
Ｄ
５

Ｉ

、
ノ
ー

ー
ま
し
た
。

１
害
記
官
研
修
の
内
容
、

原
企
画
調
査
部
長
平
成
二
年
度
の
書
記
官
研
修
の

予
定
と
そ
の
内
容
に
つ
い
て
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

畑
中
参
事
官
平
成
二
年
度
に
実
施
す
る
書
記
官
を

対
象
と
す
る
研
修
の
予
定
と
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
次

の
と
お
り
で
す
。

し
く
な
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
中
で
、
よ
り
多
く
の
候
補

ク
グ
や

者
の
確
保
に
努
め
て
い
き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

な
お
、
‐
書
記
官
の
臨
時
的
任
用
候
補
者
の
確
保
が
で
き

な
い
場
合
に
は
、
事
務
官
の
臨
時
的
任
用
を
す
る
こ
と
が

多
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
こ
の
場
合
に
は
、
育
児
休
業

に
伴
う
臨
時
的
任
用
を
円
滑
に
行
う
こ
と
に
よ
り
育
児
休

業
制
度
を
利
用
し
や
す
く
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
、
産
前

産
後
休
暇
中
に
お
い
て
も
事
務
官
の
業
務
を
処
理
す
る
た

め
の
要
員
を
、
言
わ
ば
事
務
補
助
要
員
と
し
て
、
賃
金
雇

人
の
形
で
雇
い
入
れ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
お
り
、
最
近

の
三
年
間
で
は
、
平
成
八
年
度
に
書
記
官
の
育
休
代
替
措

置
と
し
て
事
務
官
の
臨
時
的
任
用
を
し
た
八
人
の
う
ち
六

人
（
七
五
・
○
％
）
に
つ
い
て
”
平
成
九
年
度
に
同
様
に

事
務
官
の
臨
時
的
任
用
を
し
た
二
一
人
の
う
ち
一
五
人

（
六
八
・
二
％
）
に
つ
い
て
や
昨
年
度
に
同
様
に
事
務
官

の
臨
時
的
任
用
を
し
た
二
七
人
の
う
ち
一
三
人
（
八
一
・

五
％
）
に
つ
い
て
賃
金
雇
人
が
雇
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

(1)

ｊ

六
書
記
官
の
研
修
等
に
関
す
る
諸
問
題
に
つ
い
て

書
記
官
基
礎
研
修

1
1

I

４
．
日
１
１
．
■
ｑ
ａ
■
■
■
二
Ｊ
田
０
．
Ⅱ
４
１
Ⅱ
ｑ
■
日

’
一

l

一一’
－一一一一一一

一
一

一
一

〉



室
濯
も
書
記
官
の
臨
時
的
任
用
候
補
者
の
確
保
に
努
め
て
い
く
今
後
，
資
格
官
職
の
臨
時
的
任
用
候
補
者
を
得
る
の
が
難
０
書
託
官
基
硯
刷
修

一
“
害
溌
舞
蕊
鰄
蕊
纈
淫
鑿
洲
剛
澤
鯏
蕊
戟
議
“
霊
菫
施
篝
、

一
１

↑
’
報
二
回
に
分
け
て
（
第
一
回
は
四
月
八
日
～
五
月
二
八
日
、
事
務
」
及
び
「
刑
事
演
習
」
に
そ
れ
ぞ
れ
振
り
替
え
ま
し
を
得
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
平
成
二
年
度
も
同
様
に

一
一
・
》
鵬
第
二
回
は
六
月
二
日
～
七
月
一
六
日
）
実
施
し
ま
す
。
た
。
＃
実
施
す
る
予
定
で
す
。

書
基
礎
研
は
、
民
事
、
刑
事
、
家
事
及
び
少
年
の
す
べ
て
②
書
記
官
実
務
研
修
紗
主
任
書
記
官
等
に
対
す
る
研
修

の
科
目
を
対
象
と
し
て
実
施
す
る
研
修
で
す
が
？
研
修
員
書
記
官
実
務
研
修
に
つ
い
て
は
、
平
成
一
○
年
度
は
、
主
任
書
記
官
等
に
対
す
る
研
修
と
し
て
は
、
現
在
、
中

が
現
に
担
当
す
る
分
野
に
つ
い
て
よ
り
深
い
実
務
知
識
と
従
来
の
事
務
処
理
上
の
過
誤
防
止
と
い
う
観
点
に
職
務
導
央
研
修
で
中
間
管
理
者
（
裁
判
部
）
研
修
を
、
高
裁
委
嘱

技
能
を
習
得
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
必
要
性
も
あ
る
た
入
研
修
的
な
要
素
も
加
味
す
る
こ
と
と
し
、
民
事
、
刑
事
研
修
で
新
任
中
間
管
理
者
研
修
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

’
一
め
耐
従
来
か
ら
そ
の
要
請
に
沿
う
よ
う
に
努
め
て
き
ま
し
及
び
家
裁
の
三
コ
ー
ス
に
加
え
て
執
行
侭
破
産
及
び
簡
裁
中
間
管
理
者
（
裁
判
部
）
研
修
は
、
平
成
八
年
度
ま
で
、

●
一

た
。
の
各
コ
ー
ス
を
新
設
し
、
対
象
者
を
総
研
未
了
の
者
で
現
裁
判
部
に
お
け
る
中
間
管
理
者
（
訟
廷
（
副
）
管
理
官
及

一
ｆ

具
体
的
に
は
、
担
当
職
務
に
密
接
し
た
研
修
内
容
と
す
に
担
当
す
る
職
務
の
経
験
年
数
が
二
年
未
満
の
も
の
に
拡
ぴ
主
任
書
記
官
）
に
対
じ
、
民
事
、
刑
事
及
び
家
裁
の
部

る
た
め
、
平
成
七
年
度
か
ら
選
択
コ
ー
ス
制
を
取
り
入
れ
、
大
し
て
実
施
し
ま
し
た
。
平
成
二
年
度
も
同
様
に
実
施
門
別
に
実
施
し
て
き
た
も
の
を
、
研
修
員
に
裁
判
所
全
体

ま
た
、
で
き
る
だ
け
多
く
の
科
目
単
位
数
を
確
保
す
る
た
す
る
予
定
で
す
。
に
目
が
配
れ
る
だ
け
の
広
い
視
野
を
養
っ
て
も
ら
う
こ
と

め
に
、
平
成
一
○
年
度
か
ら
、
そ
れ
ま
で
の
四
時
限
の
授
⑥
書
記
官
総
合
研
修
《
を
目
的
に
、
平
成
九
年
度
か
６
新
た
に
統
合
型
と
し
て
実

、
業
を
五
時
限
授
業
と
し
、
そ
の
う
ち
四
時
限
目
及
び
五
時
書
記
官
総
合
研
修
（
総
研
）
は
、
平
成
八
年
度
か
ら
研
施
し
て
い
る
も
の
で
す
。

一
一
限
目
を
各
五
○
分
授
業
と
し
ま
し
た
・
選
択
コ
ー
ス
制
に
修
期
間
を
従
前
の
一
・
五
倍
の
三
週
間
に
延
長
し
八
内
容
統
合
型
の
研
修
で
は
、
管
理
者
と
し
て
必
要
な
科
目
が

二
つ
い
て
は
、
よ
り
充
実
し
た
内
容
に
す
る
た
め
、
平
成
一
面
で
は
、
実
務
科
目
の
模
擬
公
判
等
の
即
日
起
案
を
増
や
そ
の
中
心
と
な
り
ま
す
が
、
平
成
二
年
度
も
同
様
の
内

二
霊
灘
鶴
童
蓋
癒
謹
巨
‐
誌
蕊
誰
一
鰯
雲
柵
に
新
設
す
る
態
ど
、
容
窯
畦
蒙
雛
掌
（
裁
判
部
）
研

一
し
雛
誇
賊
詐
羅
灘
鯲
鱸
噌
認
識
ラ
澱
Ｍ
簾
鯛
灘
鯏
龍
繍
雛
蕩
凱
轤
二
一
巽
鰡
賦
畦
哩
誇
一
一
一
瑚
際
細

務
に
関
与
す
る
機
会
を
与
え
、
書
記
官
任
官
後
の
職
務
に
ろ
は
あ
り
ま
せ
ん
が
角
専
門
性
の
高
い
科
目
に
つ
い
て
は
、
ら
一
八
日
ま
で
の
計
三
回
の
実
施
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

一
一
’二
会
円
滑
に
適
応
さ
せ
る
と
と
も
に
基
礎
研
の
研
修
内
容
の
理
基
本
コ
ー
ス
と
専
門
コ
ー
ス
に
分
け
た
り
、
ま
た
、
民
事
⑤
書
記
官
専
門
研
修

談
解
を
容
易
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
配
慮
し
ま
し
た
。
科
目
の
う
ち
の
執
行
、
保
全
及
び
破
産
の
実
務
科
目
並
び
ア
民
事
実
務
研
究
会

一
一

座９
そ
れ
に
伴
い
、
基
礎
研
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
八
民
事
関
係
に
家
事
科
目
を
選
択
科
目
（
い
ず
れ
も
四
単
位
）
と
す
る
平
成
二
年
度
は
新
民
事
訴
訟
法
が
施
行
さ
れ
て
二
年

１
・

一
で
は
、
選
択
コ
ー
ス
の
［
模
擬
弁
論
」
を
「
民
事
訴
訟
法
」
な
ど
、
研
修
員
の
経
験
等
に
応
じ
て
履
修
で
き
る
よ
う
に
目
と
な
る
こ
と
か
ら
、
平
成
一
○
年
度
ま
で
実
施
し
て
い

一
、
ノ
！
』
、
、
趾
ノ

’
〆
一

Ｌ

ー

1

－
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た
「
民
事
実
務
薪
民
訴
法
）
研
究
会
」
を
名
称
変
更
し
ウ
少
年
実
務
研
究
会

て
実
施
す
る
も
の
で
す
。

日
程
は
平
成
一
二
年
一
月
二
日
か
ら
一
三
日
ま
で

平
成
一
○
年
度
ま
で
と
同
様
に
、
地
裁
手
続
関
係
と
簡
（
一
月
一
二
日
は
家
裁
調
査
官
研
修
所
と
合
同
で
実
施
）

裁
手
続
関
係
に
分
け
て
実
施
し
、
前
者
に
つ
い
て
は
九
月
の
三
日
間
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

八
日
か
ら
一
○
日
ま
で
、
後
者
に
つ
い
て
は
二
月
二
四
内
容
に
つ
い
て
は
、
「
書
記
官
と
調
査
官
と
の
連
携
」

日
か
ら
二
六
日
ま
で
の
日
程
と
す
る
予
定
で
す
。
を
中
心
的
な
研
究
テ
ー
マ
と
す
る
ほ
か
、
書
記
官
が
行
う

地
裁
手
続
関
係
、
簡
裁
手
続
関
係
の
い
ず
れ
も
、
研
究
調
査
事
務
や
進
行
管
理
事
務
、
少
年
法
の
改
正
の
動
向
や

員
が
提
出
し
た
実
務
上
の
諸
問
題
を
研
究
す
る
共
同
研
究
そ
の
内
容
に
つ
い
て
も
採
り
上
げ
る
と
と
も
に
、
平
成
八

と
、
各
庁
に
お
け
る
新
法
の
運
用
状
況
や
工
夫
例
等
に
っ
年
度
の
少
年
実
務
研
究
会
に
お
け
る
研
究
討
議
の
結
果
も

い
て
自
由
に
意
見
交
換
す
る
共
同
討
議
を
中
心
と
し
ま
す
踏
ま
え
た
も
の
と
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
‐

が
、
こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
新
民
事
訴
訟
法
全
般
に
，
つ
い
て
エ
書
記
官
実
務
研
究
罠
臺

幅
広
く
研
究
討
議
す
る
の
で
は
な
く
、
幾
つ
か
の
テ
ー
マ
平
成
二
年
度
の
書
記
官
実
務
研
究
は
、
「
民
事
上
訴

に
絞
り
込
み
、
よ
り
深
い
内
容
の
も
の
に
し
た
い
と
考
え
審
の
手
続
と
書
記
官
事
務
の
研
究
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
既

て
い
ま
す
。
に
開
始
し
て
い
ま
す
。
こ
の
研
究
で
は
、
手
続
の
性
質
上

な
お
、
高
裁
委
嘱
研
修
と
し
て
、
民
事
事
件
担
当
書
記
適
正
迅
速
な
処
理
が
強
く
求
め
ら
れ
る
上
訴
手
続
及
び
上

官
研
修
（
平
成
一
○
年
度
ま
で
実
施
し
て
い
た
［
新
民
事
訴
に
伴
う
強
制
執
行
停
止
事
件
に
つ
い
て
、
担
当
書
記
官

訴
訟
法
研
修
」
を
名
称
変
更
）
を
、
平
成
一
○
年
度
と
同
が
事
務
を
適
正
か
つ
円
滑
に
処
理
で
き
る
よ
う
に
、
申
立

様
に
、
地
裁
手
続
関
係
と
簡
裁
手
続
関
係
に
分
け
て
各
高
て
か
ら
終
局
裁
判
ま
で
の
実
務
上
の
手
続
と
問
題
点
を
ま

裁
に
実
施
し
て
い
た
だ
く
こ
と
を
予
定
し
て
い
ま
す
。
と
め
、
併
せ
て
上
訴
審
の
手
続
と
書
記
官
事
務
の
在
り
方

ィ
刑
事
実
務
研
究
会
を
研
究
し
、
新
民
事
訴
訟
法
に
お
け
る
上
訴
関
係
全
般
の

日
程
は
五
月
一
○
か
ら
一
二
日
ま
で
（
五
月
三
日
は
書
記
官
事
務
を
網
羅
し
た
研
究
と
す
る
こ
と
を
予
定
し
て

司
法
研
修
所
と
合
同
で
実
施
）
の
三
日
間
、
テ
ー
マ
と
し
い
ま
す
。

ｊ
・

て
「
裁
判
官
と
書
記
官
と
の
連
携
態
勢
」
を
採
り
上
げ
、
オ
供
述
録
取
事
務
合
同
研
究
会

平
成
一
○
年
度
の
書
記
官
実
務
研
究
の
成
果
も
取
り
入
れ
平
成
八
年
度
か
ら
実
施
し
て
い
る
研
究
会
で
あ
り
、
供

た
進
行
管
理
の
在
り
方
を
中
心
と
し
た
内
容
で
実
施
し
た
述
録
取
事
務
の
在
り
方
等
に
つ
い
て
書
記
官
及
び
速
記
官

と
こ
ろ
で
す
。
を
対
象
と
し
て
実
施
し
て
き
た
と
こ
ろ
、
両
職
種
間
の
相

造
の
形
態

一
■
ｑ
〃
。
Ｉ
〃
■
■
ｇ
■
ｐ
■
や
ｈ
Ｉ
Ｇ
，
１
０
，
１
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
』
■
■
ロ
・
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
丘
■
■
匡
■
■
■
巳
且
■
巴
■
■
■
■
■
１
１
‐
．
一
己
画
一
”
ｐ
■
■
■
ａ
即
■
ロ
■
■
ロ
ヮ
■
■
■
■
■
■
■
■
”
１
二
■
日
日
■
９
０
８
日
■
Ｕ
９
４
１
。
ｂ
巳
々
９
Ｆ
．
、
■
田
■

Ｆ
、
ｑ
ご
〃
■

や
内
容
に
つ
い
て
も
併
せ
て
検
討
し
て
い
き
た
識
処
理
、
記
録
管
理
ま
で
の
手
続
の
流
れ
に
沿
っ
た
裁
、
‐
ソ
う
し
た
部
単
位
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
活
用
の
積
み
重

‐
・
・
０
“
■
・
・
ｑ
ｌ
ｌ
Ｂ
ｏ
・
“
●
、
。
．
Ｊ
Ｆ
“
■
１
３
０
０
〃
．
〃
０
。
ロ
リ
ク
凸
、
１
，
二
託
ち
浄
罪
、
ノ

互
理
解
を
深
め
る
上
で
も
大
い
に
効
果
を
上
げ
る
こ
と
が

で
き
ま
し
た
・
平
成
二
年
度
は
、
一
二
月
七
日
か
ら
九

日
ま
で
の
日
程
で
実
施
す
る
予
定
で
す
。

２
在
外
研
究
の
現
状
と
今
後
の
方
針
等

原
企
画
調
査
部
長
在
外
研
究
の
現
状
と
今
後
の
方
針

に
つ
い
て
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

畑
中
参
事
官
国
際
化
が
進
み
３
外
国
人
が
関
係
す
る

刑
事
事
件
へ
民
事
事
件
等
も
増
加
し
て
お
り
、
裁
判
事
件

の
内
容
も
、
外
国
と
の
関
係
を
考
慮
し
な
が
ら
多
様
な
局

面
か
ら
検
討
を
必
要
と
す
る
も
の
が
増
え
て
き
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
、
現
在
、
我
が
国
に
お
け
る
裁
判
制
度
や
運
営
改

善
に
つ
い
て
の
課
題
に
つ
い
て
も
、
そ
の
検
討
に
当
た
っ

て
は
、
外
国
の
裁
判
制
度
や
そ
の
運
営
が
参
考
に
な
る
こ

と
が
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
の
よ
う
な
状
況
，
下
で
、
裁
判
所
職
員
に
外
国
の
司

法
制
度
を
実
際
に
見
聞
し
、
広
い
視
野
と
柔
軟
な
思
考
を

身
に
着
け
る
機
会
を
持
っ
て
も
ら
う
こ
と
は
、
個
々
の
派

遣
者
の
み
な
ら
ず
、
裁
判
所
全
体
に
と
っ
て
も
有
意
義
な

こ
と
で
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
こ
で
、
従
来
か
ら
若
手

職
員
層
を
対
象
と
し
た
裁
判
所
事
務
官
等
在
外
研
究
制
度
〃

等
に
基
づ
い
て
、
一
般
職
の
外
国
出
張
を
実
施
し
て
き
ま

し
た
。
ま
た
、
総
務
庁
主
催
の
「
東
南
ア
ジ
ア
青
年
の
船
」

等
に
も
一
般
職
が
参
加
し
て
い
ま
す
。

今
後
も
、
在
外
研
究
の
趣
旨
に
沿
っ
た
運
用
に
努
め
て

い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
が
、
出
張
者
を
受
け
入
れ
る

側
の
負
担
等
に
も
配
慮
す
る
必
要
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
派

､

八.‐可
▲｡
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手
ノ
ハ
叫
ぶ
基
鐸
李
旬
０
種
セ
ヒ
詞
柄
之
〆
の
ｖ
『
○
訓
３
０
１
１
－
ノ
や
〃
ｒ
６
Ｊ

と
こ
ろ
で
す
。

’

造
の
形
態
や
内
容
に
つ
い
て
も
併
せ
て
検
討
し
て
い
き
た

い
と
考
え
て
い
ま
す
。

１
０
Ａ
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
今
後
の
展
望
に
つ
い
て

″
原
企
画
調
査
部
長
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
な
ど
、
Ｏ
Ａ
シ

ス
テ
ム
に
関
す
る
今
後
の
展
望
に
つ
い
て
お
聞
か
せ
く
だ

き
一
い
◎
永
野
第
一
課
長
直
接
事
件
の
処
理
に
当
た
る
裁
判
部

門
の
充
実
強
化
を
図
る
と
と
も
に
、
事
務
局
部
門
の
効
率

化
を
図
る
観
点
か
ら
、
今
後
と
も
、
Ｏ
Ａ
機
器
を
一
層
活

用
で
き
る
環
境
を
作
り
、
事
務
処
理
全
般
の
効
率
化
を
積

極
的
に
推
進
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

そ
こ
で
昨
年
、
最
高
裁
に
お
い
て
、
裁
判
部
の
充
実

強
化
に
向
け
た
中
長
期
的
な
構
想
に
基
づ
く
Ｏ
Ａ
北
計
画

の
検
討
や
Ｏ
Ａ
機
器
導
入
に
伴
う
サ
ポ
ー
ト
・
研
修
態
勢

の
充
実
を
図
る
た
め
の
態
勢
作
り
と
し
て
、
制
度
調
査
室

の
Ｏ
Ａ
担
当
部
門
に
つ
い
て
係
を
増
設
し
、
制
度
調
査
室

を
主
と
し
て
Ｏ
Ａ
化
を
担
当
す
る
部
署
と
し
ま
し
た
。
今

後
、
こ
の
態
勢
に
よ
っ
て
、
裁
判
所
の
事
務
全
体
を
対
象

と
し
た
総
合
的
、
中
長
期
的
な
Ｏ
Ａ
化
計
画
を
検
討
し
、

事
務
処
理
の
見
直
し
を
踏
ま
え
た
事
務
全
体
の
シ
ス
テ
ム

化
、
情
報
の
共
有
化
、
Ｏ
Ａ
機
器
が
活
用
さ
れ
る
環
境
作

り
を
図
っ
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

こ
う
し
た
観
点
か
ら
、
平
成
一
○
年
度
に
は
、
地
裁
の

民
事
訴
訟
事
件
を
対
象
に
、
事
件
の
受
付
か
ら
終
局
後
の

七
Ｏ
Ａ
機
器
の
活
用
等
に
つ
い
て

L
グー、

／ 1
k‐ ノ を

対
象
と
し
て
実
施
し
て
き
た
と
こ
ろ
へ
両
職
種
間
の
朧
側
α
富
牡
等
ト
ー
間
隔
》
！
〃
！
《
ゞ
！
‐

統
計
処
理
、
記
録
管
理
ま
で
の
手
続
の
流
れ
に
沿
っ
た
裁
こ
う
し
た
部
単
位
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
活
用
の
積
み
重

判
事
務
処
理
の
シ
ス
テ
ム
化
に
関
す
る
検
討
を
行
い
ま
し
ね
が
、
裁
判
事
務
処
理
の
シ
ス
テ
ム
化
と
い
う
庁
全
体
の

た
。
、
具
体
的
に
は
、
東
京
地
裁
、
浦
和
地
裁
及
び
宇
都
宮
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
導
入
に
よ
る
事
務
処
理
の
効
率
化
の
基

地
裁
に
お
い
て
、
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
業
者
に
委
託
し
て
、
盤
と
な
る
も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
こ
れ
ら
を
Ｊ
・
Ｎ
Ｅ

訟
廷
管
理
官
、
書
記
官
等
に
対
す
る
ヒ
ア
リ
ン
グ
等
に
よ
Ｔ
と
い
う
全
国
規
模
で
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
連
携
さ
せ
る

り
実
際
の
事
務
の
状
況
刀
調
査
を
行
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
こ
と
に
よ
り
、
裁
判
所
全
体
で
の
事
務
処
理
の
効
率
化
、

現
在
、
そ
の
結
果
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
民
事
裁
判
事
務
の
情
報
の
共
有
化
を
図
っ
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

シ
ス
テ
ム
化
に
つ
い
て
検
討
を
行
っ
‐
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
２
Ｏ
Ａ
シ
ス
テ
ム
の
導
入
状
況
及
び
活
用
状
況
に
っ

今
後
は
少
参
事
官
室
提
言
の
Ｏ
Ａ
化
の
具
体
化
に
向
け
い
て

て
、
民
事
裁
判
事
務
に
と
ど
ま
ら
ず
、
刑
事
や
、
家
裁
の
原
企
画
調
査
部
長
パ
ソ
コ
ン
の
導
入
を
始
め
と
す
る

裁
判
事
務
全
体
の
シ
ス
テ
ム
化
に
つ
い
て
長
期
的
に
検
討
裁
判
部
に
お
け
る
Ｏ
Ａ
シ
ス
テ
ム
の
導
入
状
況
及
び
活
用

を
進
め
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
状
況
に
つ
い
て
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

こ
う
し
た
作
業
ど
並
行
し
更
平
成
一
○
年
度
に
は
、
永
野
第
一
課
長
平
成
一
○
年
度
に
は
、
全
国
の
高
・

後
に
述
べ
る
と
お
り
、
裁
判
部
へ
の
パ
ソ
コ
ン
等
の
機
器
地
裁
本
庁
及
び
規
模
の
犬
き
い
約
四
○
庁
の
地
裁
支
部
の

の
増
配
布
や
部
単
位
で
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
を
行
い
ま
し
民
事
及
び
刑
事
書
記
官
室
に
、
書
記
官
二
入
に
一
台
の
割

た
が
、
こ
れ
も
、
こ
う
し
た
庁
全
体
の
シ
ス
テ
ム
化
、
ネ
ッ
合
で
ノ
ー
ト
型
パ
ソ
コ
ン
を
整
備
し
、
こ
れ
を
、
既
整
備

ト
ワ
ー
ク
化
を
念
頭
に
置
い
て
そ
の
基
盤
と
な
る
ネ
ッ
の
書
記
官
室
パ
ソ
コ
ン
及
び
裁
判
官
室
パ
ソ
コ
ン
と
簡
易

〆
ｆ

ト
ワ
ー
ク
の
構
築
と
し
て
整
備
を
行
う
も
の
で
す
。
こ
れ
Ｌ
Ａ
Ｎ
で
接
続
Ｌ
、
各
部
で
裁
判
官
室
と
書
記
官
室
に
ょ

に
よ
り
、
モ
デ
ル
部
等
以
外
の
部
に
お
い
て
も
、
Ｏ
Ａ
機
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
環
境
を
構
築
し
ま
し
た
。

器
を
活
用
し
た
書
記
官
の
コ
ー
ト
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
・
ト
事
務
さ
ら
に
、
平
成
九
年
度
か
ら
パ
ソ
コ
ン
実
験
を
行
っ
て

や
裁
判
官
と
書
記
官
と
の
間
の
情
報
交
換
等
が
可
能
と
な
い
た
民
事
モ
デ
ル
部
、
パ
ソ
コ
ン
実
験
部
及
び
一
部
の
刑

、

る
こ
と
か
ら
、
全
庁
に
お
い
て
、
モ
デ
ル
部
等
に
お
け
る
事
部
に
は
八
書
記
官
一
人
一
台
と
な
る
よ
う
ノ
ー
ト
型
パ

裁
判
官
と
書
記
官
と
の
協
働
態
勢
の
在
り
方
や
Ｏ
Ａ
機
器
ソ
コ
ン
を
増
配
布
し
、
調
書
作
成
事
務
も
含
め
た
書
記
官

の
活
用
、
こ
れ
ら
を
背
景
と
し
た
コ
ー
ト
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
事
務
の
パ
ソ
コ
ン
に
よ
る
効
率
化
、
省
力
化
の
検
証
を
行
っ

ト
の
在
り
方
等
を
参
考
と
し
た
取
組
を
深
め
て
い
た
だ
き
て
い
ま
す
。

峠
１
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
機
器
整
備
と
同
時
に
、
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
改

Ⅱ
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Ｉ
ｔ
１
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Ｑ
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良
も
行
い
ま
し
た
。

期
日
進
行
管
理
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
民
事
通
常
事
件
版
）
に

つ
い
て
は
、
平
成
九
年
度
に
、
現
場
の
要
望
等
を
取
り
入

れ
た
改
訂
版
を
開
発
、
配
布
し
ま
し
た
が
、
そ
の
後
の
民

事
モ
デ
ル
実
験
部
等
に
お
け
る
カ
ス
タ
マ
イ
ズ
例
や
各
種

機
能
に
対
す
る
各
庁
か
ら
の
要
望
を
集
約
し
、
・
平
成
二

年
三
月
に
は
更
に
利
用
し
や
す
く
、
現
場
の
要
望
す
る
様
々

な
機
能
を
盛
り
込
ん
だ
同
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
三
訂
版
を
各
部

署
に
配
布
し
ま
し
た
。

期
日
進
行
管
理
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
刑
事
通
常
事
件
版
）
に

つ
い
て
は
、
平
成
八
年
に
配
布
し
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
大
幅

に
改
修
し
、
現
場
の
ニ
ー
ズ
に
応
え
る
改
訂
版
を
平
成
一

一
年
二
月
に
配
布
し
た
と
こ
ろ
で
す
。

家
事
事
件
関
係
に
つ
い
て
は
、
名
古
屋
家
裁
と
福
岡
家

裁
に
お
い
て
、
書
記
官
室
に
ノ
ー
ト
型
パ
ソ
コ
ン
一
台
を

増
配
布
し
、
書
記
官
室
用
パ
ソ
コ
ン
、
裁
判
官
用
パ
ソ
コ

ン
及
び
家
裁
調
査
官
用
パ
ソ
コ
ン
を
簡
易
Ｌ
Ａ
Ｎ
で
結
び
、

各
職
種
間
の
情
報
共
有
の
有
用
性
を
検
証
す
る
と
と
も
に
、

パ
ソ
コ
ン
利
用
に
よ
る
進
行
管
理
の
有
用
性
を
検
証
す
る

た
め
の
実
験
を
開
始
し
て
お
り
、
少
年
事
件
関
係
に
つ
い

て
も
、
仙
台
家
裁
及
び
札
幌
家
裁
に
お
い
て
、
書
記
官
室

に
ノ
ー
ト
型
パ
ソ
コ
ン
を
一
台
増
配
布
し
、
既
存
の
少
年

事
件
処
理
シ
ス
テ
ム
の
Ｌ
Ａ
Ｎ
環
境
を
利
用
し
て
、
家
事

事
件
関
係
と
同
様
の
実
験
を
開
始
し
て
お
り
ま
す
。

簡
裁
に
つ
い
て
は
、
東
京
簡
裁
、
立
川
簡
裁
及
び
市
川

簡
裁
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
書
記
官
室
に
ノ
ー
ト
型
パ
ソ

》
＄
、
込
・
、
凸
Ｏ
Ｕ
Ｇ
Ｉ
■
■
Ｊ
ァ
１
１
、
ａ
Ｇ
■
ｒ
・
Ｐ
Ｋ
、
、
《
Ｉ
ｒ
毎
唾
、
ノ
・
・
も
。
」
ｐ
Ｉ
合
、
‐
Ｌ
Ｏ
Ｐ
二
つ
ｒ
－
１
ｏ
Ｌ
Ｇ
ｏ
宗
・
、
ｌ
〃
言
ロ
令
忙
Ｕ
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－
ド
ｒ
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ｊ
ｕ
ｏ
二
・
ハ
ゴ
ゴ
勘
思
．
〆
一
』
、
。
、
『
Ｊ
訓
川
Ｕ
一
、
Ｊ
ｒ
フ
．
‐
丘
付
入
、
脚
降
。
二
『
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コ
ン
を
設
置
し
、
簡
易
Ｌ
Ａ
Ｎ
環
境
で
パ
ソ
コ
ン
利
用
に

よ
る
期
日
進
行
管
理
の
有
用
性
の
検
証
を
行
っ
て
い
ま
し

た
が
、
そ
の
結
果
を
踏
ま
え
て
、
研
究
係
を
始
め
と
す
る

約
五
○
庁
に
パ
ソ
コ
ン
を
整
備
し
て
簡
易
Ｌ
Ａ
Ｎ
を
構
築

す
る
と
と
曲
ｒ
、
期
日
進
行
管
理
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
簡
裁
・

民
事
訴
訟
事
件
用
）
を
配
布
し
ま
し
た
。

ま
た
、
こ
れ
ら
の
パ
ソ
コ
ン
Ｌ
Ａ
Ｎ
の
ほ
か
に
、
平
成

一
○
年
度
末
に
は
、
高
地
裁
の
訟
廷
事
務
室
に
Ｊ
・
Ｎ
Ｅ

Ｔ
端
末
を
、
家
裁
の
訟
廷
事
務
室
に
訟
廷
パ
ソ
コ
ン
を
整

備
し
ま
し
た
。

加
え
て
、
約
六
○
庁
の
支
部
庶
務
課
に
も
支
部
共
用
の

Ｊ
・
Ｎ
Ｅ
Ｔ
端
末
を
整
備
し
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
裁

判
部
に
お
い
て
も
、
．
Ｊ
・
Ｎ
Ｅ
Ｔ
に
よ
る
通
信
イ
ン
フ
ラ

が
整
備
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
裁
判
部
全
体
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
化
が
進
展
す
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

Ｏ
Ａ
シ
ス
テ
ム
の
活
用
状
況
に
つ
い
て
は
、
民
事
モ
デ

ル
部
を
中
心
と
し
て
、
期
日
進
行
管
理
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
の

活
用
に
よ
り
、
書
記
官
事
務
及
び
事
務
官
事
務
の
効
率
化

が
図
ら
れ
て
お
り
、
書
記
官
の
コ
ー
ト
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト

の
支
援
策
、
廷
吏
法
廷
事
務
の
一
部
を
書
記
官
が
取
り
込

む
に
当
た
っ
て
の
事
務
の
省
力
化
の
方
策
、
裁
判
官
と
書

記
官
の
協
働
態
勢
の
形
成
の
支
援
策
と
し
て
、
有
効
に
機

能
し
て
い
ま
す
。
実
際
、
民
事
モ
デ
ル
部
の
書
記
官
の
実

感
と
し
て
、
「
書
記
官
事
務
の
効
率
化
に
と
っ
て
Ｏ
Ａ
機

器
の
利
用
は
不
可
欠
で
あ
る
。
」
、
「
も
は
や
パ
ソ
コ
ン
が

な
け
れ
ば
仕
事
に
な
ら
な
い
状
態
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
」
、

ｉ
口

I

１
１
１ト

ワ
ー
ク
を
通
じ
て
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
訴
訟
進
行
上
の
情

一

ｆ

報
を
共
有
す
る
工
夫
が
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
報
告

ｑ
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Ｆ
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０
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０
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Ｂ
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ゴ
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へ
忌
筒
彊
首
傳
牛
反
更
γ
Ⅲ

「
パ
ソ
コ
ン
及
び
期
日
進
行
管
理
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
事
件

管
理
の
た
め
、
な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
な
っ
て
い

る
。
」
と
い
っ
た
報
告
が
さ
れ
て
い
ま
す
心

↓
本
年
一
月
に
、
「
モ
デ
ル
実
験
部
に
お
け
る
Ｏ
Ａ
機
器

の
活
用
参
考
事
例
等
に
つ
い
て
」
を
配
布
し
ま
し
た
の
で
、

そ
れ
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
が
、
そ
の

要
点
は
次
の
と
お
り
で
す
。

ま
ず
、
①
書
記
官
の
コ
ー
ト
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
に
関
し

て
は
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
利
用
し
て
訴
状
の
送
達
の
な
い
事

件
や
準
備
書
面
等
の
提
出
の
な
い
事
件
を
検
索
し
、
例
え

ば
、
提
出
期
限
の
三
日
前
に
督
促
を
行
う
な
ど
期
日
間
準

備
が
励
行
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
受
事
件
番
号
、

期
日
、
当
事
者
名
か
ら
の
検
索
に
よ
り
、
当
事
者
か
ら
の

進
行
状
況
の
照
会
に
効
率
的
に
回
答
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ

た
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。
判
例
マ
ス
タ
ー
に
つ
い

て
も
、
裁
判
官
及
び
書
記
官
が
、
随
時
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

上
で
自
分
の
パ
ソ
コ
ン
か
ら
利
用
で
き
る
設
定
を
行
い
、

書
記
官
も
積
極
的
に
判
例
の
調
査
を
行
う
よ
う
に
な
っ
て

い
ま
す
。

ま
た
、
②
裁
判
官
と
書
記
官
の
協
働
態
勢
の
形
成
と
い

う
観
点
か
ら
は
、
裁
判
官
と
書
記
官
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
接

し
た
訴
訟
進
行
上
の
情
報
を
、
各
自
の
パ
ソ
コ
ン
か
ら
プ

ロ
グ
ラ
ム
の
事
件
ご
と
の
メ
モ
欄
に
随
時
入
力
す
る
こ
と
・

に
よ
り
、
裁
判
官
パ
ソ
コ
ン
と
書
記
官
室
パ
ソ
コ
ン
の
ネ
ッ

。
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０
０
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０
Ｄ
Ｄ
Ｉ
Ｂ
０
‐
卜
６
０
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に
よ
れ
ば
、
裁
判
官
か
ら
は
、
事
件
の
ス
ト
ー
リ
ー
、
争
手
書
き
で
の
帳
簿
作
成
を
省
略
し
て
い
る
例
も
多
数
報
告

点
、
進
行
の
方
針
の
考
え
方
、
争
点
整
理
の
状
況
、
和
解
さ
れ
て
い
ま
す
。

の
状
況
、
次
回
の
予
定
や
見
通
し
等
が
入
力
さ
れ
、
書
記
３
０
Ａ
研
修
の
現
状
と
今
後
の
課
題

官
か
ら
は
、
送
達
に
関
す
る
状
況
や
、
電
話
連
絡
等
の
方
原
企
画
調
査
部
長
Ｏ
Ａ
研
修
の
現
状
と
今
後
の
課
題

法
で
収
集
し
た
事
件
の
進
行
や
和
解
の
希
望
に
関
す
る
情
に
つ
い
て
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

報
が
入
力
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
訴
状
審
査
、
準
備
書
面
や
永
野
第
一
課
長
世
の
中
の
情
報
処
理
機
器
の
急
速
な

証
拠
の
検
討
の
結
果
に
基
づ
き
、
書
記
官
の
事
件
の
内
容
普
及
や
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
の
動
き
を
踏
ま
え
て
、
こ
こ
数

や
進
行
に
関
す
る
意
見
も
入
力
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
年
、
裁
判
所
に
お
け
る
Ｏ
Ａ
化
も
著
し
く
進
展
し
て
い
ま

う
に
入
力
さ
れ
た
訴
訟
進
行
上
の
情
報
は
、
一
日
の
全
事
す
。

件
に
つ
い
て
一
覧
表
の
形
式
で
印
刷
さ
れ
、
弁
論
開
始
前
平
成
一
○
年
度
に
高
地
裁
の
書
記
官
室
に
ノ
ー
ト
型
パ

の
裁
判
官
と
書
記
官
の
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
の
際
の
資
料
と
し
ソ
コ
ン
を
増
配
布
し
、
裁
判
官
パ
ソ
コ
ン
と
の
簡
易
Ｌ
Ａ

て
利
用
さ
れ
て
お
り
、
裁
判
官
と
書
記
官
が
当
日
の
全
事
Ｎ
を
導
入
し
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
機
器
の
利
用
の
定
着
を

件
の
進
行
予
定
等
に
つ
い
て
完
全
に
共
通
の
認
識
を
持
つ
《
図
る
こ
と
が
今
後
の
展
開
に
と
っ
て
極
め
て
重
要
で
あ
る

て
訴
訟
に
臨
む
態
勢
が
執
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
Ｏ
Ａ
研
修
の
必
要
性
は
以
前
に
も
増
し
て
高

裁
判
官
か
ら
書
記
官
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
書
記
官
か
ら
裁
ま
っ
て
い
る
も
の
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

判
官
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
あ
い
ま
っ
て
協
働
態
勢
が
形
成
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
平
成
一
○
年
度
に
は
ハ
書
記

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
官
研
修
所
に
お
い
て
、
情
報
処
理
に
関
す
る
基
礎
的
知
識

さ
ら
に
、
③
事
務
の
省
力
化
の
例
と
し
て
は
、
プ
ロ
グ
を
付
与
し
、
機
器
の
基
礎
的
操
作
方
法
及
び
各
庁
に
配
布

ラ
ム
を
利
用
し
て
、
出
頭
カ
ー
ド
や
開
廷
表
の
作
成
へ
送
さ
れ
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
の
操
作
方
法
を
習
得
さ
せ
る
こ
と

達
の
た
め
の
封
筒
の
あ
て
名
書
き
、
係
別
の
終
局
事
由
別
を
目
的
と
し
た
情
報
処
理
研
修
を
三
回
実
施
し
、
そ
れ
ぞ

既
済
件
数
、
係
別
新
受
件
数
の
集
計
を
行
う
こ
と
に
よ
り
れ
少
額
訴
訟
法
廷
用
パ
ソ
コ
ン
、
期
日
進
行
管
理
プ
ロ
グ

省
力
化
を
図
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。
加
え
て
、
ラ
ム
（
刑
事
通
常
事
件
版
）
及
び
期
日
進
行
管
理
プ
ロ
グ

プ
ロ
グ
ラ
ム
が
期
日
簿
や
担
当
簿
の
機
能
を
果
た
す
こ
と
ラ
ム
（
民
事
通
常
事
件
版
）
の
各
庁
に
お
け
る
指
導
者
養

か
ら
、
自
庁
通
達
を
改
正
し
て
、
担
当
簿
や
期
日
簿
等
の
成
を
主
眼
と
し
た
も
の
と
し
ま
し
た
。

任
意
帳
簿
の
作
成
を
省
略
し
た
り
、
こ
れ
ら
の
帳
簿
を
プ
ま
た
、
養
成
部
研
修
に
お
い
て
も
、
、
パ
ソ
コ
ン
に
つ
い

ロ
グ
ラ
ム
か
ら
出
力
さ
れ
る
帳
票
に
代
え
る
こ
と
に
よ
り
、
て
の
基
礎
的
知
識
の
全
般
的
な
か
さ
上
げ
を
図
る
ほ
か
、
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期
日
進
行
管
理
プ
ロ
グ
ー
ヲ
ム
（
民
事
通
常
事
件
版
及
び
刑

事
通
常
事
件
版
）
の
操
作
研
修
を
実
施
し
ま
し
た
。
平
成

二
年
度
か
ら
は
へ
書
記
官
基
礎
研
修
に
お
い
て
も
、
課

外
講
習
と
し
て
、
同
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
操
作
講
習
を
実
施
し

て
い
ま
す
。
〃

加
え
て
、
研
修
効
果
を
高
め
る
環
境
を
整
備
す
る
意
味

か
ら
、
平
成
一
○
年
度
末
に
、
書
記
官
研
修
所
の
Ｏ
Ａ
教

室
の
研
修
生
用
パ
ソ
コ
ン
を
更
新
す
る
と
と
も
に
、
台
数

を
二
四
台
か
ら
三
六
台
に
増
設
し
ま
し
た
。

も
っ
と
も
、
書
記
官
研
修
所
に
お
け
る
Ｏ
Ａ
研
修
へ
の

参
加
に
は
限
り
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
を
補
い
、
橋
渡

し
と
な
る
形
で
の
高
裁
ブ
ロ
ッ
ク
研
修
や
高
裁
に
整
備
し

た
研
修
用
パ
ソ
コ
ン
や
既
配
布
の
機
器
を
利
用
し
た
各
庁

・
に
お
け
る
Ｏ
Ｊ
Ｔ
や
自
庁
研
修
が
ま
す
ま
す
重
要
に
な
っ

て
く
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
中
央

研
修
に
お
い
て
は
、
自
庁
研
修
で
指
導
者
と
し
て
活
躍
し

得
る
者
の
養
成
を
主
眼
と
し
た
研
修
の
実
施
に
力
点
を
置

い
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
平
成
二
年
度
に
お
い
て
は
、

従
前
の
五
日
間
の
期
間
を
一
○
日
間
に
延
長
し
て
、
期
日

進
行
管
理
プ
ロ
グ
ラ
ム
や
Ｊ
・
Ｎ
Ｅ
Ｔ
端
末
を
各
庁
に
お

い
て
円
滑
に
利
用
す
る
上
で
必
要
と
な
る
知
識
や
技
能
を

習
得
す
る
た
め
の
科
目
と
と
も
に
、
こ
の
研
修
の
参
加
者

が
職
場
で
パ
ソ
コ
ェ
等
の
操
作
方
法
に
つ
い
て
指
導
す
る

上
で
必
要
な
指
導
技
法
に
関
す
る
科
目
を
設
け
て
、
よ
り

実
践
的
で
充
実
し
た
内
容
で
実
施
す
る
予
定
で
す
。

ー

－
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１
１
１

１

１
倒
産
法
制
の
見
直
し

原
企
画
調
査
部
長
倒
産
法
制
の
見
直
し
に
関
す
る
最

近
の
動
向
に
つ
い
て
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

増
田
参
事
官
昨
年
以
降
の
状
況
を
簡
単
に
説
明
し
た

い
と
思
い
ま
す
。

昨
年
七
月
か
ら
法
制
審
議
会
倒
産
法
部
会
で
の
審
議
が

再
開
さ
れ
ま
し
た
が
、
九
月
に
入
り
、
新
聞
報
道
等
で
御

承
知
の
と
お
り
、
い
わ
ゆ
る
中
小
企
業
を
主
た
る
対
象
と

し
た
新
再
建
型
手
続
に
つ
い
て
の
法
整
備
が
早
ま
る
こ
と

と
な
っ
た
た
め
に
、
現
在
か
法
案
の
年
内
の
国
会
へ
．
の
提

出
を
目
指
し
て
、
急
ピ
ッ
チ
で
作
業
が
進
め
ら
れ
て
い
る

〕
と
こ
ろ
で
す
℃
そ
こ
で
、
法
制
審
議
会
で
は
、
本
年
一
月

ま
で
、
破
産
手
続
、
新
再
建
型
手
続
、
個
人
債
務
者
更
生

手
続
、
国
際
倒
産
に
関
す
る
規
定
の
整
備
等
、
倒
産
法
制

全
般
に
関
す
る
審
議
が
行
わ
れ
ま
し
た
が
、
三
月
以
降
は

新
再
建
型
手
続
に
焦
点
を
絞
っ
た
形
で
審
議
が
進
め
ら
れ

て
い
ま
す
。
本
年
四
月
に
示
さ
れ
た
法
務
省
の
要
綱
案
に

よ
れ
ば
、
新
再
建
型
手
続
は
債
務
調
整
手
続
と
い
う
仮
称

が
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
債
務
調
整
手
続
は
、
従
来

か
ら
実
効
性
に
問
題
が
あ
る
と
の
指
摘
を
受
け
て
い
た
和

議
手
続
に
代
わ
る
も
の
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
ま
す

が
、
会
社
更
生
手
続
や
会
社
整
理
手
続
的
な
要
素
も
盛
り

，

込
ま
れ
た
内
容
と
な
っ
て
い
ま
す
。

八
書
記
官
事
務
に
関
す
る
最
近
の
動
向
等
に
つ
い

て
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０
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今
回
の
要
綱
試
案
で
示
さ
れ
て
い
る
特
色
と
し
て
は
、

①
和
議
の
開
始
原
因
ボ
破
産
原
因
と
同
一
で
あ
っ
た
点
を

改
め
、
破
産
原
因
が
生
じ
る
前
の
時
点
で
の
手
続
開
始
を

可
能
な
も
の
と
し
て
い
る
こ
と
、
②
計
画
案
：
提
出
時
期

を
弾
力
化
し
て
い
る
こ
と
、
③
債
権
者
の
権
利
行
使
を
包

括
的
に
禁
止
す
る
保
全
処
分
を
用
意
罰
３
な
ど
、
再
建
の

た
め
の
措
置
を
強
化
し
て
い
る
こ
と
、
④
手
続
開
始
後
も

債
務
者
の
管
理
処
分
権
を
原
則
と
し
て
維
持
し
つ
つ
、
必

要
に
応
じ
調
査
監
督
等
の
た
め
の
期
間
（
調
査
委
員
§
監

督
委
員
、
管
財
人
等
Ｉ
い
ず
れ
も
仮
称
）
を
選
任
す
る
も

の
と
し
て
い
る
こ
と
、
⑤
監
督
委
員
等
に
よ
る
債
務
者
の

計
画
の
履
行
：
監
督
や
７
調
整
再
建
）
計
画
に
執
行
力

を
認
め
る
な
ど
、
債
務
者
の
計
画
の
履
行
を
確
保
す
る
手

段
を
強
化
し
て
い
る
こ
と
等
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
が
、
い
ず

れ
も
和
議
法
に
お
い
て
、
問
題
と
さ
れ
て
い
た
あ
る
い
は

不
足
し
て
い
た
点
に
つ
い
て
、
法
的
な
整
備
を
加
え
よ
う

と
す
る
も
の
で
す
。
ま
た
、
こ
の
要
綱
案
に
よ
る
と
、
法

律
に
定
め
る
事
項
の
ほ
か
必
要
な
事
項
は
、
最
高
裁
判
所

規
則
で
定
め
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
債
務
調
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整
手
続
の
整
備
は
緊
急
を
要
す
る
と
の
認
識
の
下
で
立
法

作
業
が
進
め
ら
れ
て
い
る
た
め
、
法
制
審
議
会
で
の
審
議

と
並
行
し
て
最
高
裁
判
所
規
則
の
在
り
方
に
つ
い
て
も
、

実
質
的
な
議
論
を
行
う
こ
と
と
し
、
本
年
四
月
二
八
日
に

第
一
回
民
事
規
則
制
定
諮
問
委
員
会
幹
事
会
が
開
催
さ
れ

た
と
こ
ろ
で
す
。

法
制
審
識
会
あ
る
い
は
規
則
制
定
諮
問
委
員
会
幹
事
会

で
は
、
書
記
官
事
務
に
関
わ
る
事
項
と
し
て
、
管
財
業
務

の
監
督
に
関
す
る
事
務
や
事
実
の
調
査
事
務
な
ど
事
件
の

進
行
管
理
事
務
の
書
記
官
権
限
化
や
、
債
権
調
査
ｊ
結
果

の
債
権
者
表
へ
の
記
載
と
い
っ
た
従
前
裁
判
所
の
権
限
と

さ
れ
て
い
た
事
項
の
書
記
官
権
限
化
等
に
つ
い
て
も
議
論

が
行
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
新
た
に
法

制
化
さ
れ
る
債
務
調
整
手
続
に
お
い
で
も
書
記
官
の
役
割

と
い
う
も
の
は
、
従
前
に
も
増
し
て
期
待
さ
れ
て
い
る
と

言
え
る
と
思
い
ま
す
。

倒
産
事
件
は
、
書
記
官
が
主
体
的
か
つ
積
極
的
に
事
件

処
理
に
関
与
し
、
コ
ー
ト
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
の
先
駆
者
的

役
割
を
果
た
し
て
き
た
分
野
で
あ
り
ま
す
の
で
、
こ
の
よ

う
な
実
務
実
績
や
民
事
訴
訟
法
を
は
じ
め
と
す
る
こ
れ
ま

で
の
法
改
正
に
お
け
る
書
記
官
権
限
の
拡
大
の
流
れ
を
踏

ま
え
て
、
最
高
裁
と
し
て
も
で
き
る
限
り
書
記
官
の
意
見

が
反
映
さ
れ
る
よ
う
努
め
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

２
執
行
・
破
産
事
件
の
増
加
に
伴
う
書
記
官
事
務
の
、

対
応
状
況

原
企
画
調
査
部
長
執
行
、
破
産
事
件
増
加
に
対
処
す

一＊
一一 一一－1
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が
、
会
社
更
生
手
続
や
会
社
整
理
手
続
的
な
要
素
も
盛
り

込
ま
れ
た
内
容
と
な
っ
て
い
ま
す
。

る
た
め
の
対
策
に
つ
い
て
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。
一
方
、
破
産
事
件
に
つ
い
て
見
て
み
ま
す
と
、
景
気
の
し
て
き
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

増
田
参
事
官
御
承
知
の
と
お
り
、
バ
ブ
ル
崩
壊
に
よ
低
迷
に
伴
っ
て
平
成
八
年
度
か
ら
事
件
の
急
増
が
見
ら
れ
執
行
、
破
産
事
件
の
い
ず
れ
に
つ
い
て
も
、
職
員
配
置

る
経
済
不
況
に
よ
り
、
平
成
三
年
以
降
，
大
都
市
部
の
裁
た
と
こ
ろ
で
す
が
、
平
成
一
○
年
度
は
、
件
数
に
し
て
約
の
見
直
し
は
も
と
よ
り
、
事
件
が
急
増
し
た
庁
に
対
す
る

判
所
を
中
心
に
民
事
執
行
事
件
の
増
加
傾
向
が
続
い
て
お
‐
二
万
一
○
○
○
件
で
あ
り
、
平
成
八
年
度
に
比
べ
新
受
必
要
な
人
的
手
当
て
と
し
て
、
本
年
度
も
昨
年
度
に
引
き

り
、
不
動
産
執
行
事
件
に
つ
い
て
見
ま
す
と
、
新
受
件
数
件
数
が
一
・
八
倍
と
引
き
続
き
増
加
し
＄
未
済
も
六
万
七
続
き
、
東
京
地
裁
な
ど
大
都
市
及
び
周
辺
部
の
裁
判
所
を

は
、
平
成
二
年
に
は
約
四
万
一
○
○
○
件
で
あ
っ
た
も
の
○
○
○
件
と
急
激
に
増
加
し
て
い
る
状
況
で
す
。
自
然
人
中
心
と
し
て
、
執
行
、
破
産
部
門
の
処
理
態
勢
の
充
実
強

が
、
平
成
一
○
年
に
は
約
七
万
九
○
○
○
件
と
一
・
九
倍
の
自
己
破
産
の
増
加
に
加
え
い
平
成
九
年
度
こ
ろ
か
ら
大
化
を
図
る
た
め
、
書
記
官
等
の
大
幅
な
人
員
の
手
当
て
を

に
な
り
、
未
済
件
数
は
、
平
成
二
年
に
は
約
五
万
九
○
○
規
模
な
企
業
倒
産
事
性
が
増
加
し
つ
つ
あ
る
上
、
倒
産
法
行
い
ま
し
た
。

○
件
で
あ
っ
た
も
の
が
、
平
成
一
○
年
に
は
約
一
二
万
九
制
の
改
正
作
業
の
進
行
と
あ
い
ま
っ
て
、
倒
産
法
制
の
在
ま
た
、
こ
う
し
た
人
的
手
当
て
に
加
え
、
民
事
執
行
事

○
○
○
件
と
二
・
二
倍
に
上
っ
て
お
り
ま
す
・
各
庁
の
努
り
方
が
景
気
対
策
に
関
わ
る
課
題
で
あ
る
と
い
う
見
方
が
件
に
つ
い
て
は
、
外
部
へ
の
委
託
が
可
能
な
業
務
を
外
部

力
の
努
力
に
よ
っ
て
、
既
済
事
件
も
着
実
に
増
加
し
て
は
さ
れ
て
き
て
い
る
こ
と
か
ら
、
近
時
、
執
行
事
件
に
劣
ら
委
託
し
、
執
行
事
件
の
処
理
態
勢
を
充
実
強
化
す
る
方
策

い
る
と
こ
ろ
で
す
が
、
平
成
一
○
年
度
は
、
新
受
事
件
が
ず
社
会
的
関
心
が
高
く
、
急
激
に
増
加
し
た
破
産
事
件
の
も
執
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

既
済
事
件
を
上
回
り
、
未
済
事
件
が
増
加
す
る
結
果
と
な
っ
処
理
が
滞
れ
ば
へ
裁
判
所
全
体
の
姿
勢
が
問
わ
れ
る
こ
と
．
以
上
の
よ
う
に
、
事
務
処
理
態
勢
等
の
整
備
、
充
実
、

て
し
ま
い
ま
し
た
。
に
も
な
り
か
ね
ま
ぜ
ん
。
Ｏ
Ａ
化
に
よ
る
事
務
の
効
率
化
と
と
も
に
、
人
的
手
当
て

今
後
も
、
金
融
機
関
に
よ
る
不
良
債
権
処
理
の
動
向
い
こ
う
し
た
事
態
に
適
切
に
対
処
す
る
た
め
、
不
動
産
執
に
よ
る
執
務
態
勢
の
充
実
を
図
る
こ
と
に
よ
り
、
滞
留
し

か
ん
に
よ
っ
て
は
、
更
に
新
受
件
数
の
増
加
が
予
想
さ
れ
行
事
件
に
関
し
て
は
、
事
務
分
配
の
見
直
し
、
執
行
官
及
て
い
る
未
済
事
件
の
処
理
に
全
力
を
挙
げ
て
い
る
と
こ
ろ

る
と
こ
ろ
で
す
。
ぴ
評
価
人
候
補
者
の
増
員
等
に
よ
る
事
務
処
理
態
勢
の
強
で
す
が
、
今
後
の
事
件
の
動
向
に
つ
い
て
十
分
な
注
意
を

ど
こ
ろ
で
、
現
在
の
経
済
不
況
を
打
開
す
る
た
め
に
は
、
化
３
事
務
処
理
方
法
の
改
善
、
競
売
の
特
殊
性
を
考
慮
し
払
う
と
と
も
に
、
執
行
事
件
及
び
破
産
事
件
が
更
に
急
増

不
良
債
権
の
実
質
処
理
と
不
動
産
取
引
の
再
活
性
化
を
図
た
市
場
の
ニ
ー
ズ
に
合
っ
た
最
低
売
却
価
額
の
決
定
や
ィ
す
る
よ
う
な
事
態
に
な
れ
ば
、
必
要
に
応
じ
て
的
確
な
対

る
こ
と
が
重
要
な
課
題
と
さ
れ
、
各
界
か
ら
、
様
々
な
制
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
な
ど
広
告
媒
体
の
拡
大
等
に
よ
る
応
策
を
検
討
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

度
改
革
の
提
言
を
含
め
、
不
動
産
執
行
事
件
の
更
な
る
迅
売
却
率
の
向
上
等
の
事
務
処
理
の
在
り
方
の
見
直
し
を
重
３
成
年
後
見
制
度
及
び
少
年
法
改
正
を
め
ぐ
る
最
近

速
、
円
滑
化
等
が
要
請
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
平
視
し
、
こ
れ
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
の
動
向

成
一
○
年
一
○
月
に
は
、
議
員
立
法
に
よ
り
不
良
債
権
処
破
産
事
件
に
つ
．
い
て
も
、
事
務
処
理
態
勢
及
び
事
務
処
原
企
画
調
査
部
長
成
年
後
見
制
度
及
び
少
年
法
改
正

理
を
迅
速
に
行
う
た
め
、
民
事
執
行
法
が
一
部
改
正
さ
れ
理
手
続
の
整
備
、
充
実
を
図
り
、
手
続
を
分
か
り
や
す
ぐ
を
め
ぐ
る
最
近
の
動
向
に
つ
い
て
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

る
な
ど
、
国
民
の
執
行
事
件
処
理
に
対
す
る
注
目
と
期
待
説
明
し
た
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
の
配
布
や
パ
ソ
コ
ン
・
フ
ァ
ク
増
田
参
事
官
成
年
後
見
制
度
に
つ
い
て
述
べ
さ
せ
て

は
、
ま
す
ま
す
大
き
く
、
か
つ
厳
し
く
な
っ
て
い
ま
す
。
シ
ミ
リ
の
配
布
等
Ｏ
Ａ
化
に
よ
る
事
務
の
効
率
化
を
推
進
い
た
だ
き
ま
す
と
、
現
在
、
我
が
国
の
社
会
の
高
齢
化
は

ｒ

ヘ
ノ
ｌ
ジ

筏
ぽ
い
一
正
肱
屠
茸
電
Ｈ
〃
‐
＃
，
Ｘ
４
ａ
っ
一
７
’
４
一
一
Ｊ
Ｉ
：

規
則
で
定
め
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
債
務
調
↓
原
企
画
調
査
部
長

１
１
１
１

■
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、
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■
０
万
ｈ

■
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ｐ
Ｇ
４
‐
ｌ
ｌ
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ｂ
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０
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■
４
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Ｏ
Ｙ
日
■
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■
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■
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」
■
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８
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１
。
■
写
。
§
凸
■
■
■
ｇ
■
■
二
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９
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事
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に
対
処
すＩ

ｌ
Ｉ
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ｌ
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Ｉ
８
■
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急
速
に
進
ん
で
お
り
、
高
齢
社
会
に
ふ
さ
わ
し
い
社
会
シ

ス
テ
ム
を
作
る
こ
と
は
、
我
が
国
の
緊
急
の
課
題
で
あ
り
、

痴
呆
性
高
齢
者
の
増
加
に
ど
う
対
応
し
て
い
く
か
は
切
実

な
問
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
知
的
障
害
者
１
精
神

障
害
者
等
の
権
利
擁
護
に
つ
い
て
も
、
地
方
自
治
体
等
に

よ
る
各
種
取
組
が
な
さ
れ
て
お
り
、
障
害
者
福
祉
の
充
実

の
必
要
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

こ
の
よ
う
な
高
齢
社
会
へ
の
対
応
と
障
害
者
福
祉
の
充

実
に
つ
い
て
の
社
会
的
要
請
の
高
ま
り
を
背
景
と
し
て
、

成
年
後
見
制
度
に
関
す
る
法
律
の
改
正
作
業
が
行
わ
れ
て

い
る
と
こ
ろ
で
す
ｑ
平
成
二
年
二
月
一
六
日
の
法
制
審

議
会
総
会
で
は
、
成
年
後
見
制
度
の
改
正
を
柱
と
す
る

「
民
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
要
綱
」
を
決
定
し
、

同
日
法
務
大
臣
に
答
申
さ
れ
、
答
申
に
基
づ
く
法
律
案
が

三
月
一
五
日
国
会
に
上
程
さ
れ
て
、
現
在
審
議
さ
れ
て
い

る
と
こ
ろ
で
す
。
改
正
法
は
平
成
一
二
年
四
月
一
日
か
ら

施
行
が
予
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

最
高
裁
で
は
、
改
正
法
の
施
行
に
伴
い
必
要
と
な
る
家

事
審
判
規
則
及
び
特
別
家
事
審
判
規
則
の
改
正
作
業
を
進

め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
，
こ
こ
で
は
、
本
人
の
精
神
の

状
況
に
つ
い
て
の
判
定
方
法
、
本
人
の
陳
述
聴
取
、
審
判

の
告
知
、
新
し
い
後
見
登
記
制
度
に
関
す
る
嘱
託
手
続
等

に
つ
い
て
規
定
を
置
く
こ
と
と
な
り
ま
す
が
、
本
人
の
自

己
決
定
を
尊
重
し
つ
つ
、
「
使
い
や
す
い
制
度
を
目
指
す
と

い
う
今
回
の
法
改
正
の
方
向
に
沿
っ
た
も
の
と
な
る
よ
う

な
検
討
が
進
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

I

１
１
１

１
１
１
１
１

新
た
な
成
年
後
見
制
度
に
お
け
る
書
記
官
事
務
に
つ
い

て
は
、
例
え
ば
、
従
前
、
事
件
本
人
の
精
神
状
況
に
よ
っ

て
二
類
型
で
あ
っ
た
も
の
が
、
補
助
類
型
と
い
う
新
た
な

類
型
が
創
設
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
三
つ
の
い
ず
れ
の
類

型
で
申
立
て
を
促
す
べ
き
か
と
い
っ
た
受
付
時
に
お
け
る

適
切
な
振
り
分
け
を
行
っ
た
り
、
任
意
後
見
制
度
の
創
設

に
伴
っ
て
、
登
記
さ
れ
た
任
意
後
見
契
約
等
の
有
無
の
調

査
を
す
る
こ
と
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
す
。
こ
れ

ら
は
、
い
ず
れ
も
事
前
準
備
、
進
行
管
理
事
務
と
し
て
書

記
官
が
果
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
ま

す
。
ま
た
、
現
在
の
後
見
監
督
に
加
え
、
補
佐
類
型
及
び

補
助
類
型
並
び
に
任
意
後
見
類
型
に
お
い
て
も
監
督
事
務

が
実
施
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
家
庭
裁
判
所
が
こ
れ

ら
の
監
督
事
務
を
適
正
迅
速
に
行
う
た
め
に
は
、
書
記
官

に
お
け
る
進
行
管
理
事
務
が
重
要
と
な
り
ま
す
。
す
な
わ

ち
、
こ
れ
ら
の
監
督
事
務
が
事
件
本
人
の
身
上
監
護
に
関

す
る
も
の
だ
け
で
な
く
、
財
産
管
理
に
関
す
る
も
の
も
あ

る
こ
と
か
ら
も
書
記
官
が
積
極
的
に
関
与
す
る
場
合
が
多

く
な
る
と
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
裁
判
官
と
の
協

働
は
も
と
よ
り
、
家
裁
調
査
官
と
の
連
携
を
積
極
的
に
図
っ

て
、
進
行
管
理
事
務
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
る

と
こ
ろ
で
す
。

次
に
少
年
法
改
正
に
つ
い
て
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

す
。
法
制
審
議
会
第
三
一
五
回
会
議
が
平
成
二
年
一
月
二

一
日
に
開
催
さ
れ
、
少
年
法
部
会
長
か
ら
、
同
部
会
で
の

０

日

■

○

口

、

■

〃

↓
』
に
沿
っ
て
研
究
が
行
わ
れ
、

ｊ■
Ⅱ
Ｐ
。
ザ
６
８
日
■
〃
●
●
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Ｏ
Ｇ
ゆ
●
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ご
ロ
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ｑ
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申
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■
告
０
５

参
事
官
室
提
言
の
具
体
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０
０
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Ｉ
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Ｉ

１
ノ
く
ち
一
二
月
に
、
各
高
等
裁
判
所
で
家
裁
首
席
・
次
席
書

凸

■

■

６

．

■

■

４

口

ｐ

ｊ

Ｕ

審

議

経

過

及

び

結

果

に

つ

い

て

報

告

さ

れ

た

後

、

「

少

年

審
判
に
お
け
る
事
実
認
定
手
続
の
一
層
の
適
正
化
を
図
る

た
め
の
少
年
法
の
整
備
等
に
関
す
る
要
綱
骨
子
」
が
採
択

さ
れ
、
同
日
、
法
務
大
臣
に
答
申
が
さ
れ
、
そ
の
後
、
法

務
省
が
具
体
的
な
立
法
作
業
に
入
り
、
三
月
一
○
日
、

「
少
年
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
」
が
国
会
に
提

出
さ
れ
ま
し
た
。

今
回
の
改
正
の
要
点
は
、
少
年
法
の
一
部
改
正
に
つ
い

て
は
、
少
年
審
判
に
お
け
る
事
実
認
定
手
続
の
一
層
の
適

正
化
を
図
る
た
め
、
①
検
察
官
及
び
弁
護
士
た
る
付
添
人

が
関
与
し
た
審
理
の
導
入
、
②
観
護
措
置
期
間
の
延
長
、

③
検
察
官
に
対
す
る
事
実
認
定
及
び
法
令
の
適
用
に
関
す

る
抗
告
権
の
付
与
、
④
保
護
処
分
終
了
後
に
お
け
る
救
済

手
続
の
整
備
等
の
措
置
を
講
じ
る
も
の
で
す
。
ま
た
、
裁

判
所
法
の
一
部
改
正
に
つ
い
て
は
、
家
裁
で
取
り
扱
う
少

年
審
判
及
び
家
事
審
判
並
び
に
そ
Ｚ
他
の
裁
判
に
裁
定
合

議
制
度
を
導
入
す
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
少
年
事
件
は
、
刑
事
事
件
に
お
け
る
起
訴

状
一
本
主
義
と
は
異
な
り
、
予
断
排
除
の
原
則
が
な
い
こ

と
か
ら
、
審
判
期
日
の
前
後
を
問
わ
ず
書
記
官
が
情
報
の

収
集
管
理
を
行
い
、
そ
れ
を
的
確
に
裁
判
官
や
家
裁
調
査

官
に
伝
達
し
て
情
報
の
共
有
を
図
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、

書
記
官
に
よ
る
思
い
切
っ
た
進
行
管
理
事
務
が
行
え
る
土

壌
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
今
回
の
改
正
に
お
い
て
、

検
察
官
関
与
の
手
続
が
導
入
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
場
合

で
も
変
わ
る
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
、
書
記
官

圭一 二二 三二一二二二三二三二二
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』
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１
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〃
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〃
１
１
４
・
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な
検
討
が
進
め
ら
れ
て
い
ろ
と
こ
ろ
で
す
。

に
よ
る
積
極
的
な
進
行
管
理
事
務
が
よ
り
重
要
に
な
っ
て
趣
旨
に
沿
っ
て
研
究
が
行
わ
れ
、
参
事
官
室
提
言
の
具
体

く
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
例
え
ば
、
、
少
年
保
護
事
件
に
検
化
に
向
け
た
検
討
が
更
に
進
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

察
官
が
関
与
す
る
こ
と
と
な
る
と
、
事
件
関
係
者
は
、
家
こ
れ
ら
の
研
究
部
等
で
の
取
組
状
況
や
成
果
に
つ
い
て
は

裁
調
査
官
、
検
察
官
及
び
付
添
人
と
な
り
、
更
に
合
議
事
昨
年
度
に
引
き
続
き
、
各
種
の
協
議
会
や
研
究
会
等
を
通

件
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
裁
判
官
が
二
名
加
わ
る
こ
と
じ
て
還
元
し
て
い
く
こ
と
を
検
討
し
て
い
ま
す
の
で
、
各

に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
観
護
措
置
期
間
が
延
長
さ
れ
た
と
庁
、
各
部
に
お
け
る
取
組
に
反
映
さ
せ
る
な
ど
し
て
も
ら

は
い
え
、
二
一
週
間
と
い
う
時
間
的
な
制
限
が
あ
り
ま
す
。
い
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
、
適
正
迅
速
な
審
判
手
続
を
行
う
刑
事
事
件
に
つ
い
て
は
、
本
年
一
○
月
か
ら
平
成
一
二

た
め
に
は
、
記
録
の
管
理
事
務
一
つ
と
っ
て
も
、
全
体
的
年
一
月
に
、
各
高
等
裁
判
所
で
刑
事
審
理
充
実
事
務
研
究

な
審
理
手
続
を
見
据
え
た
上
で
の
よ
り
計
画
的
か
つ
効
率
会
の
開
催
を
予
定
し
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
は
、
刑
事
研
究

的
に
処
理
す
る
こ
と
が
書
記
官
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
部
に
お
け
る
研
究
結
果
等
も
踏
ま
え
て
、
刑
事
事
件
に
お

り
ま
す
℃
，
け
る
審
理
充
実
事
務
の
在
り
方
に
つ
い
て
の
協
議
を
お
願

今
後
は
、
少
年
法
等
の
改
正
が
国
会
の
場
で
審
議
さ
れ
い
し
て
い
ま
す
。
同
研
究
会
は
へ
今
回
が
初
め
て
の
試
み

る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
最
高
裁
と
し
て
も
、
法
改
正
に
で
す
が
、
刑
事
事
件
に
お
け
る
審
理
充
実
事
務
へ
の
取
組

伴
う
少
年
審
判
規
則
等
の
改
正
及
び
改
正
法
の
円
滑
な
運
へ
の
動
機
付
け
に
つ
な
が
る
も
の
に
し
た
い
と
考
え
て
ぃ

用
に
向
け
て
の
準
備
作
業
を
進
め
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
ま
ず
。

す
。
、
ま
た
、
書
記
官
研
修
所
に
お
い
て
は
、
昨
年
、
「
刑
事

４
刑
事
、
家
事
及
び
少
年
事
件
の
各
書
記
官
事
務
の
否
認
事
件
に
お
け
る
書
記
官
事
務
の
研
究
」
が
行
わ
れ
ま

状
況
等
し
た
。
こ
の
研
究
に
お
い
て
は
、
中
規
模
否
認
事
件
を
題

‐
・
原
企
画
調
査
部
長
刑
事
、
家
事
及
び
少
年
事
件
の
各
材
と
し
て
、
こ
れ
か
ら
の
刑
事
部
に
お
け
る
審
理
充
実
に

書
記
官
事
務
に
関
す
る
最
近
の
状
況
等
に
つ
い
て
お
間
か
向
け
た
刑
事
書
記
官
事
務
の
在
り
方
に
関
す
る
一
つ
の
考

せ
く
だ
さ
い
。
え
方
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
刑
事
部
の
書
記
官
が
、
今
後
、

増
田
参
事
官
刑
事
、
家
事
、
少
年
事
件
の
各
書
記
官
こ
の
研
究
を
参
考
に
し
て
、
刑
事
事
件
に
お
け
る
審
理
充

事
務
に
つ
い
て
は
、
さ
き
に
述
べ
た
と
お
り
、
刑
事
研
究
実
事
務
に
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
い
く
こ
と
が
期
待
さ
れ

部
や
家
裁
研
究
係
な
ど
を
中
心
に
、
こ
れ
か
ら
の
書
記
官
ま
す
。

事
務
の
在
り
方
を
少
し
長
い
目
で
研
究
し
て
い
く
と
い
う
家
事
事
件
及
び
少
年
事
件
に
つ
い
て
は
、
本
年
二
月

〃
亀
、
、
１
１
０
〃
Ｐ

）

I

一
日
に
開
催
さ
れ
、
少
年
法
部
会
長
か
ら
、
同
部
会
で
の
て
も
裂
永
そ
う
」
’
一
‐
１
２
１
《
：
》
‐

ｂ
Ｈ
■
０
０
０
９
９
ｒ
Ｄ
１
Ｕ
ｉ
ｒ
ｆ
０
２
０
０
ｒ
８
８
０
Ｄ
９
Ｂ
Ⅱ
ｑ
０
３
１
Ｄ
Ｃ
も
■
巳
冨
９
丘
車
■
凸
■
汀
ｌ
■
口
守
●
●
１
１
６
■
。
－
＄
。

か
ら
一
二
月
嶋
各
高
等
裁
判
所
で
家
裁
首
席
・
次
席
書

記
官
協
議
会
の
開
催
を
予
定
し
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
は
、

家
裁
研
究
係
の
取
組
を
手
掛
か
り
と
し
て
、
家
裁
に
お
け

る
審
理
充
実
事
務
の
取
組
を
実
践
し
、
定
着
さ
せ
る
た
め

に
、
首
席
・
次
席
書
記
官
が
果
た
す
役
割
等
に
つ
い
て
協

議
を
お
願
い
す
る
こ
と
で
、
今
後
、
家
裁
に
お
け
る
審
理

充
実
事
務
を
全
国
的
な
広
が
り
を
拘
っ
た
取
組
に
発
展
さ

せ
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

’

１
裁
判
関
係
文
書
の
Ａ
判
横
書
き
化
の
検
討
状
況

原
企
画
調
査
部
長
平
成
一
三
年
一
月
一
日
実
施
を
目

途
と
し
て
裁
判
関
係
文
書
の
Ａ
判
横
書
き
化
の
検
討
を
行
っ

て
い
る
と
伺
っ
て
お
り
ま
す
が
、
そ
の
進
捗
状
況
に
つ
い

て
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

増
田
参
事
官
裁
判
関
係
文
書
に
つ
い
て
は
、
平
成
一

三
年
一
月
一
日
か
ら
の
実
施
を
目
指
し
て
、
原
則
と
し
て
、

日
本
工
業
規
格
Ａ
四
判
の
用
紙
を
使
用
し
、
書
式
を
横
書

き
（
左
と
じ
）
と
す
る
こ
と
と
し
（
以
下
「
Ａ
判
横
書
き

化
」
と
い
う
。
）
、
そ
の
た
め
の
準
備
を
進
め
て
い
る
と
こ

ろ
で
す
。

・
こ
れ
は
、
社
会
全
体
で
Ａ
判
横
書
き
が
標
準
規
格
化
し

て
い
る
こ
と
か
ら
、
裁
判
文
書
に
つ
い
て
も
Ａ
判
横
書
き

と
す
る
こ
と
で
、
文
書
の
作
成
と
管
理
の
両
面
で
効
率
化

を
図
ろ
う
と
す
る
も
の
で
す
。

こ
れ
ま
で
、
東
京
及
び
大
阪
の
高
裁
、
地
裁
及
び
家
裁

九
書
記
官
事
務
の
改
善
等
に
つ
い
て １

１

Ｉ
Ｂ
Ｊ
０
Ｇ
ｐ
ｌ
Ｑ
６
■
日
日
９
日
■
０
凸

』
一一一

、
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に
お
い
て
、
最
高
裁
の
関
係
局
で
作
成
し
た
Ａ
判
横
書
き

の
事
件
記
録
の
サ
ン
プ
ル
や
書
式
を
た
た
き
台
に
し
て
Ａ

判
横
書
き
し
た
調
書
等
の
様
式
の
検
討
や
移
行
期
に
お
け

る
記
録
の
編
成
方
法
な
ど
の
問
題
点
の
検
討
な
ど
を
行
っ

て
い
た
だ
き
‐
貴
重
な
意
見
が
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。
事

務
総
局
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ら
の
意
見
等
を
踏
ま
え
て
、

通
達
の
改
正
等
を
検
討
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
今
年
の

秋
口
こ
ろ
に
は
、
通
達
の
改
正
案
等
に
つ
い
て
、
各
庁
か

ら
御
意
見
を
お
伺
い
し
た
上
で
、
通
達
等
の
改
正
を
行
い
、

現
場
に
無
理
の
な
い
形
で
の
合
理
的
な
移
行
等
を
行
っ
て

い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

な
お
、
Ａ
判
横
書
き
化
へ
の
移
行
に
伴
う
具
体
的
な
準

備
作
業
に
つ
い
て
は
、
東
京
及
び
大
阪
の
高
裁
、
地
裁
及

び
家
裁
に
お
け
る
検
討
結
果
等
も
踏
ま
え
て
検
討
し
て
い

る
と
こ
ろ
で
す
が
、
各
庁
で
の
事
務
処
理
に
配
慮
し
、
効

率
的
な
方
法
が
採
れ
る
よ
う
考
え
る
と
と
も
に
、
、
通
常
の

事
務
処
理
態
勢
の
中
で
処
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

準
備
期
間
を
取
っ
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

２
民
事
事
件
、
行
政
事
件
及
び
家
事
事
件
に
関
す
る

文
書
の
契
印
の
取
扱
い

原
企
画
調
査
部
長
本
年
四
月
一
日
か
ら
民
事
事
件
、

行
政
事
件
及
び
家
事
事
件
に
関
す
る
文
書
の
契
印
の
取
扱

い
に
つ
い
て
見
直
し
が
図
ら
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
趣
旨
等

に
つ
い
て
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

増
田
参
事
官
裁
判
文
書
の
契
印
に
つ
い
て
は
、
か
ね

て
か
ら
裁
判
所
の
内
外
か
ら
廃
止
を
求
め
る
要
望
が
あ
っ

ｋ
１
１
１
１
１

｜〆．》
1

，

，．

『

I
1

《
i

i

l
l
I

I
I

I

た
と
こ
ろ
で
す
が
、
裁
判
の
適
正
を
損
な
う
こ
と
な
く
裁

判
事
務
の
簡
素
化
及
び
合
理
化
を
図
る
と
と
も
に
、
裁
判

所
を
利
用
す
る
国
民
の
負
担
軽
減
を
図
る
と
の
観
点
か
ら
へ

平
成
二
年
二
月
三
日
付
け
最
高
裁
総
三
第
五
号
総
務
局

長
、
民
事
局
長
、
行
政
局
長
、
家
庭
局
長
通
知
「
民
事
事

件
、
行
政
事
件
及
び
家
事
事
件
に
関
す
る
文
書
の
契
印
の

取
扱
い
に
つ
い
て
」
を
発
出
し
、
四
月
一
日
か
ら
実
施
し

て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

見
直
し
の
内
容
と
し
て
は
、
民
事
事
件
、
行
政
事
件
及

び
家
事
事
件
に
お
い
て
、
裁
判
所
職
員
が
作
成
す
る
文
書

の
う
ち
、
専
ら
裁
判
所
に
お
い
て
保
管
す
る
文
書
は
、
契

印
を
要
し
な
い
こ
と
と
し
、
他
方
、
裁
判
書
の
正
本
、
謄

本
な
ど
の
よ
う
に
、
裁
判
所
の
外
部
に
発
出
す
る
文
書
は
、

こ
れ
ま
で
ど
お
り
契
印
又
は
契
印
に
準
ず
る
措
置
を
執
る

こ
と
と
し
ま
し
た
。
さ
ら
に
八
当
事
者
が
作
成
す
る
文
書

に
つ
い
て
も
、
契
印
を
要
し
な
い
こ
と
と
し
ま
し
た
。

ま
た
、
こ
の
見
直
し
に
伴
っ
て
、
昭
和
六
三
年
三
月
一

八
日
付
け
最
高
裁
総
三
第
一
二
号
事
務
総
長
通
達
「
契
印

に
準
ず
る
措
置
に
関
す
る
事
務
の
取
扱
い
に
つ
い
て
」
の

ほ
か
、
契
印
に
関
す
る
定
め
を
行
っ
て
い
る
通
達
に
つ
い

て
は
、
所
要
の
改
正
を
行
い
ま
し
た
。
書
記
官
の
皆
さ
ん

方
に
は
、
今
回
の
契
印
に
関
す
る
取
扱
い
の
見
直
し
の
趣

旨
等
を
十
分
御
理
解
の
上
、
日
常
の
執
務
に
当
た
っ
て
く

だ
さ
い
。

３
裁
判
用
能
率
器
具
等
の
配
布
状
況
及
び
配
布
予
定

原
企
画
調
査
部
長
裁
判
用
能
率
器
具
等
の
配
布
状
況

1

一
一

二
台
と
い
う
機
器
構
成
の
セ
ッ
ト
を
整
備
し
て
い
ま
す
。
｜
一

こ
の
二
ト
ラ
ッ
ク
録
音
機
は
、
ダ
ブ
ル
デ
ッ
キ
タ
イ
プ
で

リ
レ
ー
録
音
機
能
、
プ
リ
エ
ン
ド
メ
モ
リ
ー
機
能
（
Ａ
面

か
ら
Ｂ
面
に
変
わ
る
際
、
一
定
時
間
両
面
で
同
時
に
録
音

槌す
る
機
能
）
を
備
え
て
い
る
た
め
、
長
時
間
途
切
れ
る
こ

と
な
く
連
続
し
て
録
音
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、

こ
の
ほ
か
に
、
対
質
尋
問
を
行
う
場
合
や
通
訳
人
を
付
し

た
場
合
に
用
い
る
た
め
の
マ
イ
ク
を
、
録
音
反
訳
方
式
を

利
用
す
る
部
又
は
支
部
に
一
本
の
割
合
で
整
備
し
て
い
ま
一
一

す
。

一
一

こ
う
し
た
法
廷
用
の
機
材
の
ほ
か
、
録
音
反
訳
方
式
利
《
｜

用
庁
の
出
張
尋
問
用
の
機
器
と
し
て
、
携
帯
用
の
小
型
の

一
一

二
ト
ラ
ッ
ク
録
音
機
を
．
民
事
部
あ
る
い
は
刑
事
部
の
数

箇
部
に
一
台
の
割
合
で
整
備
し
て
い
ま
す
。
な
お
、
出
張
一
一

尋
問
で
あ
っ
て
も
、
録
音
反
訳
方
式
を
利
用
す
る
場
合
は
、
｜
｜

反
訳
用
と
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
用
に
二
台
の
録
音
機
を
同
時
に

一

用
い
る
必
要
が
あ
り
ま
す
が
、
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
用
の
録
音

機
に
つ
い
て
ば
、
後
に
お
話
し
す
る
書
記
官
用
録
音
再
生

、
ノ
ゴ 及

び
今
後
の
予
定
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。
一
一

増
田
参
事
官
．
裁
判
事
務
能
率
器
具
等
の
配
布
に
つ
い

一
｜

て
は
、
各
庁
か
ら
の
要
望
、
裁
判
事
務
７
処
理
態
勢
等
も

一
一
一
一
一
一

考
慮
し
、
緊
急
性
、
効
率
性
の
高
い
備
品
等
に
重
点
を
置

い
て
、
必
要
と
考
え
ら
れ
る
備
品
等
を
順
次
整
備
し
て
い
ご

る
と
こ
ろ
で
す
。
二

ま
ず
へ
録
音
反
訳
方
式
を
利
用
す
る
法
廷
に
つ
い
て
は
、
、
二

マ
イ
ク
四
本
、
マ
イ
ク
ミ
キ
サ
ー
、
二
ト
ラ
ッ
ク
録
音
機

一
一 ■■■■■■
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へ機
（
モ
ノ
ラ
ル
）
も
利
用
し
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。
と
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
法
廷
用
録
音
機
は
、
簡
裁
及
び
な
ど
、
節
約
に
も
努
め
て
い
た
だ
く
こ
と
を
お
願
い
し
た

録
音
機
材
と
し
て
は
、
録
音
反
訳
用
の
も
の
の
ほ
か
に
、
家
裁
の
法
廷
に
整
備
し
、
さ
ら
に
八
事
案
に
応
じ
て
人
証
い
と
思
い
ま
す
。

法
廷
用
録
音
機
セ
ッ
ト
、
法
廷
用
録
音
機
及
び
書
記
官
用
の
取
調
べ
を
行
う
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
ラ
ウ
ン
ド
テ
ー
ま
た
、
現
在
、
裁
判
文
書
の
Ａ
判
横
書
き
化
の
検
討
を

録
音
再
生
機
を
、
平
成
九
年
度
に
引
き
続
き
、
各
庁
に
配
ブ
ル
法
廷
に
も
整
備
し
ま
し
た
。
、
進
め
て
い
る
こ
と
は
、
先
ほ
ど
申
し
上
げ
た
と
お
り
で
す

布
し
ま
し
た
。
書
記
官
用
録
音
再
生
機
は
、
高
裁
及
び
地
裁
は
立
会
書
が
、
一
部
の
機
器
及
び
消
耗
品
に
つ
い
て
は
、
Ａ
判
化
に

法
廷
用
録
音
機
セ
ッ
ト
は
、
事
件
の
複
雑
困
難
化
等
に
記
官
二
人
に
一
台
の
割
合
で
、
簡
裁
は
立
会
書
記
官
五
人
伴
っ
て
規
格
を
見
直
す
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
た
め
、
新
規

伴
う
証
人
尋
問
等
の
供
述
内
容
の
複
雑
化
と
と
も
に
、
新
に
《
一
台
の
割
合
で
整
備
し
て
い
ま
す
ｂ
こ
の
機
種
は
、
こ
配
布
を
見
合
わ
せ
ざ
る
を
得
な
い
場
合
も
あ
り
ま
す
の
で
、

民
事
訴
訟
規
則
第
六
八
条
に
規
定
す
る
調
書
の
記
載
に
代
れ
ま
で
配
布
し
て
い
る
も
の
と
同
様
、
音
程
を
変
え
ず
に
ゞ
御
理
解
を
お
願
い
し
ま
す
ｂ
Ⅷ

わ
る
録
音
テ
ー
プ
等
へ
の
記
録
化
等
に
も
対
応
す
る
た
め
自
然
な
音
で
遅
聞
き
や
速
聞
き
が
で
き
る
デ
ジ
ダ
ル
音
程
４
執
務
資
料
等
の
刊
行
予
定
及
び
計
画

の
も
の
と
し
て
、
法
廷
に
お
け
る
供
述
等
を
明
り
ょ
う
に
調
整
機
能
を
有
し
て
い
ま
す
の
で
、
録
音
反
訳
方
式
を
利
原
企
画
調
査
部
長
書
記
官
事
務
に
関
係
す
る
執
務
資

録
音
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
で
、
マ
イ
ク
四
本
、
用
し
て
い
る
庁
（
部
）
に
お
い
て
は
、
〃
校
正
用
と
し
て
も
料
等
の
刊
行
予
定
及
び
計
画
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。
・

マ
イ
ク
ミ
キ
サ
ー
、
二
ト
ラ
ッ
ク
録
音
機
一
台
と
い
う
機
大
い
に
活
用
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
増
田
参
事
官
平
成
一
○
年
度
は
、
供
述
録
取
事
務
に

器
構
成
に
な
っ
て
い
ま
す
。
平
成
九
年
度
ま
で
は
、
本
庁
こ
の
ほ
か
、
平
成
一
○
年
度
に
は
鉾
検
証
用
ビ
デ
ォ
ヵ
関
す
る
参
考
資
料
と
し
て
、
昨
年
の
座
談
会
で
紹
介
し
た

及
び
合
議
事
件
取
扱
支
部
の
合
議
法
廷
を
中
心
に
整
備
し
メ
ラ
及
び
法
廷
用
ビ
デ
オ
セ
ッ
ト
（
ビ
デ
オ
デ
ッ
キ
と
テ
「
録
音
反
訳
参
考
資
料
」
を
一
○
月
に
、
「
医
療
関
係
事

て
き
ま
し
た
が
、
平
成
一
○
年
度
は
、
こ
れ
ま
で
の
利
用
レ
ビ
モ
ニ
タ
ー
）
を
高
裁
本
庁
及
び
地
裁
本
庁
に
配
布
し
件
専
門
用
語
等
参
考
資
料
」
を
本
年
三
月
に
そ
れ
ぞ
れ
刊

状
況
等
を
踏
ま
え
、
原
則
と
し
て
、
す
べ
て
の
高
裁
及
び
ま
し
た
。
ビ
デ
オ
テ
ー
プ
は
、
証
拠
と
し
て
提
出
さ
れ
る
行
し
ま
し
た
。

地
裁
の
合
議
及
び
単
独
法
廷
（
既
に
マ
イ
ク
、
ミ
キ
サ
ー
場
合
の
ほ
か
、
新
民
事
訴
訟
規
則
第
六
八
条
及
び
六
九
条
前
者
は
、
録
音
反
訳
方
式
に
関
す
る
通
達
の
解
説
を
中

等
を
通
し
て
録
音
で
き
る
設
備
が
あ
る
法
廷
を
除
く
ｐ
）
に
よ
り
、
調
書
に
利
用
さ
れ
る
場
合
が
増
え
る
こ
と
が
予
心
と
し
て
、
各
庁
で
作
成
さ
れ
て
い
る
実
施
要
領
や
実
務

に
整
備
す
る
と
と
も
に
、
大
都
市
部
の
簡
裁
の
法
廷
に
も
想
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
既
配
布
の
機
器
の
多
く
を
更
新
す
上
の
工
夫
を
盛
り
込
ん
だ
マ
ニ
ュ
ア
ル
等
、
参
考
と
な
る

一
部
整
備
し
ま
し
た
。
簡
裁
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
利
用
る
と
と
も
に
、
一
部
の
庁
に
追
加
し
て
配
布
し
た
も
の
で
資
料
を
取
り
ま
と
め
た
も
の
で
す
の
で
、
先
ほ
ど
申
し
上

状
況
等
を
踏
ま
え
て
、
整
備
を
検
討
し
て
い
き
た
い
と
考
す
。
げ
た
と
お
り
、
録
音
反
訳
方
式
の
円
滑
な
運
用
に
大
い
に

え
て
い
ま
す
。
事
務
の
効
率
化
を
図
る
た
め
の
能
率
機
器
等
の
配
布
に
役
立
て
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

法
廷
用
録
音
機
は
、
法
廷
用
録
音
機
セ
ッ
ト
と
同
じ
機
つ
い
て
は
、
今
後
も
可
能
な
限
り
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
後
者
は
、
特
に
耳
慣
れ
な
い
用
語
や
外
国
語
が
使
用
さ

種
の
二
ト
ラ
ッ
ク
録
音
機
一
台
に
小
型
の
卓
上
マ
イ
ク
を
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
が
、
皆
様
に
も
必
要
な
事
務
れ
る
こ
と
が
多
い
医
療
に
関
す
る
事
件
の
専
門
用
語
等
約

組
み
合
わ
せ
た
も
の
で
す
。
高
裁
及
び
地
裁
の
通
常
の
法
改
善
や
工
夫
を
進
め
て
い
た
だ
く
と
と
も
に
、
消
耗
品
に
一
万
六
○
○
○
語
を
収
録
し
た
も
の
で
、
巻
末
に
は
人
体

廷
に
は
法
廷
用
録
音
機
セ
ッ
ト
を
原
則
的
に
整
備
す
る
こ
つ
い
て
は
、
破
損
の
程
度
が
少
な
い
も
の
は
再
利
用
す
る
解
剖
図
を
登
載
し
て
あ
り
ま
す
。
こ
の
資
料
は
、
速
記
部

、
ｙ
ｊ

《
ｌ
ノ

ノ

、
．
『
１

増
田
参
事
官
謝
哨
戎
喜
り
う
Ｅ
Ｉ
》
も
》
１
．
４
″

て
か
ら
裁
判
所
の
内
外
か
ら
廃
止
を
求
め
る
要
望
が
あ
っ
原
企
画
調
査
部
長
裁
判
用
能
率
器
具
等
の
配
布
状
況
機
に
つ
い
て
は
、
後
に
お
話
し
す
る
書
記
官
斥
釣
音
喜
且

I

Ｂ
■
■
１
６
夕
日
０
１
’
４

Ｉ
‐
●
８
６
１
１
６
１
０
，
●
１
０
且
可
１
６
■
ｒ
■
９
口
■
ワ
凸
６
Ｋ
ｇ
８
１
Ⅱ
０
０
１
８
９
０
ｈ
則
９
０
Ｇ
▼
Ｏ
ｒ
１
Ｎ
込
特
日
０
■
■
■
守
り
３
菌
●
Ｂ
、
９
，
■
ｑ
ｄ
ｒ
８
Ｄ
ｂ
■
■
７
．
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’ 同
窓
会
作
成
の
「
裁
判
所
速
記
官
の
た
め
の
医
療
用
語
集
」

を
ベ
ー
ス
に
編
集
し
た
も
の
で
す
が
、
速
記
官
だ
け
で
な

く
書
記
官
に
と
っ
て
も
有
用
な
も
の
に
な
る
と
考
え
ま
す

の
で
、
供
述
録
取
事
務
の
参
考
に
し
て
い
た
だ
き
た
い
と

思
い
ま
す
。

複
雑
困
難
な
事
件
の
増
加
に
伴
い
、
証
拠
調
べ
に
お
い

て
専
門
用
語
が
多
用
さ
れ
、
供
述
録
取
事
務
に
苦
労
す
る

場
面
は
、
医
療
関
係
事
件
以
外
に
も
少
な
く
な
い
も
の
と

思
わ
れ
ま
す
の
で
、
専
門
用
語
等
に
関
す
る
資
料
の
整
備

に
つ
い
て
は
、
今
後
も
充
実
さ
せ
て
い
き
た
い
と
考
え
て

お
り
ま
す
。
証
券
・
商
品
取
引
用
語
（
訟
廷
執
務
資
料
第

六
三
号
）
、
医
療
関
係
事
件
用
語
に
続
き
整
備
す
る
も
の

と
し
て
、
現
在
、
建
築
・
土
木
関
係
事
件
で
使
用
さ
れ
た

用
語
例
を
収
集
し
た
参
考
資
料
を
候
補
と
し
て
検
討
し
て

い
る
と
こ
ろ
で
す
が
、
整
備
す
る
用
語
の
種
類
や
資
料
の

内
容
に
関
す
る
要
望
、
あ
る
い
は
、
今
回
配
布
し
た
「
医

療
関
係
事
件
専
門
用
語
等
参
考
資
料
」
に
つ
い
て
の
感
想

等
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
是
非
お
寄
せ
い
た
だ
き
た
い
、
と
考

’
え
て
お
り
ま
す
。

原
企
画
調
査
部
長
裁
判
所
に
お
け
る
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
，

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
対
策
に
つ
い
て
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

山
名
給
与
課
長
セ
ク
、
ソ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に

つ
い
て
は
＄
性
的
な
言
動
に
よ
り
職
員
が
そ
の
勤
務
条
件

、
ｊ

〆

青
野
総
務
部
長
以
上
を
も
ち
ま
し
て
、
座
談
会
を
終

’
○
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
。
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
を
め
ぐ
る

問
題
点
に
つ
い
て

９
Ｇ
日
１
ｄ
７
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
■
巳
■
■
■
Ｂ
■
■
■
■
Ｂ
■
■
■
８
８
Ｂ
Ｂ
Ｂ
Ⅳ
Ｆ
Ｆ
Ⅲ
１
．
Ⅲ
Ⅱ
０
日
■
■
９
Ｊ
日
日
口
刃
日
日
■
■
■
■
Ｕ
■
■
日
日
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
１
４
●
１
１
ｌ
１
１
１
８
ｄ
ｌ
Ｉ
Ｉ
１
１

に
つ
き
不
利
益
を
受
け
る
こ
と
や
勤
務
環
境
が
害
さ
れ
る

こ
と
を
防
止
し
、
職
員
の
十
分
な
公
務
能
率
と
公
務
の
円

滑
な
運
営
の
確
保
の
観
点
か
ら
、
人
事
院
規
則
一
○
’
一

○
（
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
防
止
等
）
及
び

同
運
用
通
知
が
発
出
さ
れ
、
裁
判
所
に
お
い
て
も
、
本
年

四
月
一
日
の
施
行
に
伴
い
、
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
《
ハ
ラ
ス
メ

i

、

(座談会風景）

■
心
。
■
■
■
、
ロ
日
呂
ｚ
ご
毎
Ｔ
ａ
ｇ
冠
灯
臼
四
Ｑ
ｇ
Ｅ
官
心
Ｑ
ｑ
ｄ
９
０
ｑ
■
■
里
１
１
１
１
ロ
。
■
Ｈ
４
ｊ
１
８
且
■
４
■
■
’
１
■
■
１
２
７
も
ｄ
０
■
１
９
４
１
１
４
日
■
■
■
Ⅱ
■
■

、
ｎ
Ｄ
Ｌ
ｙ
ｍ
ｐ
Ｄ
ロ

〉

ン
ト
対
策
と
し
て
、
以
下
の
防
止
に
関
す
る
意
識
啓
発
等

の
防
止
対
策
及
び
相
談
窓
口
の
設
置
等
を
行
い
ま
し
た
。

①
裁
判
所
部
内
規
程
の
制
定

②
最
高
裁
判
所
及
び
各
高
等
裁
判
所
に
相
談
窓
口
の

設
置

③
職
員
へ
の
お
知
ら
せ
（
職
員
の
留
意
す
べ
き
事
項

に
関
す
る
指
針
等
）
文
書
の
配
布

④
防
止
用
教
材
ビ
デ
オ
の
配
布

⑤
防
止
用
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
配
布
↓

⑥
相
談
窓
口
の
お
知
ら
せ
文
書
の
配
布

以
上
の
う
ち
、
①
に
つ
い
て
は
全
職
員
に
回
覧
等
、
③
．

⑤
及
び
⑥
に
つ
い
て
は
全
職
員
に
配
布
の
措
置
を
指
示
し

て
お
り
、
⑤
及
び
⑥
の
中
で
②
の
相
談
窓
口
の
周
知
を
し

て
い
ま
す
。
④
の
防
止
用
教
材
ビ
デ
才
に
つ
い
て
は
、
地

家
裁
共
用
で
一
セ
ッ
ト
を
送
付
し
て
お
り
、
各
裁
判
所
に

お
い
て
職
員
が
見
る
機
会
を
作
る
よ
う
指
導
し
て
い
ま
す
。

な
お
、
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
防
止
に
つ
い

て
は
、
働
き
や
す
い
職
場
環
境
の
維
持
・
運
営
の
た
め
に

不
可
欠
で
あ
り
、
各
種
研
修
や
管
理
職
員
に
よ
る
指
導
等

に
よ
っ
て
、
職
員
の
意
識
啓
発
を
図
っ
て
い
か
な
く
て
は

な
ら
な
い
と
考
え
て
お
り
、
ま
た
、
苦
情
相
談
の
数
や
そ

の
内
容
等
に
よ
っ
て
、
今
後
の
対
策
に
つ
い
て
検
討
を
行
っ

て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

原
企
画
調
査
部
長
こ
れ
を
も
ち
ま
し
て
お
聞
き
し
た

い
こ
と
が
終
了
し
ま
し
た
の
で
、
進
行
役
を
下
ろ
さ
せ
て
」

い
た
だ
き
ま
す
。
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
た
。

ー

◆
ー－ｮや

二三 二-二二二
マ ーー ー中一一一一一一一六一一一一
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一
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青
野
総
務
部
長
以
上
を
も
ち
ま
し
て
、
座
談
会
を
終

了
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
閉
会
に
当
た
り
、
櫻
井
会
長

か
ら
ご
あ
い
さ
つ
を
申
し
上
げ
ま
す
。

櫻
井
会
長
・
課
長
、
参
事
官
の
方
々
に
は
、
本
日
は
お

忙
し
い
中
を
長
時
間
に
わ
た
っ
て
、
多
く
の
テ
ー
マ
に
つ

い
て
、
大
変
有
意
義
な
お
話
を
お
聞
か
せ
い
た
だ
き
、
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

こ
の
結
果
は
、
早
速
、
全
国
の
会
員
に
伝
え
る
と
と
も

に
、
全
国
書
協
の
今
後
の
活
動
の
上
で
も
参
考
と
さ
せ
て

い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

本
日
は
、
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

つ
い
て
は
、

’【

性
的
な
言
動
に
よ
り
職
員
が
そ
の
勤
務
条
件
四
月
一
日
の
施
行
に
件
ｖ
韮
ク
ぅ
二
７
Ｊ
‐
ノ
ゞ
：
／
↓
Ｉ
＃
・
‐

Ｉ

／

､

1

Ｄ
Ｂ
Ｄ
■
も
ｐ
Ｒ
Ｂ
８
口
■
８
仏
４
．
９
６
５
凸
晶
Ⅲ
Ⅱ
Ｉ

｛

一へ

､

尖

ノ１

３
，
１
宙
１
１
リ
ー
昼
１
０
１
０
４
１
Ｉ
Ｖ
４
９
６
２
Ｄ
Ｙ
８
０
１
１
Ｉ
０
４
１
ｌ
ｌ
１
Ｉ
Ｉ
１
１

_一ノ

1 I Ｉ
０
ｌ
Ｂ
Ｉ
１
ｌ
ｊ
０
ｌ
ｊ
１
ｌ
ｆ
ｌ
９
■
Ｏ
ｏ
６
ｌ
１
０
ｒ
９
ｆ
６
ｉ
０
１
ｐ
ｌ
ｉ
＃
Ｉ
１
９
ｆ
ｙ
Ｂ
Ｕ
４
Ｐ
ｈ
Ｈ
■
９
４
口
一

〃

おしろいばな

白粉花
、
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平成11年度録音反訳方式利用庁
－

馬裁劉壽’
名

’所

|刑事~吾珂刑事部民 事 部 支 部
－

１
７
７
９
，
，
１
９
，
，

部
部
部
部
部
部
部
部
部
部

１
６
廻
刀
妬
釦
妬
如
妬
印

第
第
第
第
第
第
第
第
第
第

ｙ
夕
，
，
タ
リ
１
９
，

部
部
部
部
部
部
部
部
部

２
７
週
弼
妬
瓠
妬
虹
蛉

第
第
第
第
第
第
第
第
第

ｑ
ｇ
今
■
″
０
〃
■
一
”
Ｏ
ｑ
Ｆ
の
ｑ
ぴ
む
ロ
グ
●
〃
▲
勺
▽

部
部
部
部
部
部
部
部
部

３
８
必
阻
”
銘
訂
蛇
獅

第
第
第
第
第
第
第
第
第

●
ロ
ヴ
●
〃
Ｑ
〃
二
■
ロ
。
〃
Ｑ
一
タ
■
△
。
〃
△
■
Ｐ
Ｇ
壹
夕

部
部
部
部
部
部
部
部
部

４
ｍ
お
鍋
鏥
詔
銘
妃
妃

第
第
第
第
第
第
第
第
第

第5部

第11部

第16部

第24部

第29部

第34部

第39部

第44部

第49部

令状部を除く15

箇部

八王子（民事第1部）
－－－

一一

－

－

－－ 、

－

－

１
日
乱
■
Ｕ
０
．
・
’
叩
型
Ⅷ
川
川
棚
川
Ⅱ
Ｍ
Ｍ
Ⅲ
Ｎ
ｄ
Ｊ
９
Ｉ
ｑ
Ｊ
ｑ
ｄ
ｄ
８
１
Ｈ
■
■
■
■
■
■
■
ｐ
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
凪
■
■
■
■
Ｂ
■
■
、
■
け
■
Ｄ
Ｂ
Ｄ
■
。

－

部
部
部
部

１
↑
７

１
１

第
第
第
第

第2部，

第8部，

第2部

第4部，第5部，第6部
第9部

第1部，第2部

第3部

相模原，横須賀
－

’ 。 ，－

熊谷，越谷
字･『､

仏| ）
佐倉,松戸，木更津，

八日市場

土浦，龍ケ崎，麻生，
下妻

I

第1部，第2部 ．
－

’

第1部，第2部
『 ロ

大田原，栃木，足利

太田，高崎

－

一●

I

下田，浜松

都留■
Ｐ
ｌ
Ｂ
Ⅱ
Ⅱ
■

t

民事部 上田，佐久，松本，諏

訪，飯田，伊那

佐渡，長岡，高田
0

刑事部

，
，
７
７

部
部
部
部

２
９
恥
虹

第
第
第
第

８
１
６
８

立
口
立
回
立
ロ
立
口

β
－
ｕ
Ⅳ
躯

第
第
第
第

部
部
部
部

５
廻
昭
詔

第
第
第
第

部
部
部
部

７
超
廻
誕

第
第
第
第

部
部
部
部

８
妬
加
お

第
第
第
第

第2部，

第5部，

第7部，

第11部，
第13部，

第15部

部
‐
部
部
部
部

４
６
８
姻
辿

第
第
第
第
第

堺（民事第1部)，

和田 ’

岸４
８

司
「
一、､一一〉 ’

h

1 ． 1

部５第

部
部
４
４
第
第

部
部
２
１
第
第

1 0 1

舞鶴，宮津，福知山
－
１
８
０
■
８
■
■
■
Ｅ
Ｅ
ｆ
Ｊ
Ｊ
■
２
月
１
２
９
８
２
１
０
■
３
１
１
■
Ｊ
■
９
８
８
０
８
且
■
Ｊ
弓
●
己
凸
日
日
ｉ
Ｂ
ｙ
Ｉ
Ｂ
■
。
‘
■
８
８
８
９
毛
２
Ｆ
岳
■
３
■
■
Ｕ
Ｄ
Ｂ
■
■
ザ
■
■
Ｔ
Ｉ
■
■
〃
■
０
．

伊丹，柏原，尼崎（民

事第1部，第2部)，
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葛城，五條
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横浜地方裁判所

､

浦和地方裁判所

千葉地方裁判所

水戸地方裁判所
一

宇都宮地方裁判所．

前橋地方裁判所

静岡地方裁判所

甲府地方裁判所

長野地方裁判所

新潟地方裁判所

大阪地方裁判所

町

京都地方裁判所

神戸地方裁判所

奈良地方裁判所

大津地方裁判所．

ﾛ歌山地方裁判所

3古屋地方裁判所

聿地方裁判所
■
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石

ロ
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網

一
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庁 名

福井地方裁判所

金沢地方裁判所

富山地方裁判所
届

広島地方裁判所

山.口地方裁判所

岡山地方裁判所

鳥取地方裁判所

松江地方裁判所

福岡高等裁判所

福岡地方裁判所

佐賀地方裁判所
、

長崎地方裁判所

大分地方裁判所

熊本地方裁判所
1

ノ ー

鹿児島地方裁判所

宮崎地方裁判所

那覇地方裁判所

仙台地方裁判所

福島地方裁判所
に

山形地方裁判所

盛岡地方裁判所
『

秋． 田地方裁判所

青森地方裁判所
■ 』

札幌地方裁判所

函館地方裁判所

旭川地方裁判所

釧路地方裁判所

高松高等裁判所

高松地方裁判所

徳島地方裁判所

高知地方裁判所．

松山地方裁判所

民 事 部

民事部

民事部

民事部

第2部
q

O

民事部

第1部，第2部

民事部

■

第1部，第2部，第3部，第5部，第6部

｡ 』

第1部，第2部

第2部，第3部

第1部，第2･部
*

第1部“第2部

第1部,第2部，第3部
●

1

ヴ 〔、

第1部，第2部，第3部，第5部
ｰ

民事部

民事部
世

｡

第2部，第4部

民事部 ｛

民事部
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第2部

刑事部

刑事部

刑事部

『

第2部

／
、 、

〆

､ ,

第1部 一

刑事部

第1部

第3部 。

刑事部

刑事部 '

支 部

武生，敦賀

七尾，輪島
◆

~

岩国

倉敷，津山

米子

浜田,益田

那覇

飯塚，田川，行橋

唐津

島原，福江，厳原，佐

世保

中津， 日田

人吉，天草

鹿屋，名瀬

延岡，都城

名護，沖縄，平良，石

垣

古川，石巻，気仙沼

郡山派いわき

鶴岡，酒田

一関 ．

大館
、

八戸

浦河，室蘭，岩見沢，

小樽
1
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稚内，紋別

根室,､帯広，北見，網

定

丸亀

中村

宇和島


